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【資料２－１２】さいたま市市街地再開発事業一覧（市街地整備課） 

令和 7 年 4 月１日 現在 

地区

番号 
地区名 

施行

者名 

施行面積 建築面積 構造 
主要用途等 

事業年度 
進捗 

敷地面積 延床面積 規模 総事業費 

1 

浦和駅前市街

地改造事業 

（浦和区） 

市 
約 2.1ha 

約 10,180 ㎡ 

約 8,780 ㎡ 

約 85,460 ㎡ 

SRC 造 

B3F～7F 

商業、業務、駐車場、 

駅前広場（約 7,300 ㎡） 

S47～S56 

約 364 億円 
完了 

2 
浦和元町２丁

目（浦和区） 
個人 

約 0.3ha 

約 1,670 ㎡ 

約 1,250 ㎡ 

約 7,530 ㎡ 

SRC 造 

B1F～9F 
商業、住宅 

S57～S61 

約 20 億円 
完了 

3 
北与野駅南口 

（中央区） 
組合 

約 1.5ha 

約 5,640 ㎡ 

約 4,600 ㎡ 

約 31,700 ㎡ 

SRC 造 

B1F～29F 

商業、業務、住宅、 

駐車場 

S62～H04 

約 156 億円 
完了 

4 
北与野駅北口 

（中央区） 
市 

約 2.2ha 

約 6,000 ㎡ 

約 4,790 ㎡ 

約 34,090 ㎡ 

SRC 造、RC 造 

B1F～10F 

B2F～8F 

ホテル、商業、業務、 

公共駐車場、駐車場、 

駅前広場（約 5,500 ㎡） 

S63～H04 

約 182 億円 
完了 

5 
岩槻駅東口 

（岩槻区） 
市 

約 2.0ha 

約 10,970 ㎡ 

約 8,440 ㎡ 

約 60,830 ㎡ 

SRC造、RC造、

S 造 

B1F～5F 

B1F～12F 

商業、業務、住宅、 

公共公益、公共駐車場、 

駐車場 

H01～H07 

約 288 億円 
完了 

6 

与野駅西口浦

和 

（浦和区） 

組合 
約 0.9ha 

約 4,520 ㎡ 

約 3,070 ㎡ 

約 25,230 ㎡ 

SRC 造 

B1F～14F 

B1F～14F 

商業、住宅、駐車場 
H05～H09 

約 85 億円 
完了 

7 

武蔵浦和駅第

２街区 

（南区） 

個人 
約 1.4ha 

約 10,400 ㎡ 

約 7,160 ㎡ 

約 71,590 ㎡ 

RC 造、SRC 造 

B1F～27F 

商業、業務、住宅、 

公共公益、駐車場、 

公用駐輪場 

H06～H10 

約 212 億円 
完了 

8 

武蔵浦和駅第

６街区 

（南区） 

旧都

市公

団 

約 1.4ha 

約 5,250 ㎡ 

約 3,600 ㎡ 

約 47,286 ㎡ 

RC 造、S 造、

SRC 造 

B2F～38F 

商業、住宅、駐車場、 

公共駐輪場、 

駅前広場（約 5,500 ㎡） 

H08～H12 

約 223 億円 
完了 

9 
北与野駅南口

西（中央区） 
組合 

約 1.8ha 

約 11,230 ㎡ 

約 5,960 ㎡ 

約 48,730 ㎡ 

RC 造 

B1F～31F 

商業、業務、住宅、 

駐車場 

H09～H13 

約 127 億円 
完了 

10 
北浦和１丁目 

（浦和区） 
個人 

約 0.4ha 

約 2,410 ㎡ 

約 1,590 ㎡ 

約 14,100 ㎡ 

RC 造 

B2F～13F 

商業、住宅、公共公益、 

駐車場 

H10～H14 

約 49 億円 
完了 

11 

与野駅西口寿

町 

（中央区） 

組合 
約 0.5ha 

約 3,380 ㎡ 

約 2,000 ㎡ 

約 21,230 ㎡ 

SRC 造、RC 造 

B1F～21F 

B1F～9F 

商業、業務、住宅、 

駐車場 

H11～H14 

約 59 億円 
完了 

12 
後原中央東 

（中央区） 
組合 

約 0.7ha 

約 4,100 ㎡ 

約 1,500 ㎡ 

約 34,640 ㎡ 

RC 造 

B1F～32F 

商業、業務、住宅、 

駐車場 

H10～H14 

約 92 億円 
完了 

13 

与野駅西口旭

町 

（中央区） 

組合 
約 0.6ha 

約 4,240 ㎡ 

約 2,540 ㎡ 

約 29,750 ㎡ 

RC 造 

B1F～22F 

B1F～20F 

商業、住宅、公共公益、 

駐車場 

H11～H16 

約 65 億円 
完了 

14 
浦和駅西口南

第三（浦和区） 
組合 

約 1.3ha 

約 4,380 ㎡ 

約 2,770 ㎡ 

約 34,800 ㎡ 

RC 造、SRC 造 

B3F～31F 

商業、業務、住宅、 

公共駐車場、駐車場 

H10～H16 

約 182 億円 
完了 

15 
大宮鐘塚Ａ 

（大宮区） 
組合 

約 1.4ha 

約 11,220 ㎡ 

約 6,080 ㎡ 

約 81,140 ㎡ 

S 造、SRC 造 

B1F～20F 

B2F～19F 

商業、事務所、 

公共公益、駐車場、 

公共駐輪場 

H12～H16 

約 289 億円 
完了 

16 

浦和駅西口南

第四 

（浦和区） 

組合 
約 0.8ha 

約 5,140 ㎡ 

約 2,880 ㎡ 

約 31,750 ㎡ 

S 造、RC 造 

B1F～31F 

B1F～9F 

商業、業務、住宅、 

駐車場 

H14～H18 

約 121 億円 
完了 

17 

武蔵浦和駅第

８－１街区 

（南区） 

組合 
約 2.6ha 

約 17,700 ㎡ 

約 12,390 ㎡ 

約 90,100 ㎡ 

RC 造、S 造、

SRC 造 

B2F～31F 

商業、業務、住宅、 

公共駐車場、駐車場 

H12～H18 

約 255 億円 
完了 

18 

武蔵浦和駅第

４街区 

（南区） 

組合 
約 2.0ha 

約 12,170 ㎡ 

約 8,440 ㎡ 

約 76,336 ㎡ 

RC 造、S 造 

B1F～28F 

B1F～29F 

B1F～7F 

商業、業務、住宅、 

駐車場 

H16～H22 

約 227 億円 
完了 

 



資料編 第２部 予防・応急活動関係 

【資料２－１２】さいたま市市街地再開発事業一覧 

2 - 12 - 2 

 

地区

番号 
地区名 

施行

者名 

施行面積 建築面積 構造 
主要用途等 

事業年度 
進捗 

敷地面積 延床面積 規模 総事業費 

19 

浦和駅東口駅

前 

（浦和区） 

市 
約 2.8ha 

約 11,220 ㎡ 

約 8,970 ㎡ 

約108,138㎡ 

RC 造、S 造、

SRC 造 

B4F～10F 

商業、公共公益、公共

駐車場、公共駐輪場、 

駅前広場（約6,000㎡）、 

市民広場（約 2,300 ㎡） 

H10～H27 

約 595 億円 
完了 

20 

武蔵浦和駅第

１街区 

（南区） 

機構 
約 3.0ha 

約 10,500 ㎡ 

約 6,850 ㎡ 

約 74,300 ㎡ 

RC 造、S 造、

SRC 造 

B1F～10F 

B1F～28F 

1F～20F 

B1F～2F 

商業、業務、住宅、 

公共公益、公共駐車場、 

駐車場、公共駐輪場、 

駅前広場（約 5,300 ㎡） 

H20～H28 

約 419 億円 
完了 

21 
武蔵浦和駅第

３街区（南区） 
組合 

約 2.6ha 

約 19,100 ㎡ 

約 13,200 ㎡ 

約 95,400 ㎡ 

RC 造、S 造 

B1F～32F 

商業、事務所、住宅、 

駐車場 

H23～H29 

約 381 億円 
完了 

22 

浦和駅西口南

高砂 

（浦和区） 

組合 
約 1.8ha 

約 10,565 ㎡ 

約 8,443 ㎡ 

約 97,886 ㎡ 

RC 造、S 造、

SRC 造 

B3F～27F 

商業、業務、公共公益、 

住宅、駐車場、 

駅前広場（約 4,287 ㎡） 

H25～R9  

約 709 億円 
事業中 

23 

大宮駅東口大

門町２丁目中 

（大宮区） 

組合 
約 1.4ha 

約 8,600 ㎡ 

約 6,800 ㎡ 

約 82,200 ㎡ 

S造(一部SRC

造) 

B3F～18F 

商業、業務、公共公益、 

駐車場 

H27～R5 

約 666 億円 
完了 

24 

大宮駅西口第

３－Ｂ 

（大宮区） 

組合 
約 1.3ha 

約 8,251 ㎡ 

約 4,884 ㎡ 

約 71,071 ㎡ 

RC 造(一部 S

造) 

1F～13F 

B2F～28F 

商業、業務、住宅、 

駐車場 

H28～R7 

約 406 億円 
事業中 

25 
大宮鐘塚Ｃ 

（大宮区） 
個人 

約 0.5ha 

約 3,400 ㎡ 

約 2,040 ㎡ 

約 30,240 ㎡ 

S造、RC造(一

部 SRC 造) 

B2F～13F 

銀行店舗、事務所、 

駐車場 

H29～R3 

※ 
完了 

26 
大宮鐘塚Ｂ 

（大宮区） 
― 

約 0.2ha 

― 

― 

― 

― 

― 
― 

― 

― 

都市計

画決定 

27 

大宮駅西口第

３－Ａ・Ｄ 

（大宮区） 

― 
約 1.5ha 

約 9,500 ㎡ 

約 6,195 ㎡ 

約 85,136 ㎡ 

S 造、RC 造 

B2F～27F 

商業、業務、住宅、 

駐車場 

H3～R9  

約 501 億円 
事業中 

28 

大宮駅東口大

門町３丁目中 

（大宮区） 

― 
約 0.6ha 

約 3,400 ㎡ 

約 2,200 ㎡ 

約 40,000 ㎡ 
― 商業、業務、駐車場 ― 

都市計

画決定 

※現在非公開としております。 
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【資料２－１３】さいたま市土地区画整理事業一覧（市街地整備課）

行政庁(県知事)施行

地区 施行面積 計画決定 事業決定 事業期間 事 業 費 減歩率 換地処分の

番号 (ha) 年 月 日 年 月 日 (年度) (千円) (%) 公告年月日

行１ 大宮工業地帯開発 111.6 S35. 2. 4 S35. 9. 6 S35～S37 200,900 22.00 S37.11.16

111.6 １地区 200,900

公共団体(埼玉県)施行

地区 施行面積 計画決定 事業決定 事業期間 事 業 費 減歩率 換地処分の

番号 (ha) 年 月 日 年 月 日 (年度) (千円) (%) 公告年月日

県１ さいたま新都心西 1.3 H10.12.28 H11. 3.23 H10～H13 3,130,000 13.96 H13.10. 9

県２ 岩 槻 ・ 春 日 部 (市域)99.5 S41. 8.31 S41.12. 8 S41～S45 1,386,055 28.20 S46. 3.30 全体103.4ha

100.8 ２地区 4,516,055

公共団体(さいたま市)施行

地区 施行面積 計画決定 事業決定 事業期間 事 業 費 減歩率 換地処分の

番号 (ha) 年 月 日 年 月 日 (年度) (千円) (%) 公告年月日

市１ 大 宮 北 部 115.9 S18. 5.25 S18. 5.25 S18～S27 6,885 S28. 2. 4 旧大宮市施行

市２ 南 浦 和 第 一 75.9 S29. 8.26 S30. 3. 7 S29～S37 226,857 22.20 S35. 3.31 旧浦和市施行

市３ 砂 ( 第 １ 工 区 ) 120.7 S35.12.19 S38. 2.28 S37～S44 1,035,660 28.22 S44. 8. 1 旧大宮市施行

市４ 土 呂 92.9 S35.12.19 S37. 3.17 S36～S46 476,012 24.23 S46. 5. 7 旧大宮市施行

市５ 砂 ( 第 ３ 工 区 ) 57.3 S35.12.19 S41.11. 8 S41～S47 706,913 22.76 S47. 4.13 旧大宮市施行

市６ 宮 原 ４ 丁 目 55.2 S37. 3.17 S43. 6. 8 S43～S48 689,752 21.37 S48. 7.10 旧大宮市施行

市７ 深 作 東 部 77.8 S46. 1.22 S46. 4.27 S46～S61 3,843,000 22.77 S61. 8.22 旧大宮市施行

市８ 大宮駅前西口地区 6.9 S38.12.14 S44. 1.21 S43～H 2 10,050,000 14.53 H 2. 5. 1 旧大宮市施行

市９ 大 宮 駅 西 口 第 二 9.5 S38.12.14 S57. 5.26 S57～H 2 1,307,000 16.50 H 2. 5. 1 旧大宮市施行

市10 砂 ( 第 ２ 工 区 ) 66.7 S35.12.19 S46. 1.19 S45～H 7 5,684,000 19.17 H 8. 1.12 旧大宮市施行

市11 南 浦 和 第 二 50.6 S29. 8.26 S37. 4.17 S37～H11 3,828,748 14.12 H 9. 9.26 旧浦和市施行

市12 東 浦 和 第 一 147.9 S42. 9.26 S46. 3.25 S45～H18 17,224,461 23.94 H14.12. 6

市13 深 作 西 部 72.09 S46. 1.22 S46. 4.27 S46～H28 13,444,000 22.30 H21. 1. 9

市16 北 部 拠 点 宮 原 31.70 H10. 1.13 H10. 5.18 H10～H19 11,089,554 31.7 H18. 9.15

市21 南 平 野 67.13 S63. 7.22 S63. 7.22 S63～H29 9,610,000 26.96 H23.10. 7

市23 上 野 古 ｹ 場 96.7 S51.11.12 S52. 2.12 S51～H 1 6,300,000 24.99 S62. 8. 8 旧岩槻市施行

1144.92 １６地区 85,522,842

市14 大 宮 駅 西 口 第 四 9.68 H 5. 7. 9 H 7. 5.19 H 7～R10 24,387,000 19.39 R5. 2.24第6回事変
市15 南 与 野 駅 西 口 14.67 H 5.10. 8 H 7. 8. 8 H 7～R10 12,100,000 19.94 R4. 9.30第7回事変
市17 東 浦 和 第 二 76.72 S42. 9.26 H10.12.15 H10～R12 25,090,000 26.17 H28.11. 8第4回事変
市18 浦和東部第一特定 55.88 H11. 6. 4 H13. 3.27 H12～R16 24,403,000 34.32 R3. 3.16第5回事変
市19 与 野 駅 西 口 8.26 S42. 9.26 S44. 3.25 S43～R15 14,510,000 12.55 R6. 2.22第12回事変

市20 江 川 79.30 S63. 7.22 S63. 7.22 S63～R23 22,380,000 27.07 R7. 2. 4第11回事変

市22 岩 槻 駅 西 口 11.58 H 1. 4.14 H 9. 4. 1 H 9～R17 13,870,000 22.48 R5. 3.10第6回事変

市24 指 扇 29.86 H16. 4.15 H17.10.11 H17～R11 11,600,000 32.16 H30. 3.20第2回事変

市25 大 門 下 野 田 特 定 3.60 H11. 6. 4 H26. 3. 3 H25～R17 1,887,000 35.07 R3. 3.16第2回事変

289.55 ９地区 150,227,000

地区 施行面積 計画決定 事業決定 事業期間 事 業 費 減歩率 換地処分の

番号 (ha) 年 月 日 年 月 日 (年度) (千円) (%) 公告年月日
個共１ 大 島 台 1.57 S48. 4. 6 S48～S53 151,840 33.94 S53. 3.31
個共２ 山 崎 農 住 組 合 5.50 H 1. 8.29 H 1～H20 3,088,858 48.27 H20. 7.18
個共３ 日 進 東 16.86 H17. 3.31 H17.12. 5 H17～H20 3,672,458 14.83 H20.11.21
個共４ 道 祖 土 四 丁 目 0.43 H18. 6. 1 H18～H18 121,196 26.67 H19. 2.16
個共５ 北 袋 町 １ 丁 目 11.72 H27. 3.30 H27. 6. 5 H27～H29 4,481,000 20.81 H30. 1.19

36.08 ５地区 11,515,352

施
　
　
行
　
　
済

事業完了地区合計

施
　
　
行
　
　
中

事業施行中地区合計

個人・共同施行

区分 地　区　名 備  考

施
行
済

事業完了地区合計

区分 地　区　名 備　考

令和7年4月１日　現在

区分 地　区　名 備　考

施
行
済 事業完了地区合計

区分 地　区　名 備　考

施
行
済

事業完了地区合計

2 - 13 - 1
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【資料２－１３】さいたま市土地区画整理事業一覧

都市再生機構施行

地区 施行面積 計画決定 事業決定 事業期間 事 業 費 減歩率 換地処分の

番号 (ha) 年 月 日 年 月 日 (年度) (千円) (%) 公告年月日
機構１ 浦 和 南 部 45.77 S42. 9.26 S57. 1. 6 S56～H 7 12,711,390 35.00 H 3. 6.28
機構２ さ い た ま 新 都 心 47.4 H 1.12.22 H 3. 4.25 H 3～H19 94,278,000 39.1 H15. 3.31
機構３ 大 宮 西 部 特 定 115.51 H 8. 3.29 H10.11.12 H10～R 3 48,649,202 34.0 H29. 2.17
機構４ 浦和東部第二特定 183.21 H11. 6. 4 H13. 3. 5 H12～R 3 67,293,391 39.0 H29. 2.17
機構５ 岩槻南部新和西特定 73.84 H11. 6. 4 H13. 3. 5 H12～R 3 34,506,704 39.5 H29. 2.17

465.73 ５地区 257,438,687

埼玉県住宅供給公社施行

地区 施行面積 計画決定 事業決定 事業期間 事 業 費 減歩率 換地処分の

番号 (ha) 年 月 日 年 月 日 (年度) (千円) (%) 公告年月日
公社１ 大 宮 深 作 13.87 H 8. 3.29 H 9. 5. 8 H 9～H22 2,119,325 44.62 H17.12.16

13.87 １地区 2,119,325

地区 施行面積 計画決定 事業決定 事業期間 事 業 費 減歩率 換地処分の

番号 (ha) 年 月 日 年 月 日 (年度) (千円) (%) 公告年月日

組１ 大 宮 復 興 6.1 S21.10.25 S21～S25 496 S25. 4.19

組２ 宮 原 南 部 38.9 S29. 5.27 S29～S33 8,058 S33. 9.16

組３ 浦 和 第 一 8.57 S15.12.27 S15～S34 1,877 13.00 S34. 8.17

組４ 浦 和 第 二 5.56 S16.10.10 S16～S35 3,500 10.00 S35. 3.31

組５ 宮 原 ２ 丁 目 64.2 S31. 7.18 S31～S37 9,589 S37.12.21

組６ 西 本 郷 91.2 S31.10. 1 S31～S40 13,471 15.65 S40. 6. 4

組７ 中 丸 9.62 S38.10.15 S38～S41 67,030 23.67 S41. 3.22

組８ 根 岸 10.83 S41. 5.30 S41～S50 163,387 20.70 S48. 3. 9

組９ 宮 本 27.98 S42. 4.17 S42～S51 611,824 25.15 S48. 3. 9

組10 大 宮 市 北 部 210.0 S39. 1. 7 S38～S48 1,720,000 24.81 ※S48.10.26 ※第3工区（下記参照）

組11 駒 前 10.93 S42. 9.26 S44. 3. 7 S43～S53 530,066 23.65 S51. 3.13

組12 大 東 17.19 S40. 8. 3 S40～S53 313,798 19.91 S51. 3.16

組13 辻 10.55 S35. 3.17 S44. 1. 8 S43～S53 624,288 21.60 S51. 3.19

組14 大 谷 口 第 一 16.18 S48. 5.26 S48～S54 1,666,887 27.45 S53. 9.16

組15 中 尾 第 一 3.96 S42. 9.26 S52.11.22 S52～S57 536,150 32.69 S57. 6. 4

組16 芝 原 56.18 S46. 3.23 S46.11. 5 S46～S61 3,567,000 22.83 S60.10.25

組17 中 尾 第 二 特 定 10.47 S42. 9.26 S54. 8.10 S54～S63 2,105,000 23.70 S62. 9.29

組18 大 谷 口 第 二 6.89 S55. 1. 4 S54～H 1 1,239,278 30.60 H 1. 3.14

組19 大 門 第 一 特 定 25.42 S45. 8.18 S51.12.28 S51～H 8 3,987,000 27.25 H 4. 2.21

組20 馬 場 特 定 34.73 S53. 6.13 S53. 8. 4 S53～H 9 5,628,000 23.55 H 6. 8.19

組21 円正寺・太田窪特定 17.23 S59. 9.21 S60. 1. 8 S59～H14 3,828,748 25.50 H 9.11.28

組22 三 室 西 13.94 S57. 3.30 S56～H14 3,880,000 28.34 H11. 3. 5

組23 井 沼 方 6.99 S42. 9.26 H 3.10.25 H 3～H12 2,299,000 27.23 H12. 3. 3

組24 別 所 ・ 西 宮 下 (市域)0.7 H 5.12.14 H 5～H12 463,854 26.83 H12. 3.24 全体2.6ha

組25 松 木 特 定 45.05 S53. 6.13 S53.10.31 S53～H18 8,801,000 22.87 H12.10. 6

組26 南 中 丸 山 崎 2.5 H 9. 8.25 H 9～H13 391,395 25.99 H13. 4.27

組28 大 間 木 水 深 特 定 28.09 S62.10.13 H 3. 4.12 H 3～R 4 11,236,000 31.17 H31. 3. 1

組31 風 渡 野 南 特 定 13.67 H 5. 5.21 H 5. 5.28 H 5～R 7 4,490,563 26.75 R 4. 2.10

組38 島 町 東 部 9.53 H 8. 3.29 H 8. 7. 2 H 8～H20 2,901,414 28.94 H20. 7.18

組39 上 木 崎 一 丁 目 4.1 H11. 5.12 H11～H15 935,618 24.31 H15.12.15

組42 中尾不動谷・駒前 5.55 H17.12. 5 H17～H22 1,958,410 43.95 H22. 6.25

組43 三 室 南 宿 8.04 H18.12. 5 H18～H25 2,389,600 48.95 H25. 9.20

820.85 ３２地区 66,372,301

組27 丸 ヶ 崎 29.13 H 2. 1. 5 H 1～R 7 8,518,000 23.66 R 3. 1. 6第8回事変

組29 大 門 第 二 特 定 76.27 S45. 8.18 H 4. 5. 8 H 4～R12 26,860,000 27.55 R 6. 3.29第7回事変

組30 土 呂 農 住 特 定 11.11 H 3. 3.28 H 4. 8.28 H 4～R 9 6,670,000 25.71 R 5. 8.30第12回事変

組32 蓮 沼 下 特 定 23.55 H 6. 3. 4 H 6.11.29 H 6～R 9 6,821,000 25.17 R 6. 2.27第7回事変

組33 大門上・下野田特定 36.30 S45. 8.18 H 7. 3. 3 H 6～R10 11,224,000 27.44 R 7. 3.31第8回事変

組34 台・一ノ久保特定 15.96 H 7. 8.18 H 7.11. 7 H 7～R 8 5,767,300 27.36 R 6. 2.29第9回事変

組35 大 和 田 特 定 50.64 H 7. 9.12 H 7.11.10 H 7～R18 18,110,000 25.79 R 5. 3.31第6回事変

組36 内谷・会ノ谷特定 13.46 H 7. 8.18 H 7.11.28 H 7～R 9 7,017,000 31.37 R 7.3.7第8回事変

組37 大 谷 口 ・ 太 田 窪 28.16 H 7.10. 6 H 7.12.22 H 7～R12 16,917,000 30.44 H28. 3.31第7回事変

組40 中 川 第 一 特 定 38.41 H12. 6.20 H12. 8.18 H12～R 8 17,049,000 22.41 R 4. 3.29第3回事変

組41 七 里 駅 北 側 特 定 31.99 H14. 2.26 H14. 7. 9 H14～R19 21,105,000 27.90 R 6. 3.28第4回事変

組44 島 町 西 部 40.04 H21.10.30 H22. 2.15 H21～R15 13,563,000 23.81 R 3. 3.19第4回事変

395.02 １2地区 159,621,300
※大宮市北部地区　換地処分公告年月日　第1工区 S47.5.2　第2工区 S47.11.14

施
　
　
　
　
行
　
　
　
　
済

事業完了地区合計

施
　
　
行
　
　
中

事業施行中地区合計

備　考

施
行
済

事業完了地区合計

区分 地　区　名 備  考

施
行
済 事業完了地区合計

組合施行

区分 地　区　名

区分 地　区　名 備  考

2 - 13 - 2



資料編　第２部　予防・応急活動関係
【資料２－１３】さいたま市土地区画整理事業一覧

都市計画決定地区

地区 面　 積 計画決定 事業決定 事業期間 事 業 費
番号 (ha) 年 月 日 年 月 日 (年度) (千円)

Ｂ 南 部 46.9 S46. 3.23 告示番号　変更後　市９２

Ｃ 西 浦 和 第 一 40.1 S48. 7.17 告示番号　当初　県１０３２／変更後　市９３

125.94 3地区

市 施 行 11 1,144.92

組 合 施 行 26 820.85

その他施行 25 728.08

市 施 行 9 289.55

組 合 施 行 13 395.02

その他施行 0 0.00

市 施 行 20 1,434.47

組 合 施 行 39 1,215.87

その他施行 25 728.08

総　合　計 87 3,504.36

合　　計 84 3,378.42

都市計画決定地区 3 125.94

事業完了地区 62 2,693.85

事業施行中地区 22 684.57

地区数
施行面積

（ha）
施行者別 施行面積（ha）地区数

備　　考

Ｄ 東 浦 和 38.94 S56. 1.27
当初決定S42.9.26建3096　　区域変更S56.1.27
告示番号　変更１回目県１３７／変更２回目県１６４

未施工地区合計

区分 地　区　名

2 - 13 - 3



令和7年3月31日時点

区 地番 開設年月日 面積(ha)

2･2･112 青葉公園 あおば 西 三橋５丁目936-2 街区 市 S54.2.14 0.10
2･2･154 青葉北公園 あおばきた 見沼 大字南中丸1280-29 街区 市 S53.5.8 0.12
2･2･45 赤堀公園 あかほり 緑 東浦和４丁目31-1 街区 市 S55.4.1 0.30

1 秋ヶ瀬公園 あきがせ 桜
大字下大久保、神田、上大久保、栄和、西
堀、山久保、大久保領家、新開、田島、町
谷、道場、南元宿、志木市大字宗岡地内

都緑 県 H15.3.31 100.10

2･2･170 葭野公園 あしや 西 大字宝来1399 街区 市 H7.4.1 0.20
2･2･125 東公園 あずま 北 別所町75 街区 市 S54.2.14 0.23

7 天沼緑地 あまぬま 大宮 天沼町１丁目676-1 都緑 市 H6.5.1 2.29
2･2･118 有無公園 ありなし 見沼 丸ヶ崎町42 街区 市 S54.2.14 0.20
2･2･115 一本松公園 いっぽんまつ 見沼 東大宮６丁目61-1 街区 市 S54.2.14 0.25
2･2･106 稲荷公園 いなり 見沼 東大宮１丁目4 街区 市 S54.2.14 0.14
3・3・07 井沼方公園 いぬまかた 緑 東浦和２丁目15-1 近隣 市 H11.3.31 1.16
5・5・08 岩槻城址公園 いわつきじょうし 岩槻 太田３丁目1-1 総合 市 H29.3.16 17.84
3・3・18 岩槻諏訪公園 いわつきすわ 岩槻 諏訪４丁目4 近隣 市 H17.4.1 2.16
5・5・10 岩槻文化公園 いわつきぶんか 岩槻 大字村国229 総合 市 H16.6.1 12.16
2･2･142 植竹北公園 うえたけきた 北 植竹町１丁目467 街区 市 S57.3.27 0.08
2･2･147 上ノ台公園 うえのだい 見沼 堀崎町1432 街区 市 S60.3.26 0.32

2・2・190 上野南児童公園 うえのみなみじどう 岩槻 上野１丁目10-14 街区 市 S63.4.1 0.25
2・2・186 うぐいす児童公園 うぐいすじどう 岩槻 東岩槻５丁目12 街区 市 S46.12.25 0.17
2･2･129 海崎公園 うみさき 見沼 深作３丁目8 街区 市 S57.3.27 0.15

1 浦和総合運動場 うらわそうごううんどうじょう 浦和 元町１丁目7-1
運動
場

市 H17.3.31 4.32

2･2･03 浦和中央公園 うらわちゅうおう 浦和 仲町２丁目12-3 街区 市 S50.7.17 0.16
2･2･08 浦和弁天公園 うらわべんてん 南 南浦和２丁目548 街区 市 S50.7.17 0.17
2･2･53 浦和向公園 うらわむかい 南 大字大谷口5461 街区 市 H1.3.31 0.65
2･2･77 夷屋公園 えぞや 北 吉野町１丁目385-1 街区 市 R3.4.1 0.32
2･2･158 海老沼中央公園 えびぬまちゅうおう 見沼 大字東新井710-49 街区 市 S61.2.24 0.41
2･2･159 海老沼南公園 えびぬまみなみ 見沼 大字東新井866-42 街区 市 S61.2.24 0.11
2･2･50 大北公園 おおきた 緑 東浦和３丁目20-1 街区 市 H4.3.31 0.17

2・2・182 大久保領家公園 おおくぼりょうけ 桜 大字大久保領家579-1 街区 市 H22.7.30 0.51
4・4・01 大崎公園 おおさき 緑 大字大崎3156-1 地区 市 H26.3.31 4.80

8 大砂土緑地 おおさと 見沼 大和田町２丁目221-1 都緑 市 H11.12.15 0.50
3・3・08 大平公園 おおだいら 大宮 三橋１丁目55 近隣 市 H5.2.1 1.72
2･2･177 大戸公園 おおと 中央 大戸２丁目1225-1 街区 市 S62.4.1 0.78
2･2･150 大成２丁目公園 おおなりにちょうめ 大宮 大成町２丁目176 街区 市 S53.5.8 0.10

9･6･01 大宮公園 おおみや 大宮
高鼻町２・３・４丁目、寿能町１・２丁目、
堀の内町３丁目、見沼区大和田町１丁目地内

広域 県 H19.3.23 67.80

2･2･116 大宮大原公園 おおみやおおはら 見沼 東大宮６丁目12 街区 市 S54.2.14 0.25
2･2･132 大宮戸崎公園 おおみやとさき 見沼 深作２丁目36 街区 市 S57.3.27 0.16
2･2･94 大宮弁天公園 おおみやべんてん 北 土呂町２丁目42 街区 市 S54.2.14 0.18
2･2･151 大宮三島公園 おおみやみしま 北 櫛引町２丁目816 街区 市 S53.5.8 0.10
2･2･34 大谷口細野公園 おおやぐちほその 南 大字大谷口988 街区 市 S52.4.25 0.34
2･2･06 大谷場公園 おおやば 南 南浦和２丁目591 街区 市 S50.7.17 0.22

6・5・03 大和田公園 おおわだ 大宮 寿能町2−519 運動 市 H5.7.5 15.15
2･2･48 尾間木内谷公園 おまぎうちや 緑 東浦和８丁目15-1 街区 市 S62.4.1 0.26
2･2･07 御嶽公園 おんたけ 南 南浦和２丁目582 街区 市 S50.7.17 0.28
2･2･130 貝崎公園 かいさき 見沼 深作３丁目42 街区 市 S61.2.24 0.15
2･2･54 鍵田公園 かぎた 緑 東浦和２丁目53-1 街区 市 H1.3.31 0.15
2･2･109 鍛冶公園 かじ 北 宮原町４丁目115 街区 市 S54.2.14 0.32

4･3･03
合併記念見沼公園
（さいたまセントラルパーク）

がっぺいきねんみぬまこうえん
（さいたませんとらるぱーく）

大宮 天沼町１丁目941-1 総合 市 H19.11.4 3.95

2・2・184 かなりや児童公園 かなりやじどう 岩槻 東岩槻３丁目9 街区 市 S46.12.25 0.25
3・3・14 鎌倉公園 かまくら 見沼 大字御蔵1393-1 近隣 市 H23.3.31 1.50
2･2･176 上落合公園 かみおちあい 中央 上落合４丁目1118-1 街区 市 S51.8.30 0.65
2･2･181 上落合北公園 かみおちあいきた 中央 上落合７丁目1003-4 街区 市 H17.3.31 0.40
2･2･98 上加公園 かみか 北 日進町２丁目1185 街区 市 S54.2.14 0.14
2･2･70 かみこ公園 かみこ 大宮 上小町1043 街区 市 H23.3.31 0.63
2･2･122 神山公園 かみやま 北 吉野町２丁目236-1 街区 市 S54.2.14 0.17
3・3・15 鴨川みずべの里 かもがわみずべのさと 西 大字水判土109-1 近隣 市 H20.5.19 1.59
4･3･04 川通公園 かわどおり 岩槻 大字長宮825-5 地区 市 H30.6.13 4.39

3・3・12 観音寺下公園 かんのんじした 見沼 深作２丁目7 近隣 市 S63.3.31 1.50
2･2･01 岸町公園 きしまち 浦和 岸町５丁目109 街区 市 H27.3.31 0.05

設置者
最終開設都市計画決

定番号
公園名 ひらがな 種別

代表地番

【資料２－１４】都市公園の整備状況（都市公園課）
都市計画公園

資料編　第２部　予防・応急活動関係
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令和7年3月31日時点

区 地番 開設年月日 面積(ha)
設置者

最終開設都市計画決
定番号

公園名 ひらがな 種別
代表地番

北浦和公園 きたうらわ 浦和 常盤９丁目30 近隣 県 S49.4.25 3.50
浦和北公園（北浦和公園内） うらわきた 浦和 常盤９丁目199-1 近隣 市 S47.9.15 1.12

2･2･63 北宿南公園 きたじゅくみなみ 緑 大字三室2618-1 街区 市 H5.3.31 0.30
2･2･22 北原公園 きたはら 南 南本町２丁目13-4 街区 市 S50.7.17 0.23
2･2･134 北袋公園 きたぶくろ 大宮 北袋町２丁目401-2 街区 市 S55.3.4 0.10
2･2･135 北山公園 きたやま 見沼 大和田町２丁目1439-1 街区 市 H2.3.31 0.19
2･2･168 櫛引公園 くしひき 北 櫛引町２丁目482-2 街区 市 S63.3.31 0.10
2･2･133 熊野下公園 くまのした 大宮 櫛引町１丁目440-1 街区 市 S54.12.11 0.15
2･2･127 庚申公園 こうしん 北 別所町67 街区 市 S54.2.14 0.30
2･2･24 郷前公園 ごうまえ 南 文蔵２丁目31-4 街区 市 S51.4.1 0.13

2・2・185 こばと児童公園 こばとじどう 岩槻 東岩槻６丁目7 街区 市 S46.12.25 0.24
3 駒場緑地 こまば 浦和 駒場２丁目4 都緑 市 S53.4.20 1.08

6・4・01 駒場運動公園 こまばうんどう 浦和 駒場２丁目19-1 運動 市 S54.7.1 7.43
2･2･19 駒前公園 こままえ 緑 大字中尾983 街区 市 S51.4.1 0.33
2･2･124 小山公園 こやま 北 別所町119 街区 市 S54.2.14 0.24
3・3・08 さいたま新都心公園 さいたましんとしん 大宮 北袋町１丁目190-24 近隣 市 H30.10.27 1.00

6・5・02 埼玉スタジアム２００２公園
さいたますたじあむにーまるまる
にー

緑
大字中野田、玄蕃新田、高畑、南部領辻、大
崎地内

運動 県 H29.4.1 30.40

さぎ山記念公園 さぎやまきねん 緑 大字上野田362-1 総合 市 S61.5.10 4.35
見沼自然公園（さぎ山記念公園
内）

みぬましぜん 緑 大字南部領辻450-1 総合 市 H6.3.31 10.92

2･2･11 さくら公園 さくら 南 南浦和３丁目849 街区 市 S50.7.17 0.27
2･2･76 桜木公園 さくらぎ 大宮 桜木町４丁目174 街区 市 H5.2.1 0.10

桜草公園 さくらそう 桜 大字田島3542-1 都緑 市 S59.12.15 15.96
荒川彩湖公園（桜草公園内） あらかわさいこ 桜 大字田島3513-1 都緑 市 R2.3.16 15.18

9 三貫清水緑地 さんかんしみず 北 奈良町57-1 都緑 市 H13.4.1 2.00
1 市営霊園 しえいれいえん 見沼 大字大谷574-1 墓園 市 H18.3.31 27.14

2･2･59 篠堤公園 しのつつみ 南 大字大谷口5155 街区 市 H4.3.31 0.21
2･2･149 芝川公園 しばかわ 大宮 堀の内町２丁目612 街区 市 H26.12.10 0.18
2･2･30 芝原北公園 しばはらきた 緑 芝原１丁目7 街区 市 S59.1.15 0.27
2･2･32 芝原中央公園 しばはらちゅうおう 緑 芝原３丁目7 街区 市 S52.4.25 0.27
2･2･29 芝原西公園 しばはらにし 緑 芝原１丁目24 街区 市 S54.5.7 0.24
2･2･31 芝原東公園 しばはらひがし 緑 芝原２丁目23 街区 市 S61.2.11 0.26
2･2･33 芝原南公園 しばはらみなみ 緑 芝原３丁目28 街区 市 S58.1.10 0.22
2･2･165 島根公園 しまね 西 大字島根466 街区 市 H1.4.1 0.38
2･2･97 下加公園 しもか 北 日進町１丁目756 街区 市 S54.2.14 0.06
2･2･74 寿能公園 じゅのう 大宮 寿能町２丁目１５５ 街区 市 S54.2.14 0.39
2･2･137 精進場公園 しょうじんば 大宮 大成町３丁目562 街区 市 S62.3.30 0.31
2･2･36 白鍬第一公園 しらくわだいいち 桜 大字白鍬573 街区 市 S51.6.1 0.08
2･2･38 白鍬第三公園 しらくわだいさん 桜 大字白鍬771-9 街区 市 S51.6.1 0.16
2･2･37 白鍬第二公園 しらくわだいに 桜 大字白鍬691-15 街区 市 S51.6.1 0.10

5・5・09 しらこばと公園 しらこばと 岩槻 大字末田地内他 広域 県 H28.4.1 22.90
2･2･44 白幡公園 しらはた 南 白幡３丁目881-12 街区 市 S55.4.1 0.26
2･2･166 新田公園 しんでん 見沼 大字深作236-9 街区 市 S63.3.31 0.24
2･2･128 神明公園 しんめい 北 別所町34 街区 市 S54.2.14 0.37
2･2･90 神明北公園 しんめいきた 北 土呂町１丁目85-1 街区 市 S54.2.14 0.32
2･2･92 神明西公園 しんめいにし 北 土呂町２丁目15 街区 市 S54.2.14 0.19
2･2･67 神明丸公園 しんめいまる 南 根岸１丁目16-1 街区 市 S63.10.1 0.20
2･2･178 鈴谷西公園 すずやにし 中央 鈴谷２丁目577-1 街区 市 S62.4.1 0.45
2･2･179 鈴谷東公園 すずやひがし 中央 鈴谷２丁目571-1 街区 市 S61.4.1 0.49
2･2･145 砂中央公園 すなちゅうおう 見沼 東大宮７丁目42 街区 市 H5.2.1 0.84
2･2･121 諏訪公園 すわ 北 吉野町２丁目25-1 街区 市 S54.2.14 0.29
2･2･35 諏訪入公園 すわいり 緑 太田窪３丁目1095 街区 市 S53.4.20 0.18
2･2･169 清河寺公園 せいがんじ 西 大字清河寺1137-1 街区 市 H1.4.1 0.30
3・3・06 千貫樋水郷公園 せんがんぴすいごう 桜 大字五関無地番 近隣 市 H6.3.31 1.45
2･2･78 浅間公園 せんげん 北 吉野町１丁目408-1 街区 市 S54.2.14 0.22
2･2･52 善前南公園 ぜんまえみなみ 南 大字太田窪3204 街区 市 H2.3.31 0.25
2･2･40 外町西公園 そとまちにし 緑 東大門２丁目12 街区 市 S60.1.31 0.21
2･2･39 外町東公園 そとまちひがし 緑 東大門３丁目10 街区 市 S63.3.31 0.27
2･2･23 大東北児童公園 だいとうきたじどう 浦和 大東３丁目17-5 街区 市 S50.12.1 0.10
2･2･13 大東東児童公園 だいとうひがしじどう 浦和 大東３丁目30 街区 市 S50.7.17 0.23
2･2･12 大東南児童公園 だいとうみなみじどう 浦和 大東３丁目3-1 街区 市 S50.7.17 0.22
2･2･41 大門坂下公園 だいもんさかした 緑 東大門１丁目9 街区 市 H2.3.31 0.28
2･2･47 大六天公園 だいろくてん 緑 東浦和５丁目30-1 街区 市 S57.4.19 0.21

5・5・05

3・3・17

2
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令和7年3月31日時点

区 地番 開設年月日 面積(ha)
設置者

最終開設都市計画決
定番号

公園名 ひらがな 種別
代表地番

2･2･120 滝宮公園 たきみや 北 別所町1126 街区 市 S54.2.14 0.27
2･2･103 立山公園 たてやま 見沼 東大宮５丁目17 街区 市 S54.2.14 0.14
2･2･104 築地公園 つきじ 見沼 東大宮１丁目26 街区 市 S54.2.14 0.16
2･2･02 調公園 つきのみや 浦和 岸町３丁目73-1 街区 市 H27.3.31 0.83
2･2･14 辻児童公園 つじじどう 南 辻１丁目17 街区 市 S50.7.17 0.31
2･2･171 土屋公園 つちや 西 大字土屋217 街区 市 H5.12.25 0.20
3・3・11 つつじヶ丘公園 つつじがおか 北 吉野町２丁目213 近隣 市 S52.5.28 2.65
3・3・02 常盤公園 ときわ 浦和 常盤１丁目165-1 近隣 市 S51.5.1 0.97
2･2･73 土呂公園 とろ 北 土呂町１丁目42 街区 市 S54.2.14 0.99
2･2･144 土呂西公園 とろにし 北 土呂町１丁目36-16 街区 市 S61.2.24 0.06
2･2･101 中北原公園 なかきたはら 見沼 東大宮４丁目42 街区 市 S54.2.14 0.21
2･2･75 中島公園 なかじま 北 宮原町２丁目60-1 街区 市 H7.4.1 0.24
2･2･138 中島東公園 なかじまひがし 北 宮原町１丁目555-1 街区 市 S54.2.14 0.13
2･2･69 仲仙道公園 なかせんどう 北 東大成町１丁目631-1 街区 市 S52.5.28 0.10
2･2･04 仲町公園 なかちょう 浦和 仲町２丁目141-4 街区 市 S50.7.17 0.05
2･2･131 中ノ島公園 なかのしま 見沼 深作１丁目21 街区 市 S56.3.11 0.18
2･2･119 仲原公園 なかはら 北 吉野町１丁目42 街区 市 S54.2.14 0.30
2･2･117 中原公園 なかはら 見沼 丸ヶ崎町23 街区 市 S54.2.14 0.22
2･2･26 中丸公園 なかまる 緑 大字中尾2275 街区 市 S50.7.17 0.29
2･2･81 中道公園 なかみち 北 宮原町２丁目39-5 街区 市 S53.4.1 0.32

5・5・07 七里総合公園 ななさとそうごう 見沼 大字大谷（元加田屋新田分）字八石483-1 総合 市 H20.3.31 6.60
2･2･71 並木公園 なみき 大宮 三橋２丁目255-1 街区 市 H21.3.31 0.50
2･2･153 奈良公園 なら 北 奈良町136-50 街区 市 S57.3.27 0.41
2･2･152 奈良北公園 ならきた 北 奈良町165-3 街区 市 S53.5.8 0.10
2･2･123 新堀公園 にいぼり 北 吉野町２丁目262 街区 市 S54.2.14 0.25
2･2･113 西郭公園 にしくるわ 見沼 深作１丁目4 街区 市 S54.2.14 0.20

2・2・191 西原児童公園 にしはらじどう 岩槻 西原台２丁目4056-4 街区 市 S63.4.1 0.23
2・2・192 西町児童公園 にしまちじどう 岩槻 西町５丁目5827-5 街区 市 H3.4.22 0.16

2･2･72 日進公園 にっしん 北 日進町１丁目311 街区 市 S54.2.14 0.84
2･2･49 女躰下公園 にょたいした 緑 東浦和６丁目23-4 街区 市 H4.3.31 0.17
2･2･66 根岸北原公園 ねぎしきたはら 南 南本町２丁目19-11 街区 市 H3.4.1 0.18
2･2･28 根岸西児童公園 ねぎしにしじどう 南 根岸３丁目1068-1 街区 市 S50.7.17 0.16
2･2･27 根岸東児童公園 ねぎしひがしじどう 南 根岸２丁目944-1 街区 市 S50.7.17 0.16
2･2･148 登戸公園 のぼりと 見沼 東大宮７丁目38 街区 市 S61.2.24 0.25

2・2・187 白水児童公園 はくすいじどう 岩槻 古ヶ場２丁目5 街区 市 S63.4.1 0.25
3・3・16 八王子公園 はちおうじ 中央 八王子４丁目132-1 近隣 市 H15.3.31 3.76
2･2･180 八王子北児童公園 はちおうじきたじどう 中央 八王子２丁目950-2 街区 市 S60.12.28 0.05
2･2･05 葉根木公園 はねき 南 南浦和１丁目605 街区 市 S50.7.17 0.16
2･2･102 原際公園 はらぎわ 見沼 東大宮４丁目11 街区 市 S54.2.14 0.18
2･2･80 原殿公園 はらどの 北 宮原町２丁目98 街区 市 S54.2.14 0.55
2･2･105 原中公園 はらなか 見沼 東大宮４丁目66 街区 市 S54.2.14 0.16
2･2･62 原前公園 はらまえ 緑 大字三室984-1 街区 市 H7.3.31 0.19
2･2･43 原山公園 はらやま 緑 原山３丁目101 街区 市 S54.5.7 0.08
2･2･42 針ヶ谷児童公園 はりがやじどう 浦和 針ヶ谷１丁目49-2 街区 市 S51.11.13 0.04
2･2･173 春野１号公園 はるのいちごう 見沼 春野４丁目29-1 街区 市 H17.3.31 0.15
2･2･175 春野３号公園 はるのさんごう 見沼 春野４丁目6-1 街区 市 H17.3.31 0.16
2･2･174 春野２号公園 はるのにごう 見沼 春野４丁目16-1 街区 市 H17.3.31 0.10
3・3・13 番場公園 ばんば 北 日進町２丁目1435-1 近隣 市 H22.3.31 3.32
2･2･61 馬場西公園 ばんばにし 緑 馬場１丁目24 街区 市 H6.6.1 0.31
2･2･60 馬場東公園 ばんばひがし 緑 馬場２丁目28 街区 市 H5.3.31 0.74
2･2･96 東植竹公園 ひがしうえたけ 北 植竹町１丁目145-1 街区 市 H25.3.31 0.32

3・3・03 東浦和中央公園 ひがしうらわちゅうおう 緑 東浦和４丁目4-1 近隣 市 H1.3.31 1.67
2･2･51 東浦和南公園 ひがしうらわみなみ 緑 東浦和１丁目19-1 街区 市 H6.3.31 0.18
2･2･164 東大成２丁目公園 ひがしおおなりにちょうめ 北 東大成町２丁目404-2 街区 市 H1.4.1 0.09
3・3・10 東大宮中央公園 ひがしおおみやちゅうおう 見沼 東大宮５丁目42-1 近隣 市 S54.2.14 1.50
2･2･100 東北原公園 ひがしきたはら 見沼 東大宮２丁目42 街区 市 S54.2.14 0.26
2･2･55 東中尾公園 ひがしなかお 南 大字大谷口5226 街区 市 H2.3.31 0.25
2･2･46 東谷公園 ひがしや 緑 東浦和２丁目2-1 街区 市 S59.12.15 0.26

6 氷川緑地 ひかわ 大宮 大門町３丁目47 都緑 市 H1.9.1 0.80
2･2･172 膝子公園 ひざこ 見沼 大字膝子795-1 街区 市 H9.1.20 0.13
2･2･21 一ツ木公園 ひとつぎ 南 南本町１丁目18 街区 市 S50.7.17 0.46

2・2・183 ひばり児童公園 ひばりじどう 岩槻 諏訪２丁目4 街区 市 S46.12.25 0.26
2･2･95 富士見公園 ふじみ 北 土呂町１丁目13 街区 市 S54.2.14 0.10
2･2･20 文蔵公園 ぶぞう 南 文蔵５丁目378 街区 市 S50.7.17 0.20

都市計画公園
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令和7年3月31日時点

区 地番 開設年月日 面積(ha)
設置者

最終開設都市計画決
定番号

公園名 ひらがな 種別
代表地番

2･2･157 二ツ宮公園 ふたつみや 西 大字二ツ宮585-1 街区 市 S56.3.11 0.11
2･2･09 舟山公園 ふなやま 南 南浦和３丁目869 街区 市 S50.7.17 0.75
2･2･156 プラザ１号公園 ぷらざいちごう 西 プラザ444-57 街区 市 H30.5.21 0.17
2･2･155 プラザ中央公園 ぷらざちゅうおう 西 プラザ754-28 街区 市 H15.9.1 0.52
2･2･126 別所公園 べっしょ 北 別所町95 街区 市 S54.2.14 0.76
5・4・02 別所沼公園 べっしょぬま 南 別所４丁目1004-1 総合 市 H30.3.29 7.99
2･2･93 弁天西公園 べんてんにし 北 土呂町２丁目26 街区 市 S54.2.14 0.11

3・3・19 北部工業団地記念公園 ほくぶこうぎょうだんちきねん 岩槻 古ヶ場１丁目2-1 近隣 市 S63.4.1 1.97
2･2･163 堀崎中央公園 ほりさきちゅうおう 見沼 堀崎町736-1 街区 市 R5.3.20 0.95
2･2･99 堀の内公園 ほりのうち 見沼 東大宮２丁目15 街区 市 S54.2.14 0.88
2･2･82 本郷第１公園 ほんごうだいいち 北 本郷町890-1 街区 市 S54.2.14 0.82
2･2･86 本郷第５公園 ほんごうだいご 北 本郷町1157-1 街区 市 S54.2.14 0.30
2･2･84 本郷第３公園 ほんごうだいさん 北 本郷町1257-1 街区 市 S54.2.14 0.36
2･2･88 本郷第７公園 ほんごうだいなな 北 本郷町1562-1 街区 市 S54.2.14 0.22
2･2･83 本郷第２公園 ほんごうだいに 北 本郷町1457-1 街区 市 S54.2.14 0.43
2･2･85 本郷第４公園 ほんごうだいよん 北 本郷町655 街区 市 S54.2.14 0.31
2･2･87 本郷第６公園 ほんごうだいろく 北 本郷町92-1 街区 市 S54.2.14 0.29
2･2･140 盆栽西公園 ぼんさいにし 北 盆栽町430 街区 市 S57.10.1 0.12
2･2･141 盆栽東公園 ぼんさいひがし 北 盆栽町465-1 街区 市 S57.10.1 0.15
2･2･146 本村公園 ほんむら 見沼 東大宮１丁目78 街区 市 H7.4.1 0.60
2･2･136 前谷公園 まえたに 北 吉野町１丁目7-1 街区 市 H30.12.21 0.90
2･2･58 松木東公園 まつきひがし 緑 松木３丁目18-1 街区 市 H3.4.1 0.19
2･2･57 松木南公園 まつきみなみ 緑 松木２丁目25 街区 市 H4.3.31 0.31

3・3・05 松芝公園 まつしば 緑 芝原２丁目4-2 近隣 市 H4.3.31 1.07
2･2･107 松原公園 まつばら 北 宮原町４丁目42 街区 市 S52.5.28 0.83
2･2･143 松原東公園 まつばらひがし 北 日進町２丁目111-1 街区 市 S59.11.15 0.19

2・2・189 松山児童公園 まつやまじどう 岩槻 上野２丁目11-1 街区 市 S63.4.1 0.25
2･2･25 水深公園 みずぶか 南 文蔵１丁目1 街区 市 S51.4.1 0.18
2･2･56 三葉公園 みつば 緑 大字三室888 街区 市 H1.3.31 0.09
2･2･162 みつわ公園 みつわ 大宮 三橋３丁目148-1 街区 市 S63.3.31 0.18
2･2･160 南中丸東公園 みなみなかまるひがし 見沼 大字南中丸1370-1 街区 市 S63.3.31 0.12
2･2･89 見沼公園 みぬま 北 土呂町２丁目83-2 街区 市 S54.2.14 0.40

見沼通船堀公園 みぬまつうせんぼり 緑 大字大間木1506 総合 市 H19.3.31 0.66
大間木公園（見沼通船堀公園
内）

おおまぎ 緑 大字大間木1947 総合 市 H19.3.31 4.70

5・5・06 三橋総合公園 みはしそうごう 西 三橋５丁目11-1 総合 市 H5.4.1 10.02
2･2･91 見晴公園 みはらし 北 土呂町２丁目49 街区 市 S54.2.14 0.32
2･2･79 宮原公園 みやはら 北 宮原町２丁目79 街区 市 H30.12.21 1.02
2･2･139 宮原南公園 みやはらみなみ 北 宮原町２丁目73-1 街区 市 S57.10.1 0.76
2･2･15 宮本第一公園 みやもとだいいち 緑 宮本１丁目4 街区 市 S50.7.17 0.23
2･2･17 宮本第三公園 みやもとだいさん 緑 宮本２丁目14 街区 市 S50.7.17 0.19
2･2･16 宮本第二公園 みやもとだいに 緑 松木３丁目39 街区 市 S50.7.17 0.21
2･2･18 宮本第四公園 みやもとだいよん 緑 宮本１丁目21 街区 市 S50.7.17 0.21

3・3・04 明花公園 みょうばな 南 大字大谷口5732 近隣 市 H1.3.31 1.10
2･2･10 もみじ公園 もみじ 南 南浦和３丁目859 街区 市 S50.7.17 0.11
2･2･161 山崎公園 やまざき 見沼 大字蓮沼1052-4 街区 市 S61.2.24 0.52
2･2･68 山丸公園 やままる 大宮 吉敷町１丁目120-1 街区 市 S54.2.14 0.28

4 吉野緑地 よしの 北 吉野町１丁目397-5 都緑 市 S52.5.28 0.18
3・3・09 吉野公園 よしの 北 吉野町１丁目379-1 近隣 市 S52.5.28 1.65
2･2･64 吉場公園 よしば 緑 東浦和５丁目5-8 街区 市 H8.4.1 0.22

4・4・02 与野公園 よの 中央 本町西１丁目1468-2 地区 市 H5.4.1 5.10
5・4・03 与野中央公園 よのちゅうおう 中央 新中里４丁目1275 総合 市 H30.3.2 2.15
2･2･110 領家北公園 りょうけきた 北 宮原町４丁目121 街区 市 S54.2.14 0.28
2･2･108 領家中央公園 りょうけちゅうおう 北 宮原町４丁目91 街区 市 S54.2.14 0.36
2･2･111 領家南公園 りょうけみなみ 北 宮原町４丁目79 街区 市 S54.2.14 0.16
2･2･167 わかば公園 わかば 西 大字指扇1958-269 街区 市 S63.3.31 0.21

2・2・188 鷲宮児童公園 わしみやじどう 岩槻 上野６丁目6-7 街区 市 S63.4.1 0.19
2･2･65 和田公園 わだ 緑 東浦和７丁目15-1 街区 市 H9.4.1 0.25
2･2･114 藁田島公園 わらたじま 見沼 東大宮６丁目42 街区 市 S54.2.14 0.81

5・5・04

都市計画公園
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令和7年3月31日時点

区 地番 開設年月日 面積(ha)

アーバンみらい公園 あーばんみらい 見沼 春野１丁目1634-3 近隣 市 H13.4.26 4.30
合野谷公園 あいのや 桜 西堀３−750−2 街区 市 H22.12.15 0.16
青葉西公園 あおばにし 西 大字指扇104-9 街区 市 H13.4.26 0.02
青葉南公園 あおばみなみ 見沼 大字南中丸1111-50 街区 市 H18.3.31 0.16
赤羽根児童遊園 あかばねじどうゆうえん 西 大字指扇2811 民間 民間 H17.3.3 0.10
赤羽根第１公園 あかばねだいいち 西 大字指扇2617-2 街区 市 H13.4.26 0.03
秋葉神社公園 あきはじんじゃ 西 大字中釘806 街区 市 H13.4.26 0.10
秋葉神社こども広場 あきはじんじゃこどもひろば 岩槻 仲町１−１−１２ 子供 市 S43.3.31 0.04
秋葉の森総合公園 あきはのもりそうごう 西 大字中釘1241-1 総合 市 H22.6.1 10.37
東町２丁目公園 あずまちょうにちょうめ 大宮 東町２丁目204-21 街区 市 H13.4.26 0.04
愛宕ふれあい広場 あたごふれあい 岩槻 愛宕町2692-39 街区 市 H26.12.10 0.06
足立神社児童遊園 あだちじんじゃじどうゆうえん 浦和 上木崎５−１１ 民間 民間 S58.3.31 0.05
油面公園 あぶらめん 桜 道場３丁目599-3 街区 市 S63.10.1 0.01
天沼公園 あまぬま 大宮 天沼町１丁目194 街区 市 H13.4.26 0.05
天沼１丁目公園 あまぬまいっちょうめ 大宮 天沼町１丁目180-2 街区 市 H13.4.26 0.01
荒川総合運動公園 あらかわそうごううんどう 桜 大字在家591 運動 市 H22.3.31 25.70

荒川総合運動公園通り
あらかわそうごううんどうこうえ
んどおり

桜 大字在家137 緑道 市 H16.10.1 1.72

荒工第１公園 あらこうだいいち 西 大字飯田新田250-29 街区 市 H13.4.26 0.04
荒工第２公園 あらこうだいに 西 大字飯田新田244-7 街区 市 H13.4.26 0.03
飯田自治会運動場 いいだじちかいうんどうじょう 西 大字飯田３４３外 民間 民間 H20.10.22 0.16
一の鳥居ひろば いちのとりいひろば 大宮 吉敷町４丁目87-1 街区 市 H19.3.31 0.03
井戸尻公園 いどじり 西 大字指扇636-2 街区 市 H13.4.26 0.03
稲荷児童遊園 いなりじどうゆうえん 緑 山崎１−１４ 民間 民間 S55.3.30 0.09
稲荷神社こども広場 いなりじんじゃこどもひろば 岩槻 大字高曽根９４０−１，２ 子供 市 S48.11.2 0.03
稲荷台公園 いなりだい 見沼 春岡２丁目42-1番地内 街区 市 H22.3.31 0.20
稲荷第２公園 いなりだいに 北 大成町４丁目414 街区 市 H13.4.26 0.27
稲荷町児童遊園地 いなりまち 中央 下落合３丁目882 街区 市 H21.4.30 0.11
井沼方南公園 いぬまかたみなみ 緑 東浦和２丁目32-1 街区 市 H12.3.31 0.05
入ノ山公園 いりのやま 見沼 春岡２丁目19-1 街区 市 H10.3.30 0.16
岩槻駅前広場 いわつきえきまえひろば 岩槻 本町３丁目1-3 広場 市 H21.3.31 0.05
岩槻斉木ハイツ公園 いわつきさいきはいつ 岩槻 太田１丁目238-23 街区 市 H7.4.25 0.02

岩槻東町２丁目第一公園
いわつきひがしちょうにちょうめ
だいいち

岩槻 東町２丁目471-13 街区 市 H22.3.31 0.01

植竹１丁目公園 うえたけいっちょうめ 北 植竹町１丁目362-3 街区 市 H13.4.26 0.11
植竹遊歩道公園 うえたけゆうほどう 北 植竹町１丁目65-2 街区 市 H13.4.26 0.25
上西公園 うえにし 大宮 土手町１丁目46-4 街区 市 H13.4.26 0.06
上野原公園 うえのはら 西 大字内野本郷976-6 街区 市 H16.3.31 0.03
上野原北公園 うえのはらきた 西 大字内野本郷971-63 街区 市 H17.3.31 0.03
上野東公園 うえのひがし 岩槻 大字上野69-5 街区 市 H15.6.1 0.02
上ノ宮公園 うえのみや 見沼 大字風渡野1-6 街区 市 H13.4.26 0.02

上野緑地 うえのりょくち 岩槻 上野１丁目19-10
緩衝
緑地

市 H21.3.31 0.25

上峰西児童遊園地 うえみねにし 中央 上峰２丁目209-1 街区 市 H21.4.30 0.05
上峰東児童遊園地 うえみねひがし 中央 上峰４丁目495-1の西側 街区 市 H21.4.30 0.05
上峰ふれあい公園 うえみねふれあい 中央 上峰１丁目115-1 街区 市 R3.9.30 0.31
浮谷神社こども広場 うきやじんじゃこどもひろば 岩槻 大字浮谷１５３ 子供 市 S47.11.15 0.01
内野本郷公園 うちのほんごう 西 大字内野本郷696-124 街区 市 H13.4.26 0.06
内野本郷大空公園 うちのほんごうおおぞら 西 大字内野本郷965-1外 街区 市 R5.3.23 0.83
内谷５丁目公園 うちやごちょうめ 南 内谷５丁目144-3 街区 市 H20.3.31 0.01
内谷七丁目第一公園 うちやななちょうめだいいち 南 内谷７丁目350-2 街区 市 H3.4.1 0.01
内谷橋公園 うちやばし 南 内谷６丁目385-4 街区 市 H15.3.31 0.26

内谷氷川神社児童遊園
うちやひかわじんじゃじどうゆう
えん

南 内谷2丁目1509‐１ 民間 民間 H14.7.1 0.05

内谷南口公園 うちやみなみぐち 南 内谷５丁目182 街区 市 H29.3.28 0.12
内谷４丁目公園 うちやよんちょうめ 南 内谷４丁目146-2 街区 市 H10.3.31 0.07
内谷４丁目第二公園 うちやよんちょうめだいに 南 内谷４丁目230-2 街区 市 H19.11.1 0.01
内谷６丁目第一公園 うちやろくちょうめだいいち 南 内谷６丁目326-2 街区 市 H7.10.1 0.02
うてな中野公園 うてななかの 見沼 大字南中野５６４ 街区 市 R2.3.6 0.20
うねうね公園 うねうね 北 日進町２丁目1916-3 近隣 市 H21.3.31 1.00
裏小路公園 うらこうじ 岩槻 本町４丁目217-1 街区 市 H22.3.31 0.09
浦和石橋公園 うらわいしばし 浦和 木崎１丁目337-12 街区 市 S63.10.1 0.01
浦和大原公園 うらわおおはら 浦和 大原１丁目406 街区 市 H21.3.31 0.06

浦和くらしの博物館民家園
うらわくらしのはくぶつかんみん
かえん

緑 大字下山口新田1179-1 歴史 市 H7.3.31 1.74

最終開設代表地番
公園名 ひらがな 種別 設置者

都市計画未決定公園
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最終開設代表地番
公園名 ひらがな 種別 設置者

浦和戸崎公園 うらわとざき 緑 道祖土１丁目156-1 街区 市 S63.10.1 0.02

浦和仲町１丁目ひろば
うらわなかちょういっちょうめひ
ろば

浦和 仲町１丁目128-1 街区 市 H21.4.30 0.01

浦和三島公園 うらわみしま 緑 道祖土１丁目157-21 街区 市 S63.10.1 0.01
浦和美園４丁目公園 うらわみそのよんちょうめ 緑 美園4丁目4 近隣 市 H30.3.20 1.30
永昌寺公園 えいしょうじ 西 大字中釘1698 街区 市 H13.4.26 0.07
江川第一公園 えがわだいいち 岩槻 江川区画整理事業地内５街区９画地 街区 市 H17.3.10 0.13
江川第五公園 えがわだいご 岩槻 江川土地区画整理事業地内 街区 市 H18.3.31 0.36
江川第三公園 えがわだいさん 岩槻 江川区画整理事業地内１０５街区１２画地 街区 市 H17.3.10 0.12
江川第二公園 えがわだいに 岩槻 江川区画整理事業地内４０街区６画地 街区 市 H17.3.10 0.13
江川第四公園 えがわだいよん 岩槻 江川区画整理事業地内２８街区 街区 市 H17.3.10 0.20
海老沼下公園 えびぬました 見沼 大字東新井893-2 街区 市 H13.4.26 0.02
海老沼中公園 えびぬまなか 見沼 大字東新井710-84 街区 市 H13.4.26 0.09
海老沼中北公園 えびぬまなかきた 見沼 大字東新井733-4 街区 市 H13.4.26 0.02
海老沼西公園 えびぬまにし 見沼 大字東新井904-21 街区 市 H13.4.26 0.02
円正寺第一公園 えんしょうじだいいち 南 大字円正寺508 街区 市 H10.3.31 0.38
円正寺緑道 えんしょうじりょくどう 南 大字円正寺541 緑道 市 H13.3.31 0.23
円阿弥キララ公園 えんなみきらら 中央 円阿弥５丁目385-7 街区 市 H19.11.1 0.05
円阿弥児童遊園地 えんなみじどうゆうえんち 中央 円阿弥5丁目479 子供 市 S40.7.15 0.03
円阿弥ふれあい公園 えんなみふれあい 中央 円阿弥７丁目290-1 街区 市 H26.12.26 0.10
桜成公園 おうせい 大宮 桜木町２丁目484 街区 市 H13.4.26 0.08
大ヶ谷戸公園 おおがやと 見沼 大字東新井710-77 街区 市 H13.4.26 0.06
大ヶ谷戸北公園 おおがやときた 見沼 大字御蔵1418-11 街区 市 H13.4.26 0.05
大口公園 おおぐち 岩槻 大字大口367-2 街区 市 H21.3.31 0.02

大久保領家川原児童遊園
おおくぼりょうけかわはらじどう
ゆうえん

桜 大久保領家字川原646‐2 民間 民間 H11.4.1 0.04

大久保領家ケヤキ公園 おおくぼりょうけけやき 桜 大字大久保領家450-5 街区 市 H19.3.31 0.02
大久保領家児童遊園 おおくぼりょうけじどうゆうえん 桜 大久保領家字中作田569 民間 民間 S56.1.30 0.11
大島台公園 おおしまだい 南 大字太田窪2634 街区 市 S63.10.1 0.05
太田二丁目公園 おおたにちょうめ 岩槻 太田２丁目269-211 街区 市 H16.6.1 0.01
大戸一丁目公園 おおと１ちょうめ 中央 大戸１丁目3-4 街区 市 H25.8.1 0.02
大戸児童遊園地 おおとじどうゆうえんち 中央 大戸3丁目1082−1 子供 市 S28.2.15 0.18
大戸電建児童遊園地 おおとでんけん 中央 大戸２丁目1198-3 街区 市 H21.4.30 0.02
大戸南児童遊園地 おおとみなみ 中央 大戸１丁目1156-1、1157-1 街区 市 H21.4.30 0.10
大成１丁目西公園 おおなりいっちょうめにし 大宮 大成町１丁目539-4 街区 市 H13.4.26 0.01
大成一丁目南公園 おおなりいっちょうめみなみ 大宮 大成町１丁目157-6 街区 市 H14.4.2 0.01
大成３丁目公園 おおなりさんちょうめ 大宮 大成町３丁目241-1 街区 市 H13.4.26 0.10
大成神明公園 おおなりしんめい 大宮 大成町３丁目396-3 街区 市 H13.4.26 0.03
大成２丁目南公園 おおなりにちょうめみなみ 大宮 大成町２丁目82-1 街区 市 H13.4.26 0.03

大成八幡神社児童遊園
おおなりはちまんじんじゃじどう
ゆうえん

大宮 大成町１丁目203番地 民間 民間 H19.8.15 0.03

大成前原公園 おおなりまえはら 大宮 大成町１丁目1-5 街区 市 H13.4.26 0.07
大成４丁目公園 おおなりよんちょうめ 北 大成町４丁目228-2 街区 市 H13.4.26 0.04
大成４丁目北公園 おおなりよんちょうめきた 北 大成町４丁目733-16 街区 市 H17.3.31 0.07
大成４丁目西公園 おおなりよんちょうめにし 北 大成町４丁目714-3 街区 市 H13.4.26 0.02
大成４丁目南公園 おおなりよんちょうめみなみ 北 大成町４丁目378-3 街区 市 H13.4.26 0.02
大西公園 おおにし 西 大字指扇3363-7 街区 市 H13.4.26 0.07
大原テニス公園 おおはらてにす 浦和 大原２丁目1-1 街区 市 H17.3.31 0.33

大間木１丁目第一公園 おおまぎいっちょうめだいいち 緑 内谷・会ノ谷特定土地区画整理事業１１街区 街区 市 R3.3.29 0.18

大間木１丁目第二公園 おおまぎいっちょうめだいに 緑 内谷・会ノ谷特定土地区画整理事業２９街区 街区 市 R4.2.21 0.20

大間木内谷公園 おおまぎうちや 緑 大字大間木706-14 街区 市 H10.3.31 0.01
大間木附島公園 おおまぎつきしま 緑 大字大間木1597-2 街区 市 H10.3.31 0.01
大間木氷川緑地 おおまぎひかわ 緑 東浦和5丁目20-4 都緑 市 H24.3.30 0.10
大宮石橋公園 おおみやいしばし 西 大字宝来1133-10 街区 市 H13.4.26 0.01
大宮桜木１丁目公園 おおみやさくらぎいっちょうめ 大宮 大宮駅西口第四土地区画整理事業地内 街区 市 R6.3.4 0.30
大宮土屋ハイツ公園 おおみやつちやはいつ 西 大字土屋（元佐知川分）1752-5 街区 市 H13.4.26 0.06
大宮宝来ハイツ公園 おおみやほうらいはいつ 西 大字宝来1760-11 街区 市 H13.4.26 0.03
大宮向公園 おおみやむかい 西 大字指扇1326-15 街区 市 H13.4.26 0.01

大森公民館こども広場
おおもりこうみんかんこどもひろ
ば

岩槻 大字大森１５１ 子供 市 S54.2.15 0.01

大谷公園 おおや 見沼 大字大谷1750-5 街区 市 H13.4.26 0.16
大谷口公園 おおやぐち 南 大字大谷口5736-1 都緑 市 H21.11.1 3.06
大谷口細野第二公園 おおやぐちほそのだいに 南 大字大谷口字細野865-44 街区 市 H29.2.13 0.03

都市計画未決定公園

資料編　第２部　予防・応急活動関係
【資料２－１４】都市公園の整備状況
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令和7年3月31日時点

区 地番 開設年月日 面積(ha)

最終開設代表地番
公園名 ひらがな 種別 設置者

大谷口向公園 おおやぐちむかい 南 大字大谷口2273-10 街区 市 S63.10.1 0.02
大谷口緑道 おおやぐちりょくどう 南 大字大谷口583-15 緑道 市 H19.3.31 0.23
大谷場1丁目公園 おおやばいっちょうめ 南 大谷場１丁目147-18 街区 市 H16.3.31 0.01
大谷場２丁目第一公園 おおやばにちょうめだいいち 南 大谷場２丁目323-58 街区 市 H8.3.31 0.02
大谷ホタルの里 おおやほたるのさと 見沼 大字大谷917-1 都緑 市 H21.3.31 0.75
大谷松原公園 おおやまつばら 見沼 大字大谷1664-8 街区 市 H13.4.26 0.01
大和田１丁目公園 おおわだいっちょうめ 見沼 大和田町１丁目1889-13 街区 市 H13.4.26 0.01
大和田１丁目北公園 おおわだいっちょうめきた 見沼 大和田町１丁目1738-10 街区 市 H27.11.16 0.01
大和田２丁目第一公園 おおわだにちょうめだいいち 見沼 大和田町２丁目1553-64 街区 市 H20.3.31 0.02
大和田東公園 おおわだひがし 見沼 大和田町１丁目1230-92 街区 市 H13.4.26 0.05
尾ヶ崎こども広場 おがさきこどもひろば 岩槻 大字尾ヶ崎１８２５ 子供 市 S61.10.20 0.01
落合児童遊園地 おちあい 中央 下落合７丁目724 街区 市 H21.4.30 0.04
大古里公園 おぶさと 緑 大字三室636-21 街区 市 S63.10.1 0.06
表慈恩寺西公園 おもてじおんじにし 岩槻 大字表慈恩寺1374-6 街区 市 H26.6.13 0.05
卸町公園 おろしちょう 見沼 卸町１丁目25 街区 市 H13.4.26 0.40
卸町２丁目公園 おろしちょうにちょうめ 見沼 卸町２丁目42-5 街区 市 H13.4.26 0.02
釣上新田第一公園 かぎあげしんでんだいいち 岩槻 大字釣上新田1504-12 街区 市 H25.1.31 0.06
加倉高架下こども広場 かくらこうかした 岩槻 加倉２丁目1528-1 街区 市 H21.4.30 0.17
加倉公民館こども広場 かくらこうみんかんこどもひろば 岩槻 加倉４−１９ 子供 市 S45.3.24 0.03
加倉ふれあい公園 かくらふれあい 岩槻 加倉5丁目1056-2 街区 市 H28.10.21 0.49
掛公民館こども広場 かけこうみんかんこどもひろば 岩槻 大字掛３１６−１ 子供 市 S59.11.20 0.01
鹿島台公園 かしまだい 浦和 仲町４丁目55-9 街区 市 S63.10.1 0.05
鍛冶陸橋下公園 かじりっきょうした 北 宮原町４丁目150 街区 市 S53.5.8 0.18
風の子公園 かぜのこ 見沼 風渡野１丁目４−１ 街区 市 H23.3.31 0.11
風の子第二公園 かぜのこだいに 見沼 風渡野１丁目７−１ 街区 市 H26.3.31 0.30

香取大明神こども広場
かとりだいみょうじんこどもひろ
ば

岩槻 大字大口２５１ 子供 市 H14.10.1 0.05

鹿室土地改良区
こども広場

かなむろとちかいりょうくこども
ひろば

岩槻 大字鹿室６４０−４ 子供 市 S50.3.19 0.02

鐘塚公園 かねづか 大宮 桜木町１丁目7-8 都緑 市 H2.5.21 0.29
上綾公園 かみあや 見沼 卸町２丁目6-3 街区 市 H13.4.26 0.18
上大久保児童遊園 かみおおくぼじどうゆうえん 桜 上大久保字本村674 民間 民間 S50.11.1 0.09

上大久保新田児童遊園
かみおおくぼしんでんじどうゆう
えん

桜 上大久保字東806‐1 民間 民間 S52.4.1 0.16

上落合1丁目第一公園 かみおちあいいちちょうめ 中央 上落合１丁目876-3 街区 市 H18.3.31 0.01
上落合９丁目公園 かみおちあいきゅうちょうめ 中央 上落合９丁目935-11 街区 市 H17.3.31 0.02
上落合七丁目公園 かみおちあいななちょうめ 中央 上落合７丁目995-4 街区 市 H16.3.31 0.08
上加西公園 かみかにし 北 日進町２丁目1367-3 街区 市 H15.9.1 0.02
上加東公園 かみかひがし 北 日進町２丁目483-2 街区 市 H18.3.31 0.01
上木崎足立神社公園 かみきざきあだちじんじゃ 浦和 上木崎５丁目280-38 街区 市 H3.4.1 0.43
上木崎一丁目公園 かみきざきいっちょうめ 浦和 上木崎１丁目6-8 街区 市 S63.10.1 0.01
上木崎１丁目第二公園 かみきざきいっちょうめだいに 浦和 上木崎１丁目4876-33 街区 市 H9.3.31 0.01
上木崎１丁目西公園 かみきざきいっちょうめにし 浦和 上木崎１丁目4973-6 街区 市 H17.3.31 0.10
上木崎１丁目東公園 かみきざきいっちょうめひがし 浦和 上木崎１丁目4975 街区 市 H17.3.31 0.03
上木崎大けやき公園 かみきざきおおけやき 浦和 上木崎４丁目73-2 街区 市 H25.3.31 0.36
上木崎５丁目公園 かみきざきごちょうめ 浦和 上木崎５丁目289-8 街区 市 H15.3.31 0.01
上木崎三丁目第一公園 かみきざきさんちょうめだいいち 浦和 上木崎３丁目253-6 街区 市 S63.10.1 0.02
上木崎三丁目第二公園 かみきざきさんちょうめだいに 浦和 上木崎３丁目242-3 街区 市 S63.10.1 0.01
上木崎２丁目公園 かみきざきにちょうめ 浦和 上木崎２丁目163-24 街区 市 H19.3.31 0.03
上木崎２丁目第２公園 かみきざきにちょうめだいに 浦和 上木崎２丁目168-13外 街区 市 H29.3.22 0.03
上郷児童遊園 かみごうじどうゆうえん 西 大字指扇４３１９−１ 民間 民間 H15.10.1 0.06
上小南公園 かみこみなみ 大宮 上小町1492-3 街区 市 H13.4.26 0.03
上町北児童遊園地 かみちょうきた 中央 本町東６丁目991-2 街区 市 H21.4.30 0.01
上の前公園 かみのまえ 見沼 春野３丁目1580-182 街区 市 H13.4.26 0.22
上の前西公園 かみのまえにし 見沼 春野３丁目1580-173 街区 市 H13.4.26 0.05
加茂川公園（古里公園） かもがわ 西 大字植田谷本無地番 街区 市 H13.4.26 0.20
鴨川大久保緑道 かもがわおおくぼりょくどう 桜 大字大久保領家無地番 緑道 市 H25.3.31 0.16
鴨川堤桜通り公園 かもがわつつみさくらどおり 桜 道場４丁目466-2 緑道 市 S54.4.1 2.41
鴨川広場 かもがわひろば 西 三橋５丁目2086 街区 市 H19.3.31 0.52
加茂宮公園 かものみや 北 宮原町１丁目184-24 街区 市 H13.4.26 0.09
かわかぜの木陰 かわかぜのこかげ 岩槻 大字末田無地番 都緑 市 H21.3.31 0.22
関東団地児童遊園地 かんとうだんちじどうゆうえんち 中央 上落合3丁目1229−1 子供 市 S44.3.29 0.04
かんのん児童遊園 かんのんじどうゆうえん 南 沼影１−６ 民間 民間 S51.4.1 0.04
関白神社こども広場 かんはくじんじゃこどもひろば 岩槻 大字平林寺９２６、９２５ 子供 市 H7.6 0.02

都市計画未決定公園

資料編　第２部　予防・応急活動関係
【資料２－１４】都市公園の整備状況
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令和7年3月31日時点

区 地番 開設年月日 面積(ha)

最終開設代表地番
公園名 ひらがな 種別 設置者

木崎公園 きざき 浦和 木崎４丁目596-1 街区 市 H10.3.31 0.09
木崎五丁目公園 きざきごちょうめ 浦和 木崎５丁目359-18 街区 市 S63.10.1 0.01
木崎３丁目公園 きざきさんちょうめ 浦和 木崎３丁目179-59 街区 市 H9.3.31 0.03
木崎二丁目公園 きざきにちょうめ 浦和 木崎２丁目103-1 街区 市 S63.10.1 0.08
木崎４丁目緑地 きざきよんちょうめりょくち 浦和 木崎４丁目645-20 都緑 市 H20.5.19 0.27
吉敷町２丁目公園 きしきちょうにちょうめ 大宮 吉敷町２丁目108-15 街区 市 H13.4.26 0.02
吉敷町四丁目公園 きしきちょうよんちょうめ 大宮 吉敷町４丁目255-7 街区 市 H27.7.1 0.02
岸町１丁目公園 きしまちいっちょうめ 浦和 岸町１丁目67-6 街区 市 H15.3.31 0.05
岸町緑道（１） きしまちりょくどう（１） 浦和 岸町６丁目110-18 緑道 市 S47.3.31 0.15
岸町緑道（２） きしまちりょくどう（２） 浦和 岸町１丁目22-4 緑道 市 S48.3.31 0.09
岸町緑道（３） きしまちりょくどう（３） 浦和 岸町２丁目6-2 緑道 市 S49.3.31 0.05
北浦和五丁目第一公園 きたうらわごちょうめだいいち 浦和 北浦和５丁目149-7 街区 市 S63.10.1 0.02
北浦和５丁目第五公園 きたうらわごちょうめだいご 浦和 北浦和５丁目197-7 街区 市 H16.3.31 0.01
北浦和五丁目第三公園 きたうらわごちょうめだいさん 浦和 北浦和５丁目187-2 街区 市 S63.10.1 0.02
北浦和五丁目第二公園 きたうらわごちょうめだいに 浦和 北浦和５丁目16-2 街区 市 S63.10.1 0.02
北浦和５丁目第四公園 きたうらわごちょうめだいよん 浦和 北浦和５丁目93-25 街区 市 H10.3.31 0.01

北浦和五丁目第六公園
きたうらわごちょうめだいろくこ
うえん

浦和 北浦和5丁目174番5 街区 市 R2.4.2 0.03

北浦和東部児童遊園 きたうらわとうぶ 浦和 北浦和２丁目108 街区 市 H21.4.30 0.03
北浦和西公園 きたうらわにし 浦和 北浦和５丁目2-1 街区 市 H20.3.31 0.05
北浦和東公園 きたうらわひがし 浦和 北浦和２丁目162-1 街区 市 H13.3.31 0.16
北在家公園 きたざいけ 北 大成町４丁目621-2 街区 市 H13.4.26 0.01
北宿公園 きたじゅく 緑 大字三室2391-8 街区 市 S63.10.1 0.07
北袋1丁目公園 きたぶくろいっちょうめ 大宮 北袋町１丁目289-33 街区 市 H18.3.31 0.01
北袋北公園 きたぶくろきた 大宮 北袋町２丁目9-13 街区 市 H13.4.26 0.02
北袋町２丁目公園 きたぶくろちょうにちょうめ 大宮 北袋町２丁目336-2 街区 市 H13.4.26 0.01
北袋天神公園 きたぶくろてんじん 大宮 北袋町２丁目229-23 街区 市 H13.4.26 0.01
北袋ふれあい公園 きたぶくろふれあい 大宮 北袋町２丁目158 街区 市 H22.3.31 0.15
北前第１公園 きたまえだいいち 大宮 三橋１丁目483-2 街区 市 H13.4.26 0.02
きたまちしましま公園 きたまちしましま 北 宮原町１丁目859 近隣 市 H19.3.31 1.61
北山下公園 きたやました 北 日進町１丁目167-1 街区 市 H13.4.26 0.11
櫛引北公園 くしひききた 北 櫛引町２丁目598-3 街区 市 H13.4.26 0.02
櫛引２丁目公園 くしひきにちょうめ 北 櫛引町２丁目574-4 街区 市 H13.4.26 0.04
櫛引氷川神社こども広場 くしひきひかわじんじゃこども 大宮 櫛引町１丁目652番地 子供 その他 H27.3.31 0.07
櫛引南公園 くしひきみなみ 北 櫛引町２丁目47-5 街区 市 H20.3.31 0.03
グリーンクレスト公園 ぐりーんくれすと 岩槻 大字裏慈恩寺104-22 街区 市 H7.4.25 0.09
グリーンタウン公園 ぐりーんたうん 岩槻 本丸４丁目488-26 街区 市 H7.4.25 0.29
群峰団地公園 ぐんみねだんち 岩槻 本丸２丁目7027-82 街区 市 H7.4.25 0.07
けやき公園 けやき 見沼 島町433-9 街区 市 H13.4.26 0.02

県住宅供給公社公園
けんじゅうたくきょうきゅうこう
しゃ

岩槻 加倉２丁目410-9 街区 市 H7.4.25 0.05

源太郎公園 げんたろう 北 植竹町１丁目345-3 街区 市 H13.4.26 0.02
小井戸児童遊園地 こいど 中央 鈴谷９丁目385-4 街区 市 H21.4.30 0.05
皇山第一公園 こうざんだいいち 浦和 上木崎７丁目758-24 街区 市 S63.10.1 0.05
皇山第二公園 こうざんだいに 浦和 上木崎７丁目624-2 街区 市 S63.10.1 0.02
庚申塚公園 こうしんづか 見沼 大字東新井508-2 街区 市 H13.4.26 0.02
光徳寺公園 こうとくじ 見沼 大字膝子306-1 街区 市 H13.4.26 0.04
鴻沼緑道 こうぬまりょくどう 桜 西堀３丁目773 緑道 市 H21.3.31 0.19
後原児童遊園地 こうはら 中央 上落合９丁目899-20 街区 市 H21.4.30 0.03
小太田公園 こだいた 緑 原山３丁目134 街区 市 H13.3.31 0.13
小深作公園 こふかさく 見沼 大字小深作511-55 街区 市 H13.4.26 0.03
小深作北公園 こふかさくきた 見沼 大字小深作367-14 街区 市 H13.4.26 0.05
小深作第二公園 こふかさくだいに 見沼 大字小深作605-4 街区 市 H13.4.26 0.01
小深作前公園 こふかさくまえ 見沼 大字小深作562-105 街区 市 H13.4.26 0.04
駒形第一公園 こまがただいいち 緑 大字中尾1534-51 街区 市 S63.10.1 0.02
駒形第二公園 こまがただいに 緑 大字中尾1174-8 街区 市 S63.10.1 0.01
こまどり公園 こまどり 北 植竹町１丁目241 街区 市 H13.4.26 0.04
駒場一丁目第一公園 こまばいっちょうめだいいち 浦和 駒場1丁目113-6 街区 市 H29.2.13 0.04
駒場児童遊園 こまばじどうゆうえん 浦和 駒場２−３ 民間 民間 S24.5.11 0.12
駒前第二公園 こままえだいに 緑 大字中尾1140-27 街区 市 S63.10.1 0.01
駒前ふれあい公園 こままえふれあい 緑 大字中尾3645 街区 市 H24.3.30 0.17
五味貝戸東公園 ごみかいどひがし 西 大字指扇325-17 街区 市 H13.4.26 0.04
小村田神社公園 こむらたじんじゃ 大宮 上小町1110 街区 市 H15.9.1 0.11
古茂塚公園 こもつか 西 大字指扇1515-4 街区 市 H13.4.26 0.02

都市計画未決定公園

資料編　第２部　予防・応急活動関係
【資料２－１４】都市公園の整備状況

２－１４－８



令和7年3月31日時点

区 地番 開設年月日 面積(ha)

最終開設代表地番
公園名 ひらがな 種別 設置者

古茂塚北公園 こもつかきた 西 大字指扇1653-1 街区 市 H21.3.31 0.14
古茂塚第一公園 こもつかだいいち 西 大字指扇1570-1 街区 市 H21.3.31 0.04
古茂塚第二公園 こもつかだいに 西 大字指扇1397-23 街区 市 H21.3.31 0.02
今羽町団地中央公園 こんばちょうだんちちゅうおう 北 今羽町477-24 街区 市 H13.4.26 0.10
今羽町団地西公園 こんばちょうだんちにし 北 今羽町477-23 街区 市 H13.4.26 0.06
今羽町団地東公園 こんばちょうだんちひがし 北 今羽町477-27 街区 市 H13.4.26 0.03
今羽中公園 こんばなか 北 今羽町114-2 街区 市 H13.4.26 0.03
今羽中原公園 こんばなかはら 北 今羽町96-5 街区 市 H24.3.30 0.15
今羽東公園 こんばひがし 北 今羽町389-3 街区 市 R1.7.10 0.03
埼大前公園 さいだいまえ 桜 大字上大久保140-3 街区 市 S63.10.1 0.03
道祖土一丁目公園 さいどいっちょうめ 緑 道祖土1丁目158番4 街区 市 R2.12.28 0.03
道祖土第一公園 さいどだいいち 緑 道祖土３丁目434-1 街区 市 H6.3.31 0.09
道祖土４丁目第一公園 さいどよんちょうめだいいち 緑 道祖土４丁目561-3 街区 市 H10.3.31 0.01
道祖土４丁目第二公園 さいどよんちょうめだいに 緑 道祖土４丁目14-5 街区 市 H20.3.31 0.01
逆川緑道 さかさがわりょくどう 北 宮原町３丁目901-4 緑道 市 H21.3.31 0.12
栄和３丁目公園 さかわさんちょうめ 桜 栄和３丁目819-3 街区 市 H11.3.31 0.16
栄和３丁目第一公園 さかわさんちょうめだいいち 桜 栄和３丁目609-5 街区 市 H7.10.1 0.01
栄和丸田公園 さかわまるた 桜 栄和３丁目895-17 街区 市 S63.10.1 0.01
作田公園 さくた 桜 大字神田22-27 街区 市 S63.10.1 0.01

作田排水路第一調節池遊歩道
さくたはいすいろだいいちちょう
せつちゆうほどう

桜 大字上大久保904-13 緑道 市 H21.3.31 0.04

桜丘ふれあい公園 さくらおかふれあい 中央 桜丘１丁目1872-1 街区 市 H27.2.23 0.22
桜木３丁目公園 さくらぎさんちょうめ 大宮 桜木町３丁目99-3 街区 市 H13.4.26 0.03
桜木神明公園 さくらぎしんめい 大宮 桜木町３丁目172-13 街区 市 H13.4.26 0.05
桜木４丁目公園 さくらぎよんちょうめ 大宮 桜木町４丁目331-11 街区 市 H16.3.31 0.03
桜木４丁目南公園 さくらぎよんちょうめみなみ 大宮 桜木町４丁目632 街区 市 H21.3.31 0.69
桜四条公園 さくらしじょう 大宮 桜木町４丁目927-1 街区 市 H13.4.26 0.06
桜田公園 さくらだ 桜 桜田２丁目1628-1外 街区 市 H29.3.31 0.09
桜田２丁目公園 さくらだにちょうめ 桜 桜田２丁目1573 街区 市 H16.3.31 0.06

笹久保新田浅間神社こども広場
ささくぼしんでんせんげんじん
じゃこどもひろば

岩槻 大字笹久保新田１０６２−３ 子供 市 S49.4.30 0.03

指扇台西公園 さしおうぎだいにし 西 大字指扇2856-255 街区 市 H13.4.26 0.01
指扇台東公園 さしおうぎだいひがし 西 大字指扇2856-245 街区 市 H13.4.26 0.03
指扇団地公園 さしおうぎだんち 西 大字高木300-31 街区 市 H13.4.26 0.02
指扇広場 さしおうぎひろば 西 大字高木85-4 街区 市 H17.3.31 0.11
指扇道下公園 さしおうぎみちした 西 大字指扇291-1 街区 市 H13.4.26 0.15
佐知川公園 さじかわ 西 大字佐知川44-1 街区 市 S57.5.1 0.78
佐知川原公園 さぢかわら 西 大字佐知川228-118 街区 市 H13.4.26 0.04
佐知川原第３公園 さぢかわらだいさん 西 大字佐知川385-19 街区 市 H13.4.26 0.01
佐知川原第２公園 さぢかわらだいに 西 大字佐知川228-135 街区 市 H13.4.26 0.01
佐沼公園 さぬま 西 塚本町２丁目77-1 街区 市 H13.4.26 0.15
三角公園 さんかく 岩槻 大字小溝163-2 街区 市 H7.4.25 0.09
三角稲荷公園 さんかくいなり 浦和 本太３丁目112-2 街区 市 H7.3.31 0.02
三番関公園 さんばんぜき 見沼 島町606-3 街区 市 H22.3.31 0.28
慈恩寺親水公園 じおんじしんすい 岩槻 大字小溝459-1 近隣 市 H7.4.25 3.30
慈恩寺第一公園 じおんじだいいち 岩槻 大字慈恩寺字山口546-12 街区 市 H26.12.10 0.04
慈恩寺第二公園 じおんじだいに 岩槻 大字慈恩寺字山口546-16 街区 市 H26.12.10 0.05
鹿手袋５丁目公園 しかてぶくろごちょうめ 南 鹿手袋５丁目36-2 街区 市 H9.3.31 0.01
鹿手袋さくら公園 しかてぶくろさくら 南 鹿手袋６丁目317-6 街区 市 H12.3.31 0.06
鹿手袋第一児童公園 しかてぶくろだいいち 南 鹿手袋４丁目556-10 街区 市 H22.3.31 0.08
鹿手袋第三児童遊園 しかてぶくろだいさん 南 鹿手袋１丁目1585-6 街区 市 H21.4.30 0.13
鹿手袋第二児童公園 しかてぶくろだいに 南 鹿手袋４丁目469-2 街区 市 H22.3.31 0.08
鹿手袋７丁目公園 しかてぶくろななちょうめ 南 鹿手袋７丁目178-2 街区 市 H16.10.1 0.01
鹿手袋ふれあい公園 しかてぶくろふれあい 南 鹿手袋4丁目594-1 街区 市 H24.3.30 0.12
鹿手袋四丁目公園 しかてぶくろよんちょうめ 南 鹿手袋４丁目426-3 街区 市 H13.3.31 0.01
新開公園 しびらき 桜 新開１丁目99-1 街区 市 H7.3.31 0.10
新開四丁目公園 しびらきよんちょうめ 桜 新開４丁目3263-33 街区 市 H27.3.31 0.33
島町地蔵公園 しまちょうじぞう 見沼 島町２丁目6-10 街区 市 H20.3.31 0.11
下天沼公園 しもあまぬま 大宮 天沼町２丁目770-3 街区 市 H13.4.26 0.02

下落合環境空間緑道
しもおちあいかんきょうくうかん
りょくどう

中央 下落合４丁目35-3 緑道 市 H24.3.30 1.91

下加西公園 しもかにし 北 日進町１丁目448-4 街区 市 H13.4.26 0.02
下作田公園 しもさくた 桜 大字大久保領家591-14 街区 市 S63.10.1 0.02
下里公園 しもさと 見沼 東宮下１丁目244-3 街区 市 H13.4.26 0.05

都市計画未決定公園

資料編　第２部　予防・応急活動関係
【資料２－１４】都市公園の整備状況
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令和7年3月31日時点

区 地番 開設年月日 面積(ha)

最終開設代表地番
公園名 ひらがな 種別 設置者

下戸公園 しもと 西 大字指扇1118-46 街区 市 H7.4.1 0.25
下野田緑地 しものだりょくち 緑 大字下野田地内 都緑 市 H28.5.16 0.97
下宝来児童遊園 しもほうらいじどうゆうえん 西 宝来1565‐1 民間 民間 H14.11.29 0.11
寿能町一丁目公園 じゅのうちょういっちょうめ 大宮 寿能町1丁目１３５−７ 街区 市 R3.11.19 0.03
寿能西公園 じゅのうにし 大宮 寿能町２丁目49-4 街区 市 H13.4.26 0.02
精進場第二公園 しょうじんばだいに 大宮 大成町２丁目478-1 街区 市 H13.4.26 0.03
正蔵院こども広場 しょうぞういんこどもひろば 岩槻 大字真福寺４６６−３ 子供 市 H11.2.15 0.05
城南二丁目公園 じょうなんにちょうめ 岩槻 城南２丁目153-22 街区 市 H17.3.10 0.01
正福寺公園 しょうふくじ 見沼 大字蓮沼773-1 街区 市 H13.4.26 0.04
白鍬公園 しらくわ 桜 大字白鍬335-1 街区 市 H4.3.31 0.03
白鍬ふれあい公園 しらくわふれあい 桜 白鍬154 街区 市 H28.3.12 0.09
白幡五丁目公園 しらはたごちょうめ 南 白幡５丁目1474-2 街区 市 H13.3.31 0.01
白幡緑道 しらはたりょくどう 南 白幡３丁目640-3 緑道 市 S50.3.31 0.24
城町竹林公園 しろまちちくりん 岩槻 城町１丁目6 街区 市 H21.4.30 0.32
新開橋東公園 しんかいばしひがし 北 日進町１丁目697-１ 街区 市 R7.3.19 0.28
新川西公園 しんかわにし 見沼 大字風渡野78-3 街区 市 H13.4.26 0.05
神宮台第１公園 じんぐうだいだいいち 見沼 大字東宮下654-37 街区 市 H13.4.26 0.09
神宮台第２公園 じんぐうだいだいに 見沼 大字東宮下619-1 街区 市 H13.4.26 0.07
神田第一公園 じんでだいいち 桜 大字神田29-1 街区 市 S63.10.1 0.07
神田第二公園 じんでだいに 桜 大字神田85-6 街区 市 S63.10.1 0.02
神田なかよし公園 じんでなかよし 桜 大字神田315-1 街区 市 H19.11.1 0.14
新田中公園 しんでんなか 見沼 大字深作222-13 街区 市 H13.4.26 0.01
新田前公園 しんでんまえ 桜 大字下大久保1699-7 街区 市 H6.9.1 0.02
新田南公園 しんでんみなみ 見沼 大字深作209-6 街区 市 H13.4.26 0.05
新都心さくら広場 しんとしんさくら 大宮 北袋町１丁目605-1,605-2,605-3 街区 市 H29.10.24 0.46
新都心東広場 しんとしんひがし 大宮 吉敷町４丁目265 広場 市 H15.3.31 0.61
新都心まちかど広場 しんとしんまちかど 大宮 北袋町１丁目604-1,604-2,604-3 街区 市 H29.10.24 0.07
新都心みどり広場 しんとしんみどり 大宮 北袋町１丁目603-2 街区 市 H29.10.24 0.23
新中里公園 しんなかざと 中央 新中里１丁目663-54 街区 市 H12.12.20 0.01
新中里四丁目公園 しんなかざとよんちょうめ 中央 新中里４丁目1251-5 街区 市 R5.8.10 0.02
甚兵衛落し公園 じんべいおとし 大宮 天沼町２丁目140 街区 市 H13.4.26 0.07

新町公民館こども広場
しんまちこうみんかんこどもひろ
ば

岩槻 本町２−１−１２ 子供 市 S47 0.01

新見沼大橋スポーツ広場
しんみぬまおおはしすぽーつひろ
ば

緑 大字見沼318-2 街区 市 H27.11.16 1.21

神明社公園 しんめいしゃ 浦和 岸町２丁目43 街区 市 H27.3.31 0.05
神明神社こども広場 しんめいじんじゃこどもひろば 岩槻 大字釣上２１９−１ 子供 市 S43.9.17 0.03
神明丸子供広場 しんめいまる 南 根岸１丁目17 街区 市 H21.4.30 0.04
須黒稲荷公園 すぐろいなり 桜 西堀１丁目524-1 街区 市 H28.6.23 0.08
鈴浦公園 すずうら 北 植竹町１丁目102-1 街区 市 H13.4.26 0.10
すずらん公園 すずらん 西 大字指扇2398-136 街区 市 H13.4.26 0.03
住友１号公園 すみともいちごう 西 大字指扇領別所380-11 街区 市 H13.4.26 0.09
住友３号公園 すみともさんごう 西 大字高木7-7 街区 市 H6.10.21 0.08
住友２号公園 すみともにごう 西 大字指扇領別所382-110 街区 市 H6.10.21 0.02
住吉神社こども広場 すみよしじんじゃこどもひろば 岩槻 仲町２−１３−８ 子供 市 S46. 0.02
生協大谷公園 せいきょうおおや 見沼 大字大谷156-19 街区 市 H13.4.26 0.03
西南公園 せいなん 大宮 上小町1036-4 街区 市 H13.4.26 0.04
西南さくら公園 せいなんさくら 南 鹿手袋３丁目670-3外 街区 市 H28.7.5 0.25
瀬ヶ崎緑地 せがさき 浦和 瀬ヶ崎２丁目177-3 都緑 市 H4.3.31 0.04
瀬ヶ崎公園 せがさき 浦和 瀬ヶ崎１丁目80-4 街区 市 H7.3.31 0.04
瀬ヶ崎三丁目公園 せがさきさんちょうめ 浦和 瀬ヶ崎３丁目270-45,271-78 街区 市 H29.10.18 0.04
瀬ヶ崎２丁目第一公園 せがさきにちょうめだいいち 浦和 瀬ヶ崎２丁目149-7 街区 市 H4.3.31 0.02
瀬ヶ崎２丁目第二公園 せがさきにちょうめだいに 浦和 瀬ヶ崎２丁目71-2 街区 市 H6.3.31 0.01
瀬ヶ崎三島児童遊園 せがさきみしまじどうゆうえん 浦和 瀬ヶ崎２−１５ 民間 民間 S41.5.1 0.05
関児童遊園 せきじどうゆうえん 南 関１−１５ 民間 民間 S48.3.31 0.03
関神明塚公園 せきしんめいづか 南 関１丁目146-1 街区 市 H21.3.31 0.02
関南児童公園 せきみなみ 南 関２丁目32-2 街区 市 H22.3.31 0.17

浅間神社児童遊園地
せんげんじんじゃじどうゆうえん
ち

中央 八王子1丁目517 子供 市 S43.3.25 0.09

善前南第三公園 ぜんまえみなみだいさん 南 大字大谷口1868-14 街区 市 H13.3.31 0.01
善前南第二公園 ぜんまえみなみだいに 南 大字太田窪2412-15 街区 市 S63.10.1 0.01
染谷こもれび公園 そめやこもれび 見沼 染谷２丁目157外 街区 市 R7.1.21 0.37
染谷ふれあい公園 そめやふれあい 見沼 染谷３丁目88-1 街区 市 H25.3.31 0.23
染谷ポケットパーク そめやぽけっとぱーく 見沼 見沼区染谷３丁目402-1 街区 市 R5.6.30 0.03

都市計画未決定公園

資料編　第２部　予防・応急活動関係
【資料２－１４】都市公園の整備状況
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令和7年3月31日時点

区 地番 開設年月日 面積(ha)

最終開設代表地番
公園名 ひらがな 種別 設置者

代官山公園 だいかんやま 見沼 大字南中野66-62 街区 市 H13.4.26 0.04
太田窪五丁目公園 だいたくぼごちょうめ 南 太田窪５丁目394-24 街区 市 S63.10.1 0.02
太田窪新田公園 だいたくぼしんでん 南 大字太田窪2050-8 街区 市 H10.3.31 0.01
太田窪善前公園 だいたくぼぜんまえ 南 大字太田窪字善前南２３７２−４４ 街区 市 H22.3.31 0.02

太田窪氷川神社児童遊園
だいたくぼひかわじんじゃじどう
ゆうえん

南 太田窪字大島２７６７ 民間 民間 S47.3.31 0.03

太田窪ふれあい公園 だいたくぼふれあい 南 太田窪5丁目1609-5 街区 市 H23.7.1 0.01
太田窪四丁目公園 だいたくぼよんちょうめ 南 太田窪4-1515-2 街区 市 H23.3.31 0.32
大同新正寺公園 だいどうしんしょうじ 岩槻 本丸１丁目7054-56 街区 市 H7.4.25 0.15
大同新宮町公園 だいどうしんみやちょう 岩槻 宮町２丁目7229-56 街区 市 H7.4.25 0.02
大東神明児童遊園 だいとうしんめいじどうゆうえん 浦和 大東１−９ 民間 民間 S57.11.9 0.11
大同東野公園 だいどうひがしの 岩槻 本丸２丁目276-360 街区 市 H7.4.25 0.22

大日本開発岩槻団地公園
だいにっぽんかいはついわつきだ
んち

岩槻 加倉４丁目1720-27 街区 市 H7.4.25 0.05

台前公園 だいまえ 北 奈良町124-28 街区 市 H13.4.26 0.01
大門１丁目緑地 だいもんいっちょうめ 緑 大門１丁目4-2 都緑 市 H21.4.30 0.34

大門上中央公園 だいもんかみちゅうおう 緑 大門上・下野田特定土地区画整理事業49街区 街区 市 H31.3.25 0.75

大門上みなみ公園 だいもんかみみなみ 緑
大門上・下野田特定土地区画整理事業７２街
区

街区 市 R4.3.31 0.17

大門３丁目公園 だいもんさんちょうめ 大宮 大門町３丁目135-1 街区 市 H13.4.26 0.01
大門第一公園 だいもんだいいち 緑 大字大門2966番13 街区 市 R2.10.27 0.03
大門東裏公園 だいもんひがしうら 緑 大字大門2881-20 街区 市 H1.3.31 0.01
大門南行谷公園 だいもんみなみぎょうや 緑 大字大門1285番外 街区 市 R2.12.24 0.20

第六天神社こども広場
だいろくてんじんじゃこどもひろ
ば

岩槻 大字馬込２００−１ 子供 市 S48.9.17 0.03

高井公園 たかい 見沼 大字南中丸110-47 街区 市 H13.4.26 0.01
高木天神公園 たかぎてんじん 西 大字高木1572-6 街区 市 H13.4.26 0.03
高木天神西公園 たかぎてんじんにし 西 大字高木字天神1520-8 街区 市 H24.1.5 0.05
高木天神南公園 たかぎてんじんみなみ 西 大字高木1469-27 街区 市 H13.4.26 0.02
高砂１丁目公園 たかさごいっちょうめ 浦和 高砂１丁目201 街区 市 H16.3.31 0.06
高沼遊歩道 たかぬまゆうほどう 大宮 北袋町１丁目112-2 緑道 市 H27.10.30 0.56
高沼遊歩道ひろば たかぬまゆうほどうひろば 大宮 北袋町１丁目112-2 街区 市 H21.3.31 0.02
滝沼宝来広場 たきぬまほうらい 西 大字宝来2172-8 街区 市 H18.3.31 0.06
田島１０丁目第一公園 たじまじゅっちょうめだいいち 桜 田島１０丁目2074-4 街区 市 H9.3.31 0.01
田島１０丁目第三公園 たじまじゅっちょうめだいさん 桜 田島１０丁目2020-11 街区 市 H11.3.31 0.01
田島１０丁目第二公園 たじまじゅっちょうめだいに 桜 田島１０丁目2025-6 街区 市 H8.3.31 0.01
田島西公園 たじまにし 桜 田島４丁目1589-1 街区 市 H6.9.1 0.16
田島東公園 たじまひがし 桜 田島３丁目1268 街区 市 H21.6.1 0.33
田島氷川公園 たじまひかわ 桜 田島４丁目756-1 街区 市 H3.3.31 0.50
巽児童遊園地 たつみ 中央 本町東１丁目92-1 街区 市 H21.4.30 0.06
立葉公園 たてば 浦和 木崎４丁目471-4 街区 市 S63.10.1 0.02
谷中公園 たになか 見沼 大字東門前1-4 街区 市 H13.4.26 0.06
長覚院児童遊園 ちょうかくいんじどうゆうえん 浦和 領家４−２１ 民間 民間 S29.6.1 0.06
鎮守公園 ちんじゅ 西 大字指扇2826-3 街区 市 H13.4.26 0.02
鎮守西公園 ちんじゅにし 西 大字指扇2812-10 街区 市 H13.4.26 0.02
塚本公園 つかもと 西 塚本町２丁目152 街区 市 S53.5.8 0.13
塚本児童遊園 つかもとじどうゆうえん 桜 塚本３７ 民間 民間 S49.3.30 0.05
つきのきの広場 つきのきのひろば 岩槻 大字新方須賀1172-1 都緑 市 H21.3.31 0.44
辻一里塚公園 つじいちりづか 南 辻７丁目297-3 街区 市 S63.10.1 0.06
辻一丁目公園 つじいっちょうめ 南 辻１丁目32-13 街区 市 H13.8.1 0.02
辻くすのき公園 つじくすのき 南 辻７丁目759-1 街区 市 H14.4.2 0.01
辻熊野神社こども広場 つじくまのじんじゃ 南 辻2丁目-1226 子供 市 R4.4.1 0.05
辻５丁目第一公園 つじごちょうめだいいち 南 辻５丁目1345-2 街区 市 H7.3.31 0.01
辻中道公園 つじなかみち 南 辻５丁目1427-3 街区 市 S63.10.1 0.18
辻鉢木公園 つじはちのき 南 辻3丁目2489-6 街区 市 H24.3.30 0.24
辻８丁目緑道 つじはっちょうめりょくどう 南 辻８丁目地内 緑道 市 H22.6.1 0.47
辻水深公園 つじみずふかこうえん 南 辻８−２７ 子供 市 S62.9.1 0.11
土屋南公園 つちやみなみ 西 大字土屋120-7 街区 市 H23.3.31 0.02
寺下公園 てらした 見沼 大字東門前36-3 街区 市 H13.4.26 0.02
伝右川右岸緑地 でんうがわうがんりょくち 緑 東大門３丁目無地番 緑道 市 H21.3.31 0.06
天神後公園 てんじんあと 桜 大字神田1200-4 街区 市 S63.10.1 0.01
天神山公園 てんじんやま 見沼 大和田町２丁目327-6 街区 市 H13.4.26 0.20

天王川コミュニティー緑道
てんのうがわこみゅにてぃーりょ
くどう

浦和 元町３丁目1-3 緑道 市 H21.3.31 0.39

都市計画未決定公園
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公園名 ひらがな 種別 設置者

天満宮こども広場 てんまんぐうこどもひろば 岩槻 大字本宿３２７ 子供 市 S48.11.5 0.03
東急団地公園 とうきゅうだんち 岩槻 府内２丁目923-6 街区 市 H7.4.25 0.27
道場１丁目公園 どうじょういっちょうめ 桜 道場１丁目111-1 街区 市 H9.3.31 0.07
道場２丁目公園 どうじょうにちょうめ 桜 道場２丁目335-1 街区 市 H9.3.31 0.08
道場２丁目第一公園 どうじょうにちょうめだいいち 桜 道場２丁目15-5 街区 市 H20.3.31 0.10
東都住宅児童公園 とうとじゅうたくじどう 岩槻 大字徳力579-23 街区 市 H7.4.25 0.04
道半山公園 どうはんやま 見沼 大字南中野722-26 街区 市 H13.4.26 0.01
道半山北公園 どうはんやまきた 見沼 大字南中野740 街区 市 H11.3.30 0.13
道美木公園 どうびき 浦和 大原２丁目245 街区 市 S63.10.1 0.06
常盤五丁目公園 ときわごちょうめ 浦和 常盤５丁目81-50 街区 市 H2.3.31 0.03
常盤５丁目緑道 ときわごちょうめりょくどう 浦和 常盤５丁目81-1 緑道 市 H17.3.31 0.02
常盤児童公園 ときわじどう 浦和 常盤９丁目10-2 街区 市 S45.7.1 0.05
常盤十丁目公園 ときわじゅっちょうめ 浦和 常盤１０丁目132-6 街区 市 S63.10.1 0.01
常盤１０丁目第二公園 ときわじゅっちょうめだいに 浦和 常盤１０丁目174-2 街区 市 H9.3.31 0.02
常盤7丁目公園 ときわななちょうめ 浦和 常盤７丁目137-1 街区 市 H18.3.31 0.04
常盤八丁目公園 ときわはっちょうめ 浦和 常盤８丁目134-1 街区 市 S63.10.1 0.04
常盤八丁目第三公園 ときわはっちょうめだいさん 浦和 常盤８丁目94-8 街区 市 H26.3.31 0.01
常盤八丁目第二公園 ときわはっちょうめだいに 浦和 常盤８丁目70-12 街区 市 H26.3.31 0.03
常盤緑道 ときわりょくどう 浦和 常盤６丁目117-3 緑道 市 R2.10.20 0.91
ドリームパーク どりーむぱーく 岩槻 大字小溝26-184 街区 市 H7.4.25 0.07
ドルミ公園 どるみ 大宮 天沼町１丁目523-2 街区 市 H13.4.26 0.02
土呂町２丁目公園 とろちょうにちょうめ 北 土呂町２丁目102-13 街区 市 H13.4.26 0.04
土呂陸橋下南公園 とろりっきょうしたみなみ 北 土呂町２丁目212 街区 市 H13.4.26 0.02
中尾第一公園 なかおだいいち 緑 大字中尾2021 街区 市 S63.10.1 0.12
中尾第三公園 なかおだいさん 緑 東浦和第二土地区画整理事業地内 街区 市 H24.3.30 0.32
中尾第二公園 なかおだいに 緑 大字中尾3077 街区 市 H4.3.31 0.30
中尾緑島公園 なかおみどりしま 緑 大字中尾2415-5 街区 市 H11.3.31 0.01
中川あいのや公園 なかがわあいのや 見沼 大字中川220-6外 街区 市 R5.3.23 0.16
中川第一公園 なかがわだいいち 見沼 大字中川596-1 外 街区 市 H30.6.1 0.22
中川天神公園 なかがわてんじん 見沼 大字中川694-1 街区 市 H13.4.26 0.05
中川西公園 なかがわにし 見沼 大字中川802-5 街区 市 H13.4.26 0.01
中川ふれあい公園 なかがわふれあい 見沼 大字中川703ー1外 街区 市 R7.3.24 0.24
中釘公園 なかくぎ 西 大字中釘1443 街区 市 H13.4.26 0.23
中耕地公園 なかこうち 浦和 瀬ヶ崎４丁目342-6 街区 市 S63.10.1 0.03
中島第２公園 なかじまだいに 見沼 大字小深作601-9 街区 市 H13.4.26 0.01
中島西公園 なかじまにし 桜 中島4丁目340-1 街区 市 H25.1.31 0.02
中島本杢緑地 なかじまほんもく 桜 中島２丁目183-1 都緑 市 H22.3.31 0.16
中田公園 なかた 見沼 大字蓮沼403-3 街区 市 H13.4.26 0.01
仲町りんどう公園 なかちょうりんどう 岩槻 仲町２丁目404番1 街区 市 R2.12.15 0.56
中原西公園 なかはらにし 西 大字清河寺896-6 街区 市 H13.4.26 0.01
中宝来公園 なかほうらい 西 大字宝来1280-1 街区 市 H13.4.26 0.03
中元公園 なかもと 桜 南元宿２丁目700-1 街区 市 H15.3.31 0.10
中元児童遊園 なかもとじどうゆうえん 桜 南元宿２−１７ 民間 民間 S53.9.1 0.28
なかよし公園 なかよし 大宮 天沼町２丁目179 街区 市 H13.4.26 0.06
七里グリーンハイツ公園 ななさとぐりーんはいつ 見沼 大字蓮沼1250-4 街区 市 H13.4.26 0.09
並木下公園 なみきした 岩槻 並木１丁目420-13 街区 市 H7.4.25 0.07
並木第一公園 なみきだいいち 岩槻 並木２丁目3073-6 街区 市 H7.4.25 0.09
並木第二公園 なみきだいに 岩槻 並木２丁目3143-7 街区 市 H7.4.25 0.01
並木南公園 なみきみなみ 大宮 三橋２丁目580-2 街区 市 H13.4.26 0.02
並木令和公園 なみきれいわ 大宮 三橋２丁目地内 街区 市 R1.12.27 0.07
奈良瀬戸公園 ならせと 北 奈良町53-20 街区 市 H13.4.26 0.01
奈良団地第１公園 ならだんちだいいち 北 奈良町79-135 街区 市 H13.4.26 0.03
奈良団地第２公園 ならだんちだいに 北 奈良町79-78 街区 市 H13.4.26 0.04
奈良町児童遊園 ならちょうじどうゆうえん 北 奈良町94番２ 民間 民間 H15.8.5 0.05
奈良町南公園 ならちょうみなみ 北 奈良町131-76 街区 市 H13.4.26 0.01
奈良東前公園 ならひがしまえ 北 奈良町96-12 街区 市 H13.4.26 0.01
南箇公園 なんが 浦和 領家３丁目1038-4 街区 市 S63.10.1 0.02
南平台第１公園 なんぺいだいだいいち 見沼 大字大谷240-29 街区 市 H13.4.26 0.02
南平台第２公園 なんぺいだいだいに 見沼 大字大谷280-2 街区 市 H13.4.26 0.01
南平台第３公園 なんぺいだいださん 見沼 大字大谷51 街区 市 H13.4.26 0.07
新方須賀香取神社
こども広場

にいがたすかかとりじんじゃこど
もひろば

岩槻 大字新方須賀５４０−１ 子供 市 H14.10.1 0.02

新堤西公園 にいつつみにし 見沼 大字新堤37-18 街区 市 H13.4.26 0.01
ニコニコ公園 にこにこ 岩槻 大字小溝2-5 街区 市 H7.4.25 0.02

都市計画未決定公園
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西遊馬公園 にしあすま 西 大字西遊馬3433-1 都緑 市 H25.3.31 8.84
西遊馬北公園 にしあすまきた 西 大字西遊馬1556-5 街区 市 H13.4.26 0.03
西浦和公園 にしうらわ 南 曲本４丁目231 街区 市 S63.10.1 0.05
西浦和けやき公園 にしうらわけやき 南 曲本２丁目299-1 街区 市 H13.3.31 0.08

西大宮１丁目第一公園
にしおおみやいっちょうめだいい
ち

西 西大宮1丁目5-2 街区 市 H29.12.22 0.21

西大宮１丁目第二公園 にしおおみやいっちょうめだいに 西 西大宮1丁目43-2 街区 市 H29.12.22 0.08

西大宮３丁目第一公園
にしおおみやさんちょうめだいい
ち

西 西大宮3丁目12-2 街区 市 H29.12.22 0.13

西大宮３丁目第二公園
にしおおみやさんちょうめだいさ
ん

西 西大宮3丁目39-1 街区 市 H29.12.22 0.09

西大宮２丁目第一公園 にしおおみやにちょうめだいいち 西 西大宮2丁目15-1 街区 市 H29.12.22 0.08
西大宮２丁目第二公園 にしおおみやにちょうめだいに 西 西大宮2丁目32-10 街区 市 H29.12.22 0.10

西大宮４丁目第一公園
にしおおみやよんちょうめだいい
ち

西 西大宮4丁目49 街区 市 H29.12.22 0.10

西大宮４丁目第二公園 にしおおみやよんちょうめだいに 西 西大宮4丁目44 街区 市 H29.12.22 0.07
西角公園 にしかど 桜 大字大久保領家254-8 街区 市 S63.10.1 0.02
西宿公園 にしじゅく 緑 大字三室1299-3 街区 市 S63.10.1 0.04
西第一公園 にしだいいち 西 三橋６丁目1268-1 街区 市 H27.3.31 0.12
西第三公園 にしだいさん 西 三橋６丁目1048-1 街区 市 H13.4.26 0.12
西台第一公園 にしだいだいいち 緑 大字上野田（元染谷分）字西谷637-10 街区 市 H2.3.31 0.02
西第二公園 にしだいに 西 三橋６丁目1181-7 街区 市 H13.4.26 0.17
西通公園 にしどおり 見沼 丸ヶ崎土地区画整理事業地内 街区 市 H19.3.31 0.10
西原公園 にしはら 見沼 春岡３丁目30-1 街区 市 H9.3.20 0.15
西堀９丁目第一公園 にしぼりきゅうちょうめだいいち 桜 西堀９丁目251-12 街区 市 H4.3.31 0.01
西堀高沼公園 にしぼりたかぬま 桜 西堀８丁目2019-2 近隣 市 H17.3.31 1.38
西堀七丁目公園 にしぼりななちょうめ 桜 西堀７丁目677-32 街区 市 H13.8.1 0.02

西堀七丁目児童遊園
にしぼりななちょうめじどうゆう
えん

桜 西堀７−５ 民間 民間 H9.10.1 0.05

西堀４丁目第一公園 にしぼりよんちょうめだいいち 桜 西堀４丁目1812-11 街区 市 H7.3.31 0.08
西堀四丁目第二公園 にしぼりよんちょうめだいに 桜 西堀４丁目786-11 街区 市 H13.3.31 0.03
西町２丁目第一公園 にしまちにちょうめだいいち 岩槻 西町２丁目4639-9 街区 市 H21.3.31 0.07
西町２丁目第二公園 にしまちにちょうめだいに 岩槻 西町２丁目4639-17 街区 市 H24.10.31 0.04
西町緑地 にしまちりょくち 岩槻 西町３丁目4706-1 都緑 市 H17.3.10 0.65
西谷公園 にしや 中央 下落合５丁目142-5 街区 市 H12.12.1 0.09
西谷第１公園 にしやだいいち 北 日進町３丁目32-8 街区 市 H13.4.26 0.02
西谷第２公園 にしやだいに 北 日進町３丁目278-2 街区 市 H13.4.26 0.01
日進１丁目公園 にっしんいっちょうめ 北 日進町１丁目9-4 街区 市 H15.9.1 0.02
日進１丁目第２公園 にっしんいっちょうめだいに 北 日進町１丁目149-21 街区 市 H19.6.15 0.01
日進３丁目北公園 にっしんさんちょうめきた 北 日進町３丁目659-4 街区 市 H13.4.26 0.03
日進３丁目中公園 にっしんさんちょうめなか 北 日進町３丁目245-6 街区 市 H13.4.26 0.01
日進３丁目東公園 にっしんさんちょうめひがし 北 日進町３丁目14-4 街区 市 H13.4.26 0.02
日進３丁目南公園 にっしんさんちょうめみなみ 北 日進町３丁目43-3 街区 市 H13.4.26 0.03
日進住宅公園 にっしんじゅうたく 北 日進町１丁目35-37 街区 市 H13.4.26 0.02

日進町３丁目児童遊園
にっしんちょうさんちょうめじど
うゆうえん

北 日進町３−１４０ 民間 民間 H14.3.15 0.02

日進２丁目北公園 にっしんにちょうめきた 北 日進町２丁目1639-6 街区 市 H13.4.26 0.02
日進２丁目第一公園 にっしんにちょうめだいいち 北 日進町２丁目15-3 街区 市 H20.3.31 0.01
日進２丁目南公園 にっしんにちょうめみなみ 北 日進町２丁目1563-2 街区 市 H13.4.26 0.01
日進東公園 にっしんひがし 北 日進町１丁目85-5 街区 市 H13.4.26 0.06
日生住宅公園 にっせいじゅうたく 見沼 大字大谷724-52 街区 市 H13.4.26 0.07
沼影公園 ぬまかげ 南 沼影２丁目104 近隣 市 S50.7.25 2.42
沼影１丁目公園 ぬまかげいっちょうめ 南 沼影１丁目198-3 街区 市 H6.9.1 0.02
沼影一丁目第二公園 ぬまかげいっちょうめだいに 南 沼影１丁目321-4 街区 市 H13.3.31 0.04
沼影二丁目公園 ぬまかげにちょうめ 南 沼影２丁目17-6 街区 市 S63.10.1 0.04
沼影２丁目第一公園 ぬまかげにちょうめだいいち 南 沼影２丁目17-12 街区 市 H19.11.1 0.02
沼影みなみ公園 ぬまかげみなみ 南 沼影２丁目67 街区 市 R7.3.19 0.21
根貝戸公園 ねかいと 西 大字高木91-4 街区 市 H13.4.26 0.03
根岸前公園 ねぎしまえ 南 根岸１丁目7-4 街区 市 H11.3.31 0.11
野方ふれあい公園 のかたふれあい 南 鹿手袋３丁目671-8外 街区 市 H28.7.5 0.13
野久保公園 のくぼ 北 東大成町１丁目107-2 街区 市 H13.4.26 0.01
野孫神社こども広場 のまごじんじゃこどもひろば 岩槻 大字野孫６２３ 子供 市 S47.12.27 0.02
梅所第一公園 ばいしょだいいち 緑 東浦和７丁目36-9 街区 市 H19.3.31 0.31
梅所第三公園 ばいしょだいさん 緑 大字大牧1446-45 街区 市 S63.10.1 0.03
梅所第二公園 ばいしょだいに 緑 東浦和７丁目46-23 街区 市 S63.10.1 0.07
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令和7年3月31日時点

区 地番 開設年月日 面積(ha)

最終開設代表地番
公園名 ひらがな 種別 設置者

ハイマート大宮公園 はいまーとおおみや 西 大字高木370-3 街区 市 H13.4.26 0.02
白山神社こども広場 はくさんじんじゃこどもひろば 岩槻 大字鹿室１１２４ 子供 市 S48.9.17 0.03

白山神社児童遊園地
はくさんじんじゃじどうゆうえん
ち

中央 八王子2丁目960 子供 市 S43.3.1 0.04

バス公園 ばす 岩槻 大字小溝97-154 街区 市 H16.6.1 0.06
蓮沼公園 はすぬま 見沼 大字蓮沼936-61 街区 市 H13.4.26 0.03
蓮沼あおぞら公園 はすぬまあおぞら 見沼 蓮沼下特定土地区画整理事業地内 街区 市 R6.3.21 0.40
蓮沼なないろ公園 はすぬまなないろ 見沼 大字蓮沼1085-7 街区 市 R4.3.25 0.20
蓮沼ひだまり広場 はすぬまひだまりひろば 見沼 蓮沼下特定土地区画整理事業７０−２街区 街区 市 H31.3.27 0.16
蓮沼ふれあい広場 はすぬまふれあいひろば 見沼 蓮沼下特定土地区画整理事業地内 街区 市 H25.3.31 0.20
蓮沼南公園 はすぬまみなみ 見沼 大字蓮沼1464-8 街区 市 H13.4.26 0.02
八王子南児童遊園地 はちおうじみなみ 中央 八王子３丁目10-2 街区 市 H21.4.30 0.06
八雲神社こども広場 はちくもじんじゃこどもひろば 岩槻 本町１−１５−６ 子供 市 S54.1.20 0.02
八幡児童遊園地 はちまん 中央 上落合３丁目1177-4 街区 市 H21.4.30 0.02
八幡神社こども広場 はちまんじんじゃこどもひろば 岩槻 大字笹久保８１０−１ 子供 市 S47 0.04
八丁稲荷児童遊園 はっちょういなりじどうゆうえん 緑 大間木字八丁1914 民間 民間 S60.7.12 0.03
馬堤公園 ばてい 緑 東浦和２丁目48-5 街区 市 H12.3.31 0.16
馬堤緑地 ばてい 緑 東浦和２丁目74-4 都緑 市 H22.3.31 0.03
花と緑の散歩道 はなとみどりのさんぽみち 南 別所５丁目422-1 緑道 市 H21.3.31 1.15
原町こども広場 はらまちこどもひろば 岩槻 大字柏崎１７１３−２ 子供 市 H6.12.19 0.03
原町ふれあい公園 はらまちふれあい 岩槻 原町1622番5 街区 市 H30.3.14 0.05
原山一丁目公園 はらやまいっちょうめ 緑 原山１丁目385-5 街区 市 H13.3.31 0.02
原山南公園 はらやまみなみ 緑 原山１丁目379-9 街区 市 S63.10.1 0.16
原山四丁目公園 はらやまよんちょうめ 緑 原山４丁目173-30 街区 市 S63.10.1 0.01
原山４丁目第一公園 はらやまよんちょうめだいいち 緑 原山４丁目314-9 街区 市 H24.10.31 0.03
針ヶ谷１丁目公園 はりがやいっちょうめ 浦和 針ヶ谷１丁目11-3 街区 市 H12.3.31 0.01
針ヶ谷３丁目公園 はりがやさんちょうめ 浦和 針ヶ谷３丁目107-5 街区 市 H15.3.31 0.01
針ヶ谷３丁目子供広場 はりがやさんちょうめ 浦和 針ヶ谷３丁目4-7 街区 市 H21.4.30 0.09
針ヶ谷西公園 はりがやにし 浦和 針ヶ谷４丁目23-6 街区 市 S63.10.1 0.08
針ヶ谷２丁目第一公園 はりがやにちょうめだいいち 浦和 針ヶ谷２丁目146-2 街区 市 R5.2.1 0.03
針ヶ谷二丁目第二公園 はりがやにちょうめだいに 浦和 針ヶ谷２丁目155-3 街区 市 H14.4.2 0.01
針ヶ谷四丁目公園 はりがやよんちょうめ 浦和 針ヶ谷４丁目215-3 街区 市 S63.10.1 0.02
春岡１丁目公園 はるおかいっちょうめ 見沼 春岡１丁目24-1 街区 市 H12.3.30 0.16
春岡中央公園 はるおかちゅうおう 見沼 春岡３丁目42-1 近隣 市 H22.7.1 1.48
春野公園 はるの 見沼 春野２丁目2723-2 街区 市 H17.3.31 0.52
春野緑道 はるのりょくどう 見沼 春野３丁目2533-4 緑道 市 H15.3.31 0.07
東新井笹丸公園 ひがしあらいささまる 見沼 大字東新井324-2 街区 市 H6.10.21 0.08
東大成中山道公園 ひがしおおなりなかせんどう 北 東大成町２丁目470-1 街区 市 H20.3.31 0.14
東大成２丁目北公園 ひがしおおなりにちょうめきた 北 東大成町２丁目742-4 街区 市 H13.4.26 0.01
東大宮３丁目公園 ひがしおおみやさんちょうめ 見沼 東大宮３丁目11-6 街区 市 H13.4.26 0.02
東大宮三丁目西公園 ひがしおおみやさんちょうめにし 見沼 東大宮３丁目14-76 街区 市 H13.4.26 0.01

東大宮３丁目ふれあい公園
ひがしおおみやさんちょうめふれ
あい

見沼 東大宮３丁目10-50 街区 市 H17.3.31 0.09

東大宮親水公園 ひがしおおみやしんすい 見沼 東大宮３丁目無地番 都緑 市 S63.3.31 0.80
東岸町第一公園 ひがしきしまちだいいち 浦和 東岸町21-3 街区 市 H4.3.31 0.01
東通りでんしゃ公園 ひがしどおりでんしゃ 浦和 東仲町150-1,151-1 街区 市 H29.5.1 0.07
東中野公園 ひがしなかの 見沼 大字南中野1147-1 街区 市 H13.4.26 0.17
東宮下親水公園 ひがしみやしたしんすい 見沼 東宮下２丁目182 近隣 市 H26.3.31 1.07
東宮原ぼうさい広場 ひがしみやはらぼうさい 北 宮原町２丁目125-1 近隣 市 H28.3.28 0.92
東門前北公園 ひがしもんぜんきた 見沼 大字東門前165-9 街区 市 H13.4.26 0.02
氷川公園 ひかわ 見沼 大字蓮沼1623-1 街区 市 H13.4.26 0.02
氷川下子供広場 ひかわした 緑 大字間宮158-2 街区 市 H21.4.30 0.03
氷川神社児童遊園地 ひかわじんじゃじどうゆうえんち 中央 本町東6丁目地内 子供 市 S43.3.30 0.01

膝子八幡神社児童遊園
ひざこはちまんじんじゃじどうゆ
うえん

見沼 膝子６２３ 民間 民間 H16.3.29 0.11

ひだまり思いやり公園 ひだまりおもいやり 見沼 台・一ノ久保特定土地区画整理事業３号公園 街区 市 H20.3.31 0.09

櫃沼子供広場 ひつぬま 桜 田島９丁目1788-3 街区 市 H24.3.30 0.09
日向公園 ひなた 桜 西堀９丁目185-36 街区 市 S63.10.1 0.01
平方領々家公園 ひらかたりょうりょうけ 西 大字平方領々家字滝沼925-39 街区 民間 H30.6.14 0.05
平川戸公園 ひらかわと 桜 西堀４丁目1836-7 街区 市 S63.10.1 0.03
広ヶ谷戸子供広場 ひろがやと 南 大字広ヶ谷戸5001、524 街区 市 H21.4.30 0.08
琵琶島公園 びわじま 西 大字指扇2285 街区 市 H8.3.15 0.14
琵琶島東公園 びわじまひがし 西 大字指扇2319-8 街区 市 H13.4.26 0.02
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最終開設代表地番
公園名 ひらがな 種別 設置者

深作公園 ふかさく 見沼 深作２丁目15-3 街区 市 H13.4.26 0.07
深町公園 ふかまち 岩槻 大字南平野576-4 街区 市 H7.4.25 0.02
文蔵五丁目第一公園 ぶぞうごちょうめだいいち 南 文蔵５丁目309 街区 市 S63.10.1 0.07
文蔵五丁目第二公園 ぶぞうごちょうめだいに 南 文蔵５丁目408-4 街区 市 S63.10.1 0.01
文蔵郷前緑道 ぶぞうさとまえりょくどう 南 文蔵２丁目1668 緑道 市 H21.3.31 0.13
文蔵三丁目第二公園 ぶぞうさんちょうめだいに 南 文蔵３丁目5-8 街区 市 S63.10.1 0.01
文蔵二丁目公園 ぶぞうにちょうめ 南 文蔵２丁目1571-5 街区 市 H13.3.31 0.01
文蔵フィットネス広場 ぶぞうふぃっとねすひろば 南 文蔵３丁目327 街区 市 H5.3.31 0.41
文蔵南公園 ぶぞうみなみ 南 文蔵５丁目498-1 街区 市 H10.3.31 0.14
文蔵四丁目第一公園 ぶぞうよんちょうめだいいち 南 文蔵４丁目80 街区 市 S63.10.1 0.04
文蔵四丁目第二公園 ぶぞうよんちょうめだいに 南 文蔵４丁目465-3 街区 市 S63.10.1 0.01
文蔵緑道 ぶぞうりょくどう 南 文蔵３丁目8-3 緑道 市 H21.3.31 0.07
二ツ宮住宅第１公園 ふたつみやじゅうたくだいいち 西 大字二ツ宮43-2 街区 市 H13.4.26 0.07
二ツ宮住宅第２公園 ふたつみやじゅうたくだいに 西 大字中野林880-1 街区 市 H13.4.26 0.33
二ツ宮住宅中央公園 ふたつみやじゅうたくちゅうおう 西 大字中野林790-12 街区 市 H13.4.26 0.28
不動入公園 ふどういり 南 大字太田窪2244-143 街区 市 S63.10.1 0.15
不動谷公園 ふどうや 緑 大字中尾499-11 街区 市 S63.10.1 0.01
不動谷第二公園 ふどうやだいに 緑 大字中尾309-53 街区 市 H7.3.31 0.02

府内浅間神社こども広場
ふないせんげんじんじゃこどもひ
ろば

岩槻 府内１−６ 子供 市 S46.3.24 0.02

プラザ３号公園 ぷらざさんごう 西 プラザ339-25 街区 市 H13.4.26 0.08
プラザ中央北公園 ぷらざちゅうおうきた 西 プラザ726-56 街区 市 H13.4.26 0.02
プラザ２号公園 ぷらざにごう 西 プラザ620-87 街区 市 H13.4.26 0.07
フラワーロード ふらわーろーど 南 大字円正寺365-2 緑道 市 H21.3.31 1.26
平和台公園 へいわだい 大宮 北袋町１丁目190-9 街区 市 H13.4.26 0.05
別所あじさい公園 べっしょあじさい 南 別所５丁目341-1外 街区 市 H29.10.3 0.24
別所大里公園 べっしょおおさと 南 別所７丁目125 街区 市 H10.3.31 0.05
別所北公園 べっしょきた 北 別所町1000-38 街区 市 H13.4.26 0.04
別所三丁目公園 べっしょさんちょうめ 南 別所３丁目1212-5 街区 市 H27.1.9 0.03
別所住宅公園 べっしょじゅうたく 北 別所町45-19 街区 市 H13.4.26 0.03
別所中央公園 べっしょちゅうおう 南 別所2丁目1602-1 街区 市 H24.3.4 0.09
別所二丁目公園 べっしょにちょうめ 南 別所２丁目2021-6 街区 市 S63.10.1 0.03
別所２丁目第２公園 べっしょにちょうめだいに 南 別所２丁目1226−6 街区 市 H22.6.1 0.01
宝来公園 ほうらい 西 大字宝来1761-3 街区 市 H13.4.26 0.01
宝来運動公園 ほうらいうんどう 西 大字宝来2022-1 運動 市 H28.3.28 5.42
北辰神社こども広場 ほくしんじんじゃこどもひろば 岩槻 大字横根６５６−２ 子供 市 S50.11.4 0.01
ほこすぎ橋東広場 ほこすぎばしひがしひろば 大宮 吉敷町４丁目197−3 街区 市 H30.3.20 0.03
細野公園 ほその 南 大字大谷口1190-33 街区 市 S63.10.1 0.01
穂積神社児童遊園 ほづみじんじゃじどうゆうえん 西 大字峰岸字南14番５ 民間 民間 H15.8.20 0.10
堀崎公園 ほりさき 見沼 堀崎町12-1 近隣 市 H15.9.1 2.67
堀崎北公園 ほりさききた 見沼 堀崎町1122-5 街区 市 H13.4.26 0.02
堀崎団地第１公園 ほりさきだんちだいいち 見沼 堀崎町1142-3 街区 市 H13.4.26 0.05
堀崎団地第２公園 ほりさきだんちだいに 見沼 堀崎町1200-69 街区 市 H13.4.26 0.04
堀崎町緑道 ほりさきちょうりょくどう 見沼 堀崎町地内 緑道 市 H21.9.1 0.19
堀崎南公園 ほりさきみなみ 見沼 堀崎町556-2 街区 市 H13.4.26 0.02
堀の内１丁目公園 ほりのうちいっちょうめ 大宮 堀の内町１丁目182-2 街区 市 H13.4.26 0.02
堀の内３丁目公園 ほりのうちさんちょうめ 大宮 堀の内町３丁目367 街区 市 H25.3.31 0.02
堀割公園 ほりわり 岩槻 大字小溝921-312 街区 市 H7.4.25 0.04
本郷北公園 ほんごうきた 北 本郷町973-9 街区 市 H18.3.31 0.05
本郷けやき公園 ほんごうけやき 北 本郷町972-11 街区 市 H17.3.31 0.04
本郷児童公園 ほんごうじどう 北 本郷町1064 街区 市 H20.3.31 0.03
本郷東公園 ほんごうひがし 北 本郷町2096-2 街区 市 H13.4.26 0.02
盆栽第２公園 ぼんさいだいに 北 盆栽町204-10 街区 市 H13.4.26 0.01
盆栽団地公園 ぼんさいだんち 北 盆栽町201-21 街区 市 H13.4.26 0.03
本町西５丁目公園 ほんまちにしごちょうめ 中央 本町西５丁目1205-8 街区 市 H16.3.31 0.05

本町西４丁目緑道
ほんまちにしよんちょうめりょく
どう

中央 本町西４丁目1233-1 緑道 市 H15.9.1 0.06

本村チビッコ広場 ほんむらちびっこ 中央 下落合５丁目557-1 街区 市 H21.4.30 0.01
本村西児童遊園地 ほんむらにし 中央 下落合４丁目31-2 街区 市 H21.4.30 0.03
前公園 まえ 西 大字飯田新田91-9 街区 市 H13.4.26 0.03
前地１丁目第一公園 まえじいっちょうめだいいち 浦和 前地１丁目1-11 街区 市 H25.3.1 0.09
前地１丁目第二公園 まえじいっちょうめだいに 浦和 前地１丁目1-6 街区 市 H25.3.1 0.05
前地３丁目第一公園 まえじさんちょうめだいいち 浦和 前地３丁目142-7 街区 市 H23.7.1 0.01
前島第一公園 まえじまだいいち 浦和 瀬ヶ崎５丁目544-4 街区 市 S63.10.1 0.03

都市計画未決定公園

資料編　第２部　予防・応急活動関係
【資料２－１４】都市公園の整備状況
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令和7年3月31日時点

区 地番 開設年月日 面積(ha)

最終開設代表地番
公園名 ひらがな 種別 設置者

前島第三公園 まえじまだいさん 浦和 瀬ヶ崎５丁目437-44 街区 市 H2.3.31 0.03
前島第二公園 まえじまだいに 浦和 瀬ヶ崎５丁目504-25 街区 市 S63.10.1 0.02
前島第四公園 まえじまだいよん 浦和 瀬ヶ崎５丁目551-10 街区 市 H2.3.31 0.01
前田第１公園 まえだだいいち 見沼 大字蓮沼619-2 街区 市 H13.4.26 0.04
前田第２公園 まえだだいに 見沼 大字蓮沼577-3 街区 市 H13.4.26 0.02
前地児童遊園 まえちじどうゆうえん 浦和 前地３−１０ 民間 民間 S45.7.10 0.19
前通公園 まえどおり 西 大字植田谷本462-8 街区 市 H13.4.26 0.02
前通北公園 まえどおりきた 西 大字植田谷本516-17 街区 市 H13.4.26 0.03
前原公園 まえはら 西 宮前町1589-6 街区 市 H13.4.26 0.02
前原東公園 まえはらひがし 西 大字内野本郷320-8 街区 市 H13.4.26 0.02
前原南公園 まえばらみなみ 西 宮前町1636-5 街区 市 H13.4.26 0.02

曲本四丁目児童遊園
まがもとよんちょうめじどうゆう
えん

南 曲本４−７ 民間 民間 S51.4.1 0.04

町谷第二児童遊園 まちやだいにじどうゆうえん 桜 町谷３−２１ 民間 民間 H1.3.1 0.02
町谷中公園 まちやなか 桜 町谷３丁目１２４−１ 街区 市 R5.3.24 0.16
町谷２丁目公園 まちやにちょうめ 桜 町谷２丁目497 街区 市 H21.4.30 0.11
松木西公園 まつきにし 緑 松木１丁目24 街区 市 H15.3.31 0.41
松原第１公園 まつばらだいいち 北 日進町１丁目203 街区 市 H13.4.26 0.07
松原第３公園 まつばらだいさん 北 日進町２丁目703 街区 市 H13.4.26 0.03
松原第２公園 まつばらだいに 北 日進町２丁目384 街区 市 H13.4.26 0.04
松原中央公園 まつばらちゅうおう 北 日進町２丁目632 街区 市 H13.4.26 0.08
松本２丁目公園 まつもとにちょうめ 南 松本２丁目335-1 街区 市 H11.3.31 0.18
松本二丁目第一公園 まつもとにちょうめだいいち 南 松本２丁目1066-79 街区 市 H3.4.1 0.03
松本緑道 まつもとりょくどう 南 松本１丁目315-2 緑道 市 H21.3.31 0.25
まほら公園 まほら 南 別所６丁目261-7 街区 市 H30.5.31 0.18
間宮ふれあい公園 まみやふれあい 緑 大字間宮703 街区 市 H19.6.15 0.61
丸ヶ崎公園 まるがさき 見沼 丸ヶ崎土地区画整理事業地内59街区 街区 市 R3.6.1 0.34
丸ヶ崎合ノ谷公園 まるがさきあいのや 見沼 丸ヶ崎土地区画整理事業地内４０街区 街区 市 R3.3.1 0.09
万葉親水公園 まんようしんすい 大宮 堀の内町３丁目373 都緑 市 H5.2.1 0.05
三浦運動公園 みうらうんどう 緑 大字三浦6836-1 近隣 市 H13.8.1 1.20
御蔵白岡公園 みくらしらおか 見沼 大字御蔵129-10 街区 市 H25.3.31 0.05
御蔵南公園 みくらみなみ 見沼 大字御蔵1149 街区 市 S53.5.8 0.23
三崎公園 みさき 浦和 大字三崎70 街区 市 H9.3.31 0.62
みずおとの小道 みずおとのこみち 岩槻 大字新方須賀1036-3 都緑 市 H21.3.31 0.15
水判土公園 みずはた 西 大字水判土386 街区 市 H13.4.26 0.45
水深中央公園 みずぶかちゅうおう 緑 大間木3丁目28-1 街区 市 H23.3.31 0.27
水深西公園 みずぶかにし 緑 大字大間木3丁目14番1 街区 市 R5.3.20 0.35
水深南公園 みずぶかみなみ 緑 大間木2丁目8-2 街区 市 R4.3.17 0.23
美園１丁目第一公園 みそのいっちょうめだいいち 緑 美園1丁目4 街区 市 H29.2.18 0.20
美園１丁目第二公園 みそのいっちょうめだいに 緑 美園１丁目27 街区 市 H29.3.31 0.21
美園５丁目第一公園 みそのごちょうめだいいち 緑 美園5丁目27 街区 市 H30.11.21 0.17

美園５丁目第一緑地
みそのごちょうめだいいちりょく
ち

緑 美園５丁目4 都緑 市 H29.3.31 0.06

美園５丁目第三緑地
みそのごちょうめだいさんりょく
ち

緑 美園5丁目53 都緑 市 H29.11.15 0.12

美園５丁目第二公園 みそのごちょうめだいに 緑 美園5丁目42 街区 市 H30.11.21 0.17
美園５丁目第二緑地 みそのごちょうめだいにりょくち 緑 美園5丁目52 都緑 市 H29.11.15 0.12
美園３丁目第一公園 みそのさんちょうめだいいち 緑 美園３丁目4 街区 市 H29.3.31 0.14
美園３丁目第二公園 みそのさんちょうめだいに 緑 美園３丁目２１ 街区 市 H30.3.9 0.26
美園３丁目緑地 みそのさんちょうめりょくち 緑 美園３丁目22 都緑 市 H29.3.31 0.05
美園台公園 みそのだい 緑 浦和東部第一特定土地区画整理事業地内 近隣 市 R2.3.17 0.99

美園西口ふれあい公園 みそのにしぐちふれあい 緑 浦和東部第一特定土地区画整理事業９３街区 街区 市 H29.3.31 0.19

美園東１丁目公園 みそのひがしいっちょうめ 岩槻 美園東１丁目24-1 街区 市 H29.3.31 0.20

美園東１丁目緑地
みそのひがしいっちょうめりょく
ち

岩槻 美園東１丁目9-1外 都緑 市 H29.3.31 0.02

美園東３丁目公園 みそのひがしさんちょうめ 岩槻 美園東3丁目17 街区 市 H29.2.18 0.16
美園東２丁目第一公園 みそのひがしにちょうめだいいち 岩槻 美園東２丁目4 街区 市 H29.3.31 0.18
美園東２丁目第三公園 みそのひがしにちょうめだいさん 岩槻 美園東2丁目42 街区 市 H29.2.18 0.17
美園東２丁目第二公園 みそのひがしにちょうめだいに 岩槻 美園東２丁目29 街区 市 H29.3.31 0.18
美園６丁目第一公園 みそのろくちょうめだいいち 緑 美園6丁目17 街区 市 H30.11.21 0.23

美園６丁目第一緑地
みそのろくちょうめだいいちりょ
くち

緑 美園6丁目4 都緑 市 H29.2.18 0.06

美園６丁目第二公園 みそのろくちょうめだいに 緑 美園6丁目31 街区 市 H30.11.21 0.25

都市計画未決定公園

資料編　第２部　予防・応急活動関係
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令和7年3月31日時点

区 地番 開設年月日 面積(ha)

最終開設代表地番
公園名 ひらがな 種別 設置者

美園６丁目第二緑地
みそのろくちょうめだいにりょく
ち

緑 美園６丁目33 都緑 市 H29.3.31 0.01

三峰神社こども広場 みつみねじんじゃこどもひろば 岩槻 本町４−９−８ 子供 市 S44.2.20 0.03
みつわ公園 みつわ 大宮 三橋３丁目118-1 街区 市 S53.5.8 0.11
みどり公園 みどり 北 日進町２丁目576 街区 市 H13.4.26 0.04
緑ヶ丘公園 みどりがおか 岩槻 大字岩槻5123-1 街区 市 H25.3.31 0.18
南浦和陸橋下公園 みなみうらわりっきょうした 南 南浦和３丁目995-3 街区 市 H20.3.31 0.03
南五反田公園 みなみごたんだ 見沼 大字南中丸1165-13 街区 市 H13.4.26 0.01
南新田公園 みなみしんでん 見沼 大和田町１丁目1275-4 街区 市 H13.4.26 0.04
南中野第１公園 みなみなかのだいいち 見沼 大字南中野395-14 街区 市 H13.4.26 0.07
南中野第２公園 みなみなかのだいに 見沼 大字南中野29-3 街区 市 H13.4.26 0.02
南中野西浦公園 みなみなかのにしうら 見沼 大字南中野152-1 街区 市 H26.6.13 0.45
南中丸公園 みなみなかまる 見沼 大字南中丸101-25 街区 市 H22.3.31 0.02
南中丸第１公園 みなみなかまるだいいち 見沼 大字南中丸834-4 街区 市 H13.4.26 0.10
南中丸第５公園 みなみなかまるだいご 見沼 大字南中丸470-20 街区 市 H24.9.14 0.03
南中丸第３公園 みなみなかまるだいさん 見沼 大字南中丸776-2 街区 市 H13.4.26 0.02
南中丸第２公園 みなみなかまるだいに 見沼 大字南中丸830-6 街区 市 H13.4.26 0.04
南中丸第４公園 みなみなかまるだいよん 見沼 大字南中丸932-9 街区 市 H13.4.26 0.02
南中丸第６公園 みなみなかまるだいろく 見沼 大字南中丸442-11 街区 市 H24.9.14 0.03
南中丸西公園 みなみなかまるにし 見沼 大字南中丸112-8 街区 市 H17.3.31 0.02
南中丸ひだまり広場 みなみなかまるひだまりひろば 見沼 大字南中丸145-1 街区 市 H26.2.18 0.09
南中丸山崎公園 みなみなかまるやまざき 見沼 大字南中丸1532 街区 市 H13.4.18 0.08
南平野公園 みなみひらの 岩槻 南平野2丁目26 近隣 市 H24.3.31 2.58
南平野第一公園 みなみひらのだいいち 岩槻 南平野1丁目32 街区 市 H24.3.30 0.20
南平野第五公園 みなみひらのだいご 岩槻 南平野2丁目5 街区 市 H24.3.30 0.24
南平野第三公園 みなみひらのだいさん 岩槻 南平野3丁目30 街区 市 H24.3.30 0.15
南平野第二公園 みなみひらのだいに 岩槻 南平野3丁目5 街区 市 H24.3.30 0.20
南平野第四公園 みなみひらのだいよん 岩槻 南平野5丁目3 街区 市 H24.3.30 0.21
南平野第六公園 みなみひらのだいろく 岩槻 南平野2丁目33 街区 市 H24.3.30 0.03
南平野緑地 みなみひらのりょくち 岩槻 南平野4丁目16 都緑 市 H24.3.30 0.03
南元宿１丁目公園 みなみもとじゅくいっちょうめ 桜 南元宿１丁目182-6 街区 市 H15.3.31 0.13
南元宿仲よし公園 みなみもとじゅくなかよし 桜 南元宿1丁目113-1 街区 市 H24.4.17 0.18
南元宿二丁目公園 みなみもとじゅくにちょうめ 桜 南元宿２丁目17-1 街区 市 R2.7.21 0.05

南元宿２丁目第一公園
みなみもとじゅくにちょうめだい
いち

桜 南元宿２丁目1-7 街区 市 H10.3.31 0.02

見沼桜橋緑地 みぬまさくらばし 南 大字大谷口5736-3 都緑 市 H13.3.31 0.04

見沼代用水西縁緑道
みぬまだいようすいにしべりりょ
くどう

緑 大字大牧372-2 緑道 市 H18.3.31 0.16

見沼氷川公園 みぬまひかわ 緑 大字見沼500 近隣 市 H5.3.31 2.34
見沼緑道 みぬまりょくどう 北 見沼２丁目230 都緑 市 H13.4.1 1.87
見沼臨時グランド みぬまりんじぐらんど 緑 大字新宿224 都緑 市 H21.4.30 2.67
峰岸北公園 みねぎしきた 西 大字峰岸83-8 街区 市 H13.4.26 0.04

箕輪久伊豆神社こども広場
みのわひさいずじんじゃこどもひ
ろば

岩槻 大字箕輪１４４−１ 子供 市 S51 0.01

三橋一丁目第一公園 みはしいっちょうめだいいち 大宮 三橋１丁目833-21 街区 市 H25.11.8 0.05
三橋一丁目第三公園 みはしいっちょうめだいさん 大宮 三橋１丁目833-23 街区 市 H25.11.8 0.02
三橋一丁目第二公園 みはしいっちょうめだいに 大宮 三橋１丁目833-22 街区 市 H25.11.8 0.09
三橋１丁目西公園 みはしいっちょうめにし 大宮 三橋１丁目629-4 街区 市 H13.4.26 0.06
三橋１丁目南公園 みはしいっちょうめみなみ 大宮 三橋１丁目610-7 街区 市 H13.4.26 0.03
三橋５丁目公園 みはしごちょうめ 西 三橋５丁目560-4 街区 市 R3.6.30 0.03
三橋５丁目東公園 みはしごちょうめひがし 西 三橋５丁目1864 街区 市 H13.4.26 0.02
三橋５丁目南公園 みはしごちょうめみなみ 西 三橋５丁目2212-1 街区 市 H13.4.26 0.05
三橋天神公園 みはしてんじん 大宮 三橋４丁目258-1 街区 市 H13.4.26 0.05
三橋２丁目公園 みはしにちょうめ 大宮 三橋２丁目428-2 街区 市 H13.4.26 0.02
三橋２丁目南公園 みはしにちょうめみなみ 大宮 三橋２丁目736-19 街区 市 H13.4.26 0.01
三橋三島公園 みはしみしま 大宮 三橋１丁目745-2 街区 市 H13.4.26 0.02
三橋４丁目第一公園 みはしよんちょうめだいいち 大宮 三橋４丁目875-10 街区 市 H18.3.31 0.01
三橋四丁目中央公園 みはしよんちょうめちゅうおう 大宮 三橋４丁目580-12 街区 市 R6.3.26 0.20
三橋４丁目広場 みはしよんちょうめひろば 大宮 三橋４丁目748-1 街区 市 H20.3.31 0.19
三橋六丁目児童公園 みはしろくちょうめじどう 西 三橋６丁目1218 街区 市 H24.3.8 0.10
三橋六丁目第二公園 みはしろくちょうめだいに 西 三橋６丁目821-4 街区 市 H25.1.31 0.03
三橋６丁目南公園 みはしろくちょうめみなみ 西 三橋６丁目260-1 街区 市 H13.4.26 0.18
三室第一公園 みむろだいいち 緑 大字三室字東宿2036−12 街区 市 R4.2.11 0.05
三室ふれあいパーク みむろふれあいぱーく 緑 大字三室1137-1 街区 市 H16.3.31 0.10

都市計画未決定公園
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最終開設代表地番
公園名 ひらがな 種別 設置者

三室南宿すこやか公園 みむろみなみしゅくすこやか 緑 大字三室字南宿７１４９ 街区 市 R2.2.28 0.10
三室南宿なかよし公園 みむろみなみしゅくなかよし 緑 大字三室7161 街区 市 H28.3.28 0.13
宮後公園 みやうしろ 大宮 櫛引町１丁目782-4 街区 市 H13.4.26 0.03
宮ヶ谷塔陸橋下公園 みやがやとうりっきょうした 見沼 大字宮ヶ谷塔195-4 街区 市 S62.3.30 0.17
宮町児童公園 みやちょう 岩槻 宮町２丁目14 街区 市 H21.4.30 0.25
宮の杜ふれあい公園 みやのもりふれあい 岩槻 宮町2丁目427-1 街区 市 H24.3.30 0.16
宮原１丁目公園 みやはらいっちょうめ 北 宮原町１丁目246 街区 市 H13.4.26 0.08
宮原一丁目第二公園 みやはらいっちょうめだいに 北 宮原町１丁目185-3 街区 市 H25.1.31 0.02
宮原１丁目東公園 みやはらいっちょうめひがし 北 宮原町１丁目175-3 街区 市 H24.1.5 0.02
宮原１丁目南公園 みやはらいっちょうめみなみ 北 宮原町１丁目87-4 街区 市 H13.4.26 0.07
宮原駅東口公園 みやはらえきひがしぐち 北 宮原町３丁目363-1 街区 市 H18.3.31 0.07
宮原３丁目公園 みやはらさんちょうめ 北 宮原町３丁目283-2 街区 市 H30.5.21 0.04
宮原４丁目公園 みやはらよんちょうめ 北 宮原町４丁目98-2 街区 市 H16.3.31 0.06
宮前公園 みやまえ 西 宮前町376-4 街区 市 H13.4.26 0.01
宮前第一公園 みやまえだいいち 西 宮前町40-3 街区 市 H20.3.31 0.04
宮前広場 みやまえひろば 西 内野本郷26−1 子供 市 R3.12.19 0.74

宮前広場 みやまえひろば 西 内野本郷26−1 民間 民間
H25.6廃止
子供広場へ

移行
宮脇公園 みやわき 西 大字指扇領別所109-99 街区 市 H13.4.26 0.10
武蔵浦和駅西口緑地 むさしうらわえきにしぐち 南 別所７丁目242-1 都緑 市 H27.4.20 0.11
武蔵浦和駅西口広場 むさしうらわえきにしぐちひろば 南 沼影１丁目436-2 広場 市 H26.3.31 0.07

六辻水辺公園 むつじみずべ 南 辻１〜４、文蔵３〜４、根岸２〜３丁目地内 街区 市 H21.4.30 1.56

村国久伊豆神社こども広場
むらくにひさいずじんじゃこども
ひろば

岩槻 大字村国６０６ 子供 市 S51.11.8 0.03

明照寺児童遊園 めいしょうじじどうゆうえん 緑 中野田字島ノ前1669 民間 民間 H2.3.1 0.08
元荒川右岸川辺 もとあらかわうがんかわべ 岩槻 大字末田2878-1 都緑 市 H21.3.31 0.17
元荒川左岸川辺 もとあらかわさがんかわべ 岩槻 大字新方須賀無地番 都緑 市 H21.3.31 0.23
元荒川緑地多目的広場 もとあらかわりょくちたもくてき 岩槻 大字村国229 都緑 市 H21.4.30 0.84
本太三丁目公園 もとぶとさんちょうめ 浦和 本太３丁目189-13 街区 市 H14.4.2 0.01
本太児童公園 もとぶとじどう 浦和 本太４丁目27 街区 市 S47.4.1 0.08
本太２丁目第一公園 もとぶとにちょうめだいいち 浦和 本太２丁目109-4 街区 市 H15.3.31 0.01
本太２丁目第二公園 もとぶとにちょうめだいに 浦和 本太２丁目120-4 街区 市 H15.3.31 0.01
元町１丁目公園 もとまちいっちょうめ 浦和 元町１丁目27-4 街区 市 H16.3.31 0.03
元町３丁目公園 もとまちさんちょうめ 浦和 元町３丁目180-1 街区 市 H19.3.31 0.08
元町東公園 もとまちひがし 浦和 元町2丁目76-1外 街区 市 H29.1.13 0.35
元町緑道 もとまちりょくどう 浦和 元町３丁目21-2 緑道 市 H21.3.31 0.12

谷下久伊豆神社こども広場
やしたひさいずじんじゃこどもひ
ろば

岩槻 大字谷下２２６−１ 子供 市 S46.3.24 0.03

八島公園 やつしま 桜 大字塚本323-103 街区 市 S63.10.1 0.36
八幡公園 やはた 見沼 大字南中丸296-4 街区 市 H13.4.26 0.01
山口第一公園 やまぐちだいいち 南 辻３丁目2422-8 街区 市 S63.10.1 0.02
山口第二公園 やまぐちだいに 南 辻３丁目2477-3 街区 市 S63.10.1 0.02
山久保２丁目公園 やまくぼにちょうめ 桜 山久保２丁目83-9 街区 市 H9.3.31 0.04
山崎緑地 やまざき 緑 大字三室420 都緑 市 H12.3.31 0.05
山崎児童遊園 やまざきじどうゆうえん 緑 三室字中原後４８８‐1 民間 民間 S49.3.25 0.03
山崎第三公園 やまざきだいさん 緑 大字三室443 街区 市 H11.3.31 0.05
山崎第二公園 やまざきだいに 緑 大字三室424 街区 市 H11.3.31 0.07
大和町児童遊園地 やまとちょう 中央 本町東４丁目594-39 街区 市 H21.4.30 0.08
山中公園 やまなか 見沼 大字御蔵1423-6 街区 市 H13.4.26 0.05
山中北公園 やまなかきた 見沼 大字御蔵1480-25 街区 市 H13.4.26 0.02
やよい公園 やよい 西 大字指扇1958-143 街区 市 H13.4.26 0.11
吉野第２公園 よしのだいに 北 吉野町２丁目142-1 街区 市 H13.4.26 0.11
吉野団地公園 よしのだんち 北 吉野町２丁目18-7 街区 市 H13.4.26 0.05
四谷公園 よつや 南 四谷２丁目185 街区 市 H10.3.31 0.10
四谷一丁目公園 よつやいっちょうめ 南 四谷１丁目417-1 街区 市 R3.2.10 0.22
四谷３丁目公園 よつやさんちょうめ 南 四谷３丁目158-4 街区 市 H23.3.31 0.24
与野本町駅前公園 よのほんまちえきまえ 中央 本町東１丁目79-5 広場 市 H7.3.20 0.60
領家１丁目公園 りょうけいっちょうめ 浦和 領家１丁目1570-6 街区 市 H12.3.31 0.01
領家立野子供広場 りょうけたての 浦和 領家７丁目44-13 街区 市 H21.4.30 0.05
領家立野公園 りょうけたての 浦和 領家６丁目139-9 街区 市 H26.3.31 0.21
領家二丁目公園 りょうけにちょうめ 浦和 領家２丁目1198-1 街区 市 H2.3.31 0.14

領家四丁目児童遊園
りょうけよんちょうめじどうゆう
えん

浦和 領家４−７ 民間 民間 S52.11.1 0.03

都市計画未決定公園
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令和7年3月31日時点

区 地番 開設年月日 面積(ha)

最終開設代表地番
公園名 ひらがな 種別 設置者

領家６丁目公園 りょうけろくちょうめ 浦和 領家６丁目139-8 街区 市 H21.9.1 0.02
若林公園 わかばやし 見沼 片柳１丁目262-52 街区 市 H13.4.26 0.03
鷲宮神社こども広場 わしみやじんじゃこどもひろば 岩槻 大字末田１９６５−１ 子供 市 S50.2.28 0.02
和土住宅公園 わどじゅうたく 岩槻 大字黒谷636-1 近隣 市 H7.4.25 1.20

都市計画未決定公園

資料編　第２部　予防・応急活動関係
【資料２－１４】都市公園の整備状況

２－１４－１９
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【資料２－１５】緑地保全区域・市民緑地（みどり推進課） 

自然緑地   

№ 名    称 場    所 面積 
(ha) 

1 上 加 自 然 の 森 北区日進町2丁目 0.41 
2 西 谷 北 自 然 の 森 北区日進町3丁目 0.11 
3 西 谷 自 然 の 森 北区日進町3丁目 0.24 
4 本 郷 自 然 の 森 北区本郷町 0.11 
5 盆 栽 緑 地 公 園 北区盆栽町 0.21 
6 吉 野 緑 地 公 園 北区吉野町2丁目 0.26 
7 大 和 田 北 緑 地 公 園 見沼区大和田町2丁目 0.18 
8 島 町 自 然 の 森 見沼区島町 0.11 
9 七 里 自 然 の 森 見沼区大字風渡野 0.29 

10 蓮 沼 自 然 の 森 見沼区大字蓮沼 0.15 
11 風 渡 野 緑 地 公 園 見沼区大字風渡野 0.23 
12 御 蔵 自 然 の 森 見沼区大字御蔵 0.22 
13 松 の 子 の 森 自 然 緑 地 見沼区大和田町2丁目 0.32 
14 大 谷 松 原 自 然 緑 地 見沼区大字大谷 0.27 
15 中 尾 自 然 緑 地 緑区大字中尾 0.31 
16 中 尾 第 二 自 然 緑 地 緑区大字中尾 0.35 

合     計 3.77 
  （令和７年４月１日現在） 

 
 
特別緑地保全地区  

No. 名   称 場   所 面積(ha) 
1 大和田緑地公園特別緑地保全地区 見沼区大和田町1丁目 1.33 
2 小 深 作 特 別 緑 地 保 全 地 区 見沼区大字小深作 0.23 
3 大和田町１丁目特別緑地保全地区 見沼区大和田町1丁目 0.42 
4 春 里 特 別 緑 地 保 全 地 区 見沼区大字小深作 0.20 
5 大 古 里 特 別 緑 地 保 全 地 区 緑区大字三室 0.69 
6 中 原 後 特 別 緑 地 保 全 地 区 緑区大字三室 0.28 
7 土呂町二丁目特別緑地保全地区 北区土呂町2丁目 0.14 
8 大 牧 特 別 緑 地 保 全 地 区 緑区大字大牧 0.60 
9 西 宿 特 別 緑 地 保 全 地 区 緑区大字三室 0.47 

10 大 谷 口 向 特 別 緑 地 保 全 地 区 南区大字大谷口 0.32 
11 南 中 野 特 別 緑 地 保 全 地 区 見沼区大字南中野 0.31 
12 木 崎 特 別 緑 地 保 全 地 区 浦和区木崎4丁目 0.66 



資料編 第２部 予防・応急活動関係 

【資料２－１５】緑地保全区域・市民緑地 

2 - 15 - 2 

No. 名   称 場   所 面積(ha) 
13 上 加 南 特 別 緑 地 保 全 地 区 北区日進町2丁目 0.20 
14 南 中 丸 特 別 緑 地 保 全 地 区 見沼区大字南中丸 1.17 

合     計 7.02 
（令和７年４月１日現在） 

市民緑地 
     

No. 名   称 場   所 面積(ha) 
1 白 幡 市 民 緑 地 南区白幡2丁目 0.07 
2 太 田 窪 市 民 緑 地 南区太田窪4丁目 0.15 

合     計 0.22 
（令和７年４月１日現在） 
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【資料２－１６】さいたま市都市計画道路整備状況（道路計画課） 

 

 

路 線 数 １６５路線 

計 画 延 長
 

３７０．７４ｋｍ 

整 備 済
 

２０６．０９ｋｍ 

整 備 率
 

５５．６％ 

Ｒ７．３．３１現在 
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【資料２－１７】橋りょう整備状況（道路環境課） 

 

令和７年４月 1日現在 

 

区  分 橋りょう数 橋  長 

 国・県道 市道 国・県道 市道 

永   久   橋 212 橋 949 橋 11,332.1ｍ 14,924.2ｍ 

木       橋 0 橋 1 橋 0ｍ 25.0ｍ 

合 計 1,162 橋 26,281.3ｍ 

※横断歩道橋含む 
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【資料２－１８】防火地域・準防火地域指定状況（都市計画課） 

 

 

（令和７年４月１日現在） 

 

種 類 面 積 備 考 

防火地域
 

約２５７．９ha  

準防火地域
 

約４０５４．４ha  
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【資料２－１９】都市下水路実施状況（下水道総務課） 
 

令和 3 年 1 月 1 日現在 

 

名   称 計 画 延 長
（ｍ） 

整 備 延 長
（ｍ） 進  捗  率（％） 

芝川都市下水路    2，650     2，650 100.0 

計    2，650    2，650 100.0 
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【資料２－２０】公共下水道汚水整備状況（下水道総務課） 

 

令和 5 年 4 月 1 日現在 

 

行政面積 21,743ha 

全体計画面積 16,763ha 

事業認可面積 13,377ha 

整備済み面積 12,528ha 

普及率 94.8% 

 

施

設 

中継ポンプ場 19 箇所 

管渠 3,517km 
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【資料２－２１】さいたま市被災建築物応急危険度判定要領（建築総務課） 

 

（目的） 

第１条 この要領は、地震により多くの建築物が被災した場合、余震等による建築物の倒壊及び部材の落

下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全の確保を図るため、被災建築物応急危険度判定に関し必

要な事項を定めることにより、その的確な実施を確保することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各項に掲げる用語の定義は、それぞれ次の各項に定めるところによる。 

１ 被災建築物応急危険度判定（以下「判定」という。） 

地震により被災した建築物の余震等による倒壊及び部材の落下等から生じる二次災害を防止し、住民

の安全の確保を図るため、建築物の被害の状況を調査し、余震等による二次災害発生の危険度の判定、

表示等を行うことをいう。 

２ 応急危険度判定士（以下「判定士」という。） 

被災建築物応急危険度判定業務に従事する者として、埼玉県被災建築物応急危険度判定士認定要綱に

基づき知事の認定を受けた者又は埼玉県以外の都道府県の知事が定める者をいう。 

３ 応急危険度判定コーディネーター（以下「コーディネーター」という。） 

判定の実施に当たり、判定実施本部、判定支援本部及び災害対策本部と応急危険度判定士との連絡調

整に当たる行政職員及び判定業務に精通した県内の建築関連団体（以下「関連団体」という。）等に属

する者をいう。 

（判定の実施、判定実施の決定、判定実施本部の設置） 

第３条 市長は、地震により相当数の建築物が被災し、余震等により二次災害の発生のおそれがあると判

断したときは、直ちに判定の実施を決定し、判定実施本部の設置その他必要な措置を講じるものとする。 

２ 市長は、地震災害に備え、判定実施本部の体制について、整備しておくものとする。 

（判定の実施に関する県との連絡調整等、県に対する支援要請） 

第４条 市長は、判定実施本部の設置を決定したときは、埼玉県知事に速やかに連絡するものとする。 

２ 市長は、判定実施の決定に伴い、被災建築物数及び判定士等の計画から、短期に判定を終了するこ

とが困難と思われるとき等は、埼玉県知事に対して判定に関する支援を要請することができる。 

３ 判定実施本部の長は、埼玉県判定支援本部の長に対し現地の被災状況を随時報告するとともに、支

援の内容、支援開始時期等について協議、調整するものとする。 

（判定対象区域、対象建築物の決定等の基準） 

第５条 市長は、判定の対象となる建築物の範囲、判定士、コーディネーター及びその他の判定業務従事

者（以下「判定士等」という。）の人員などを定めた計画を定めるものとする。 

２ 前項の計画には、地震の規模、被災建築物等を推定し、判定を行うべき施設、区域及び判定対象建

築物の決定等の基準を整備しておくものとする。 

（応急危険度判定士、応急危険度判定コーディネーター及びその他の判定業務従事者の確保、判定の実施

体制等） 

第６条 市長は、判定士等を召集するための連絡網を作成し、判定実施時における判定士等の速やかな確

保に努めるものとする。 
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（判定の方法、判定結果の表示） 

第７条 判定は、全国被災建築物応急危険度判定協議会で定める判定調査票に基づき実施するものとする。 

２ 判定を行った被災建築物については、判定結果に基づき、当該建築物の見やすい場所に「危険」、「要

注意」、「調査済」のいずれかの表示を行うものとする。 

（応急危険度判定士等の判定区域までの移動方法、宿泊場所の設定） 

第８条 市長は、判定士等の判定区域までの移動について、判定の実施の決定後速やかに、被災状況等を

検討し輸送方法を手配するものとする。 

２ 市長は、判定士等の食料の準備及び必要に応じ宿泊場所の確保等を行うものとする。 

（判定用資機材の調達、備蓄） 

第９条 市長は、判定活動に必要な判定用資機材の調達、備蓄を行うものとする。 

（判定体制の周知） 

第１０条 市長は、判定体制の充実のため、県、彩の国既存建築物地震対策協議会（以下「協議会」とい

う。）と協力して広報等を行い、判定活動の周知に努めるものとする。 

（コーディネーターの任命、養成） 

第１１条 市長は、判定実施本部と判定士等との連絡調整及び判定士等に対しガイダンス等を行うため、

行政職員及び判定士の内から必要な者をコーディネーターに任命するものとする。 

（判定活動等における補償） 

第１２条 市長は、判定活動に民間の判定士等を判定活動に従事させる場合は、「全国被災建築物応急危険

度民間判定士等補償制度運用要領」に基づく補償制度を適用するものとする。 

（その他） 

第１３条 市長は、判定の円滑な実施を図るため、必要な財政上の措置、組織体制上の措置その他所要の

措置を講じるものとする。 

 

附 則 

 この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 
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【資料２－２２】さいたま市被災宅地危険度判定実施要綱（都市計画課） 
 
（目的） 
第１条 この要綱は、さいたま市地域防災計画に基づき、本市において、災害対策本部が設置さ

れることとなる規模の地震又は降雨等の災害（以下「大地震等」という。）により、宅地が大規

模かつ広範囲に被災した場合、被災宅地危険度判定士（以下「宅地判定士」という。）を活用し

て、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、危険度判定を実施することによって、二次災害

を軽減、防止し市民の安全の確保を目的とする。 
（定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 
 一「宅地」とは、宅地造成等規制法（昭和 36 年法律第 191 号）第２条第１号に規定する宅地

のうち、住居である建築物の敷地及び被災宅地危険度判定実施本部長が被災宅地危険度判定

の必要性を認める建築物等の敷地並びにこれらに被害を及ぼすおそれのある土地をいう。 
 二「危険度判定」とは、宅地判定士の現地踏査により、宅地の被災状況を調査し、変状項目ご

との配点から危険度を分類することをいう。 
 三「実施本部」とは、危険度判定を実施するため、災害対策本部長が設置を決定した組織をい

う。 
 四「実施本部長」とは、災害対策本部長の命を受けた危険度判定に係る業務の総括責任者をい

い、都市計画課長がその業務にあたる。 
 五「判定拠点」とは、実施本部の管下に設置される組織であり、実施本部機能のうち、宅地判

定士の活動拠点機能を有し、実施本部長が設置を決定した組織をいう。 
 六「拠点責任者」とは、判定拠点の責任者をいい、判定拠点を所管する開発指導課長がその業

務にあたる。 
（事前準備） 
第３条 都市計画課長は、危険度判定の円滑な実施のため、庁内関係部署、埼玉県及び関係団体

等と協議し、体制の整備を行う。 
２ 都市計画課長は、「埼玉県被災宅地危険度判定士登録要綱」に規定する宅地判定士としての

要件を満たす本市職員に対し、宅地判定士としての認定を受けるよう要請する。また、庁内

の宅地判定士の判定技術の維持・向上を目的とした研修会を開催する。 
 ３ 都市計画課長は、大地震等に備え、大規模盛土造成地マップ、宅地の液状化危険度マップ

等、想定される宅地の被害に関する基礎資料を事前に収集しておく。 
 ４ 都市計画課長は、危険度判定の実施に必要な判定資機材を、計画的に備蓄しておく。 
（情報収集） 
第４条 都市計画課長は、大地震等が発生した場合、危険度判定の実施の要否を判断するため、

被災した宅地に関する情報を収集する。 
 ２ 都市計画課長は、収集した情報において、現地を確認する必要があると判断した場合は、

現地に職員を派遣し、被害の状況把握に努める。その際、必要に応じて、テープ等により立

ち入り禁止を表示するなど、実施可能な安全対策を講じる。 
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（実施本部の設置等） 
第５条 災害対策本部長は、大地震等により宅地が被災し、二次災害の発生のおそれがあると判

断したときは、直ちに危険度判定の実施を決定し、実施本部の設置その他必要な措置を講じる。 
 ２ 都市計画課長は、市役所本庁舎内に実施本部を設置し、都市計画課の職員が中心となって

運営にあたる。 
第６条 実施本部長は、埼玉県被災宅地危険度判定支援本部長（以下「支援本部長」という。）に

実施本部の設置について、速やかに連絡する。 
 ２ 実施本部長は、危険度判定の実施のための支援を支援本部長に要請することができる。ま

た、被災宅地危険度判定連絡協議会（以下「連絡協議会」という。）に対する要請は、支援本

部長を通じて行う。 
 ３ 実施本部長は、支援本部長に対し、被災地の被災情報について随時提供するとともに、支

援の内容及び支援開始時期等について協議、調整する。 
第７条 実施本部長は、危険度判定の対象となる宅地の範囲及び危険度判定の従事者の人員等を

定めた判定実施計画を作成する。 
 ２ 前項の計画を定める上で、第３条第３項に定める基礎資料を活用し、危険度判定を行うべ

き施設、区域及び調査対象となる宅地を決定する。 
（判定拠点の設置） 
第８条 実施本部長は、前条の計画により、実施本部とは別に宅地判定士の活動拠点を設置する

ことが適切と判断した場合は、判定拠点を置くことができる。 
２ 判定拠点は、原則、大宮区役所内、または中央区役所内、もしくはその両方に設置する。

ただし、実施本部長が他に設置することが適切と判断した場合はこの限りでない。 
３ 拠点責任者は判定拠点を設置し、開発指導課の職員が中心となって運営にあたる。 

（危険度判定の実施） 
第９条 宅地判定士は、第７条の計画に基づき、実施本部長の指示のもと、宅地の地盤、擁壁及

びのり面の被災状況の危険度判定を実施する。判定拠点が設置されている場合は、拠点責任

者の指示のもと、危険度判定を実施する。 
 ２ 宅地判定士は、危険度判定の実施にあたり、連絡協議会が定める各種マニュアルに従い、

目視及び簡便な計測を行う。 
 ３ 危険度判定を実施した宅地については、変状項目ごとの配点により、当該宅地の見やすい

場所に「危険宅地」、「要注意宅地」、「調査済宅地」のいずれかの表示を行うものとする。 
（判定結果の集計） 
第１０条 宅地判定士は、危険度判定の終了後、判定結果を実施本部長に報告する。ただし、判

定拠点が設置されている場合は、拠点責任者に報告する。 
 ２ 実施本部長は、宅地判定士または拠点責任者から報告される判定結果を集計し、災害対策

本部長及び支援本部長に報告する。 
（危険度判定における補償） 
第１１条 実施本部長は、民間の宅地判定士を危険度判定に従事させる場合は、連絡協議会が定

める「被災宅地危険度判定業務等従事者災害補償細則」に基づく補償制度を適用する。 
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（その他） 
第１２条 市長は、危険度判定の円滑な実施を図るため、必要な財政上の措置、組織体制上の措

置その他所要の措置を講じるものとする。 
 
 
   附 則 
 この要綱は、平成２９年９月２１日から施行する。 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
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【資料２－２３】さいたま市災害弔慰金の支給等に関する条例（福祉総務課） 

平成13年５月１日 

条例第140号 

改正 平成17年３月25日条例第61号 

平成23年10月27日条例第34号 

令和元年７月９日条例第７号 

令和２年３月23日条例第10号 

（目的） 

第１条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号。以下「法」と

いう。）及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令（昭和48年政令第374号。以下「令」

という。）の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災

害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害

見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資

金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が

生ずることをいう。 

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、市の区域内に住所を有した者をいう。 

（災害弔慰金の支給） 

第３条 市は、市民が令第１条に規定する災害（以下次条から第11条までにおいて単に「災害」

という。）により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとす

る。 

（災害弔慰金を支給する遺族） 

第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第３条第２項の遺族の範囲とし、その順位は、

死亡者が死亡当時において生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後に

する。この場合において、同順位の遺族（兄弟姉妹を除く。）については、次に掲げる順序

とする。 

(1) 配偶者 

(2) 子 

(3) 父母 

(4) 孫 

(5) 祖父母 
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２ 前項前段の場合において、死亡者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しな

いときは、当該死亡者の兄弟姉妹（当該死亡者が死亡当時において同居し、又は生計を同じ

くしていた者に限る。）に対して、災害弔慰金を支給するものとする。 

３ 第１項後段の場合において、同順位の父母については養父母を先にし実父母を後にし、同

順位の祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先に

し実父母を後にする。 

４ 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、第１項又は前項の規定により難いときは、

第１項又は前項の規定にかかわらず、第１項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給す

ることができる。 

５ 前各項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が２人以上あるとき

は、その１人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。 

（一部改正〔平成23年条例34号〕） 

（災害弔慰金の額） 

第５条 災害により死亡した者１人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時におい

てその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持して

いた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者

がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、

これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。 

（死亡の推定） 

第６条 災害の際、現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第４条の

規定によるものとする。 

（支給の制限） 

第７条 災害弔慰金は、次に掲げる場合には、支給しない。 

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 

(2) 令第２条に規定する場合 

（支給の手続） 

第８条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるとこ

ろにより支給を行うものとする。 

２ 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることが

できる。 

（災害障害見舞金の支給） 

第９条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治った場合（その症状が固定し

たときを含む。）において精神又は身体に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市
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民（以下「障害者」という。）に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

（災害障害見舞金の額） 

第10条 障害者１人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾

病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては

250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。 

（準用） 

第11条 第７条及び第８条の規定は、災害障害見舞金について準用する。 

（災害援護資金の貸付け） 

第12条 市は、令第３条に掲げる災害により法第10条第１項各号に掲げる被害を受けた世帯の

市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行う

ものとする。 

２ 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第１項に規定する要件に該当するもので

なければならない。 

（災害援護資金の限度額等） 

第13条 １災害における１世帯当たりの災害援護資金の貸付限度額は、災害による当該世帯の

被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。 

(1) 療養に要する期間がおおむね１月以上である世帯主の負傷（以下「世帯主の負傷」とい

う。）があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財の損害（家財の価額のおおむね３分の１以上の損害をいう。以下同じ。）及び住

居の損害（住居の半壊以上の損害をいう。以下同じ。）がない場合 1,500,000円 

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 2,500,000円 

ウ 住居が半壊した場合 2,700,000円 

エ 住居が全壊した場合 3,500,000円 

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 1,500,000円 

イ 住居が半壊した場合 1,700,000円 

ウ 住居が全壊した場合（エの場合を除く。） 2,500,000円 

エ 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 3,500,000円 

(3) 第１号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居

の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「2,700,000円」と

あるのは「3,500,000円」と、「1,700,000円」とあるのは「2,500,000円」と、「2,500,000

円」とあるのは「3,500,000円」と読み替えるものとする。 
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２ 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち３年（令第７条第２項括弧書

の場合は、５年）とする。 

（保証人及び利率） 

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。 

２ 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期

間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年１パーセントとする。 

３ 第１項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、

その保証債務は、令第９条の違約金を包含するものとする。 

（一部改正〔令和元年条例７号〕） 

（償還等） 

第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。 

２ 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつで

も繰上償還をすることができる。 

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14

条第１項及び第16条並びに令第８条、第９条及び第12条の規定によるものとする。 

（一部改正〔令和元年条例７号・２年10号〕） 

（支給審査委員会の設置） 

第16条 市長の諮問に応じ、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議す

るため、さいたま市災害弔慰金等支給審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、委員７人以内をもって組織する。 

３ 委員は、医師、弁護士その他市長が認める者のうちから、市長が委嘱する。 

４ 委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（追加〔令和２年条例10号〕） 

（委任） 

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（一部改正〔令和２年条例10号〕） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成13年５月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭

和49年浦和市条例第45号）、大宮市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和49年大宮市条例

第34号）又は与野市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和49年与野市条例第45号）の規定

によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたも

のとみなす。 

（岩槻市の編入に伴う経過措置） 

３ 岩槻市の編入の日（以下この項及び次項において「編入日」という。）の前日までに生じ

た編入前の岩槻市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和49年岩槻市条例第26号。以下「編

入前の岩槻市条例」という。）の規定による災害（編入日前の災害により編入日以後に障害

の状態となり、又は死亡した場合を含む。）に係る災害弔慰金等については、この条例の規

定による災害弔慰金等とみなす。 

（追加〔平成17年条例61号〕） 

４ 前項に規定するもののほか、編入日の前日までに編入前の岩槻市条例の規定によりなされ

た処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

（追加〔平成17年条例61号〕） 

附 則（平成17年３月25日条例第61号） 

この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年10月27日条例第34号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用） 

２ この条例による改正後のさいたま市災害弔慰金の支給等に関する条例第４条の規定は、平

成23年３月11日以後に生じた災害に係る災害弔慰金の支給について適用する。 

附 則（令和元年７月９日条例第７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用） 

２ この条例による改正後のさいたま市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条

の規定は、平成31年４月１日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災

害援護資金の貸付けについて適用する。 

附 則（令和２年３月23日条例第10号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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【資料２－２４】さいたま市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（福祉総務課） 

平成13年５月１日 

規則第77号 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 災害弔慰金の支給（第３条・第４条） 

第３章 災害障害見舞金の支給（第５条・第６条） 

第４章 災害援護資金の貸付け（第７条―第18条） 

第５章 さいたま市災害弔慰金等支給審査委員会（第19条―第23条） 

第６章 補則（第24条） 

附則 

第１章 総則 

（章名追加〔令和２年規則23号〕） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、さいたま市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成13年さいたま市条例

第140号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語） 

第２条 この規則で使用する用語は、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和48年法律第82号。

以下「法」という。）、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令（昭和48年政令第374号）

及び条例で使用する用語の例による。 

第２章 災害弔慰金の支給 

（章名追加〔令和２年規則23号〕） 

（支給の手続） 

第３条 市長は、条例第３条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調

査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

(1) 死亡者（行方不明者を含む。以下同じ。）の氏名、性別及び生年月日 

(2) 死亡（行方不明を含む。）の年月日及び死亡の状況 

(3) 死亡者の遺族に関する事項 

(4) 支給の制限に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（必要書類の提出） 

第４条 市長は、市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証

明書を提出させるものとする。 
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２ 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものと

する。 

第３章 災害障害見舞金の支給 

（章名追加〔令和２年規則23号〕） 

（支給の手続） 

第５条 市長は、条例第９条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項

の調査を行った上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日 

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況 

(3) 障害の種類及び程度に関する事項 

(4) 支給の制限に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（必要書類の提出） 

第６条 市長は、市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、負

傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。 

２ 市は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書（様式

第１号）を提出させるものとする。 

第４章 災害援護資金の貸付け 

（章名追加〔令和２年規則23号〕） 

（借入れの申込み） 

第７条 災害援護資金（以下「資金」という。）の貸付けを受けようとする者（以下「借入申

込者」という。）は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書（様式第２号。以

下「借入申込書」という。）を市長に提出しなければならない。 

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日 

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法 

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画 

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額

を記載した診断書 

(2) 被害を受けた日の属する年の前年（当該被害を１月から５月までの間に受けた場合にあ

っては前々年とする。以下この号において同じ。）において、他の市町村に居住していた
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借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類 

３ 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月１日から起算して３月を

経過する日までに提出しなければならない。 

（一部改正〔令和元年規則26号〕） 

（調査） 

第８条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討の上、当該世帯

の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。 

（貸付けの決定） 

第９条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、

償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書（様式第３号。以下「貸付決

定通知書」という。）を借入申込者に交付するものとする。 

２ 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸

付不承認決定通知書（様式第４号）を借入申込者に交付するものとする。 

（借用書の提出） 

第10条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに災害援護資金借用書（様式第５号。以

下「借用書」という。）に、資金の貸付けを受けた者（以下「借受人」という。）の印鑑証

明書（保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書）を添えて市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 貸付決定通知書の交付を受けた者は、保証人を立てる場合は、前項の借用書に保証人に連

署させなければならない。 

（一部改正〔令和元年規則26号〕） 

（貸付金の交付） 

第11条 市長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。 

（償還の完了） 

第12条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれ

に添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。 

（繰上償還の申出） 

第13条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書（様式第６号）を市長に提出するもの

とする。 

（償還金の支払猶予） 

第14条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする

理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書（様式第７
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号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必要

と認める事項を記載した支払猶予承認通知書（様式第８号）を当該借受人に交付するものと

する。 

３ 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書（様式第９

号）を当該借受人に交付するものとする。 

（違約金の支払免除） 

第15条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金

支払免除申請書（様式第10号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除した期間及

び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書（様式第11号）を当該借受人に

交付するものとする。 

３ 市長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書（様式第

12号）を当該借受人に交付するものとする。 

（償還免除） 

第16条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者（以下

「償還免除申請者」という。）は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認め

る事項を記載した災害援護資金償還免除申請書（様式第13号）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の申請書には、次の各号のいずれかの書類を添えなければならない。 

(1) 借受人の死亡を証する書類 

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなった

ことを証する書類 

(3) 借受人が破産手続開始又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類 

３ 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書（様

式第14号）を当該償還免除申請者に交付するものとする。 

４ 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書

（様式第15号）を当該償還免除申請者に交付するものとする。 

５ 前各項の規定にかかわらず、償還免除の申請をすべき者がいないときは、市長は、職権に

よりこれを行うことができる。 

（一部改正〔令和２年規則23号〕） 

（督促） 

第17条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するもの
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とする。 

（氏名又は住所の変更届等） 

第18条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生

じたときは、借受人は、速やかに氏名等変更届（様式第16号）を市長に提出しなければなら

ない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨を届け出

なければならない。 

第５章 さいたま市災害弔慰金等支給審査委員会 

（追加〔令和２年規則23号〕） 

（委員長及び副委員長） 

第19条 さいたま市災害弔慰金等支給審査委員会（以下「委員会」という。）に、委員長及び

副委員長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

４ 委員長及び副委員長にともに事故があるとき、又は委員長及び副委員長がともに欠けたと

きは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。 

（追加〔令和２年規則23号〕） 

（会議） 

第20条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、委員会の会議の議長となる。 

３ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

５ 委員会の会議は、公開しない。 

（追加〔令和２年規則23号〕） 

（意見の聴取等） 

第21条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、出席を求めて説明若し

くは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（追加〔令和２年規則23号〕） 

（庶務） 

第22条 委員会の庶務は、福祉局において処理する。 

（追加〔令和２年規則23号〕、一部改正〔令和５年規則13号〕） 

（運営事項） 
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第23条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に

諮って定める。 

（追加〔令和２年規則23号〕） 

第６章 補則 

（章名追加〔令和２年規則23号〕） 

（その他） 

第24条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護

資金の貸付けの手続に関し必要な事項は、別に定める。 

（一部改正〔令和２年規則23号〕） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成13年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の浦和市災害弔慰金の支給等に関する条例施行

規則（昭和49年浦和市規則第46号）、大宮市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（昭

和49年大宮市規則第21号）又は与野市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（昭和49

年与野市規則第17号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則

の相当規定によりなされたものとみなす。 

（岩槻市の編入に伴う経過措置） 

３ 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規

則（昭和49年岩槻市規則第34号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規

則の相当規定によりなされたものとみなす。 

（追加〔平成17年規則82号〕） 

附 則（平成17年３月30日規則第82号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年７月９日規則第26号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後のさいたま市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則第７条及び

第10条の規定は、平成31年４月１日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対

する災害援護資金の貸付けについて適用する。 

附 則（令和２年３月23日規則第23号） 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月31日規則第32号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている様式

については、当分の間、使用することができる。 

附 則（令和５年３月22日規則第13号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月28日規則第54号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のさいたま市災害弔慰金の支給等に関す

る条例施行規則の規定により作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用す

ることができる。 

 

 

様式第１号（第６条関係） 

（一部改正〔令和７年規則54号〕） 

様式第２号（第７条関係） 

（全部改正〔令和７年規則54号〕） 

様式第３号（第９条関係） 

（一部改正〔令和元年規則26号〕） 

様式第４号（第９条関係） 

様式第５号（第10条関係） 

（一部改正〔令和元年規則26号〕） 

様式第６号（第13条関係） 

（一部改正〔令和３年規則32号〕） 

様式第７号（第14条関係） 

（一部改正〔令和元年規則26号・３年32号〕） 

様式第８号（第14条関係） 

様式第９号（第14条関係） 
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様式第10号（第15条関係） 

（一部改正〔令和３年規則32号〕） 

様式第11号（第15条関係） 

様式第12号（第15条関係） 

様式第13号（第16条関係） 

（一部改正〔令和元年規則26号・３年32号・７年54号〕） 

様式第14号（第16条関係） 

（一部改正〔令和元年規則26号〕） 

様式第15号（第16条関係） 

（一部改正〔令和元年規則26号〕） 

様式第16号（第18条関係） 

（一部改正〔令和３年規則32号〕） 
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【資料２－２５】さいたま市災害見舞金等支給条例（福祉総務課） 

 

平成１３年５月１日 

条例第１４１号 

（目的） 

第１条 この条例は、市民が災害により被害を受けたとき、災害見舞金及び災害弔慰金を支給

することにより、市民の福祉の増進に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるところによる。 

(1) 災害 火災及び風水害、地震等の自然災害をいう。 

(2) 市民 災害による被害を受けた当時、市内に住所を有していた者をいう。 

（災害見舞金の支給） 

第３条 市長は、災害により被害を受けた住居に居住している世帯主（世帯主が死亡したとき

は、死亡した世帯主と同居していた遺族のうち、市長が定める者）に対し、次に掲げる被害

及び世帯の区分に応じ、災害見舞金を支給する。 

 

住居の被害 世帯 

 一世帯当たり 1 人当たり 

全焼、全壊、流失 30,000 円 20,000 円 

半焼、半壊、床上浸水 20,000 円 10,000 円 

 

２ 市長は、災害により１月以上の加療を要する重傷を負った者に対し、災害見舞金として５

万円を支給する。 

（災害弔慰金の支給） 

第４条 市長は、市民が災害により死亡したときは、その遺族に対し、災害弔慰金を支給する。 

２ 前項の遺族の範囲及び支給の順位は、さいたま市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成

１３年さいたま市条例第１４０号）第４条の例による。 

３ 災害により死亡した者 1 人当たりの災害弔慰金の額は、１０万円とする。 

（支給の制限） 

第５条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、災害見舞金又は災害弔慰金の全部又

は一部を支給しないことができる。 

(1) 災害による被害が一時的に多数生じたとき。 

(2) 災害による被害がその被害を受けた者の故意又は重大な過失により生じたものである

とき。 

(3) 災害による死亡がその死亡者の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。 

(4) さいたま市災害弔慰金の支給等に関する条例第３条に規定する災害弔慰金が支給され

るとき。 
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（支給の申請） 

第６条 災害見舞金又は災害弔慰金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、

その事由発生の日から遅滞なく市長に申請しなければならない。ただし、市長が特別の理由

があると認めた場合は、この限りではない。 

（支給の決定） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、支給の可否を決定し、速やかに支給を行うもの

とする。 

（返還） 

第８条 市長は、偽りその他不正な行為により、この条例による災害見舞金又は災害弔慰金の

支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させるこ

とができる。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

1 この条例は、平成１３年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市災害見舞金等支給要綱（昭和４９年浦和

市制定）、大宮市羅災救助条例（昭和２５年大宮市条例第４号）又は与野市災害見舞金等支給

条例（昭和５８年与野市条例第９号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、そ

れぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

（岩槻市の編入に伴う経過措置） 
3 岩槻市の編入の日（以下この項において「編入日」という。）の前日までに生じた編入前の

岩槻市災害見舞金等支給条例（昭和５５年岩槻市条例第４号。以下「編入前の岩槻市条例」

という。）の規定による災害（編入日前の災害により編入日以後に死亡した場合を含む。）に

係る見舞金等については、なお岩槻市条例の例による。 
追加〔平成１７年条例６２号〕 

附 則（平成１７年３月２５日条例第６２号） 
この条例は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 
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【資料２－２６】さいたま市災害見舞金等支給条例施行規則（福祉総務課） 

平成13年５月１日 

規則第78号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、さいたま市災害見舞金等支給条例（平成13年さいたま市条例第141号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（支給の申請） 

第２条 条例第６条の規定による申請は、災害見舞金支給申請書（様式第１号）又は災害弔慰

金支給申請書（様式第２号）を市長に提出して行うものとする。 

２ 災害により１月以上の加療を要する重傷を負った者が前項の申請を行う場合は、医師の診

断書を添えなければならない。 

３ 他市町村で発生した災害により被害を受けた者が第１項の申請を行う場合は、その事実を

証する書面を添えなければならない。 

（台帳） 

第３条 災害見舞金及び災害弔慰金の支給額等を明らかにするため、災害見舞金支給台帳（様

式第３号）及び災害弔慰金支給台帳（様式第４号）を備えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成13年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の浦和市災害見舞金等支給要綱（昭和49年浦和

市制定）、大宮市罹災救助条例施行規則（昭和25年大宮市規則第８号）又は与野市災害見舞

金等支給条例施行規則（昭和58年与野市規則第６号）の規定によりなされた処分、手続その

他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（令和３年３月31日規則第32号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている様式

については、当分の間、使用することができる。 
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様式第１号（第２条関係） 

（一部改正〔令和３年規則32号〕） 

様式第２号（第２条関係） 

（一部改正〔令和３年規則32号〕） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第３条関係） 
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【資料２－２７】災害救助法適用基準及び概要 

 

１ 災害救助法適用基準（同法施行令第３条） 

⑴ 住家等への被害が生じた場合 

ア 当該市町村の区域（指定都市にあたっては、市の区域又は区の区域。以下同じ。）内 

の人口に応じ次の世帯数以上であること（令第１条第１項第１号） 

市町村区域内の人口 
住家滅失 

世帯数 
市町村区域内の人口 

住家滅失 

世帯数 

5,000 人未満 30 世帯 50,000 人以上 100,000 人未満 80 世帯 

5,000 人以上 15,000 人未満 40 世帯 100,000 人以上 300,000 人未満 100 世帯 

15,000 人以上 30,000 人未満 50 世帯 300,000 人以上 150 世帯 

30,000 人以上 50,000 人未満 60 世帯 

      

※１ 半壊又は半焼した世帯は、２世帯をもって滅失した一の世帯とする。 

        （以下の住家被害対応表で同じ。） 

   ※２ 床下浸水した世帯は、３世帯をもって滅失した一の世帯とする。 

     （以下の住家被害対応表で同じ。） 

 

イ 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ① 

 に示す数以上であって、当該市町村の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ②に示 

す世帯数以上であること（令第１条第１項第２号） 

①都道府県の区域内の人口 住家滅失世帯数 

1,000,000 人未満 1,000 世帯 

1,000,000 人以上 2,000,000 人未満 1,500 世帯 

2,000,000 人以上 3,000,000 人未満 2,000 世帯 

3,000,000 人以上 2,500 世帯 

 

②市町村の区域内の人口 住家滅失世帯数 

5,000 人未満 15 世帯 

5,000 人以上  15,000 人未満 20 世帯 

15,000 人以上  30,000 人未満 25 世帯 

30,000 人以上  50,000 人未満 30 世帯 

50,000 人以上 100,000 人未満 40 世帯 

100,000 人以上 300,000 人未満 50 世帯 
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300,000 人以上 75 世帯 

 

ウ 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内の被害世帯数が、その人口に応じ次 

に示す数以上であって、当該市町村の区域内の被害世帯数が多数であること（令第１ 

条第１項第３号前段） 

都道府県の区域内の人口 住家滅失世帯数 

1,000,000 人未満 5,000 世帯 

1,000,000 人以上 2,000,000 人未満 7,000 世帯 

2,000,000 人以上 3,000,000 人未満 9,000 世帯 

3,000,000 人以上 12,000 世帯 

 

エ 災害が隔絶した地域に発生したものである等被災者の救護を著しく困難とする内閣 

府令で定める特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失したものであ 

ること（令第１号第１項第３号後段） 

→ 被災者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出に特殊の 

技術を必要とすること。（府令第１条） 

 

⑵ 生命・身体への危害が生じた場合 

  多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府 

令で定める基準に該当するとき（令第１条第１項第４号） 

 ・災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続 

的に救助を必要とすること。（府令第２条第１号） 

・被災者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出に特殊の技術 

を必要とすること。（府令第２条第２号） 

[さいたま市における災害救助法適用における算出例] 

 
さいたま市で自然災害により、全壊５０世帯、半壊３０世帯、床上浸水３００世帯の被害が

あった場合（棟数でなく、世帯数であることに注意） 
 

全壊    ５０世帯   ５０  ×  １  ＝ ５０ 
半壊    ３０世帯   ３０  × １/２  ＝ １５ 
床上浸水 ３００世帯  ３００  × １/３  ＝１００ 

 
合計                      １６５ 

 
＊この被害では、計算上、さいたま市は１５０世帯以上となり、１⑴ア基準の１５０世帯を超
えているので、災害救助法の適用が可能となる。 
 

※基本人口は、最新の国勢調査による。 
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２ 令和元年度災害救助基準        ※下線部が特別基準の設定が可能なもの 

救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

避難所の設置 災害により現に被

害を受け、又は受ける

おそれのある者に供

与する。 

（基本額) 

避難所設置費 

１人 １日当たり 

330 円以内 

 

高齢者等の要援護者等を収容

する「福祉避難所」を設置した

場合、当該地域における通常の

実費を支出でき、上記を超える

額を加算できる。 

 

災害発生の

日から７日

以内 

１ 費用は、避難所の設

置、維持及び管理のため

の賃金職員等雇上費、消

耗器材費、建物等の使用

謝金、借上費又は購入

費、光熱水費並びに仮設

便所等の設置費を含む。 

 

２ 避難に当たっての輸

送費は別途計上 

 

３ 避難所での避難生活

が長期にわたる場合等

においては、避難所で避

難生活している者への

健康上の配慮等により、

ホテル・旅館など宿泊施

設を借上げて実施する

ことが可能。 

 

応急仮設住宅

の供与 

住宅が全壊、全焼又

は流出し、居住する住

家がない者であって、

自らの資力では住宅

を得ることができな

い者 

○建設型応急住宅 

１ 規模 

  応急救助の趣旨を踏まえ、

実施主体が地域の実情、世帯

構成等に応じて設定 

 

２ 基本額 １戸当たり 

   5,714,000 円以内 

 

３ 建設型応急住宅の供与 

終了に伴う解体撤去及び 

土地の原状回復のために 

支出できる費用は、当該地 

域における実費。 

 

災害発生の

日から 20 日

以内着工 

１ 費用は、設置にかかる

原材料費、労務費、付帯

設備工事費、輸送費及び

建築事務費等の一切の

経費として 5,714,000 円

以内であればよい。 

 

２ 同一敷地内等に概ね

約 50 戸以上設置した場

合は、集会等に利用する

ための施設を設置でき

る。（50 戸未満であって

も小規模な施設を設置

できる） 

 

３ 高齢者等の要援護者

等を数人以上収容する

「福祉仮設住宅」を設置

できる。 

 

４ 供与期間は２年以内 

 

○賃貸型応急住宅 

１ 規模 

  建設型仮設住宅に準じる 

 

２ 基本額 

  地域の実情に応じた額 

 

災害発生の

日から速や

かに借上げ、

提供 

１ 費用は、家賃、共益費、

敷金、礼金、仲介手数料、

火災保険等、民間賃貸住

宅の貸主、仲介業者との

契約に不可欠なものと

して、地域の実情に応じ

た額とすること。 

 

２ 供与期間は建設型仮

設住宅と同様。 
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救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

炊き出しその

他による食品

の給与 

１ 避難所に収容さ

れた者 

 

２ 住家に被害を受

け、若しくは災害に

より現に炊事ので

きない者 

 

１人１日当たり 

1,160 円以内 

災害発生の

日から７日

以内 

食品給与のための総経

費を延給食日数で除した

金額が限度額以内であれ

ばよい。（１食は 1/3 日） 

飲料水の供給 現に飲料水を得る

ことができない者（飲

料水及び炊事のため

の水であること。） 

 

当該地域における通常の実費 災害発生の

日から７日

以内 

輸送費、人件費は別途計

上 

被服、寝具そ

の他生活必需

品の給与又は

貸与 

全半壊（焼）、流失、

床上浸水等により、生

活上必要な被服、寝

具、その他生活必需品

を喪失、若しくは毀損

等により使用するこ

とができず、直ちに日

常生活を営むことが

困難な者 

１ 夏季（4 月～9 月）冬季（10

月～3 月）の季別は災害発生の

日をもって決定する。 

 

２ 下記金額の範囲内 

 

災害発生の

日から 10 日

以内 

１ 備蓄物資の価格は年

度当初の評価額 

 

２ 現物給付に限ること 

区 分 
1 人 
世帯 

2 人 

世帯 

3 人 

世帯 

4 人 

世帯 

5 人 

世帯 

6 人世帯以上 

1 人増すごとに

加算 

全  壊 

全  焼 

流  失 

夏 18,800

円 

24,200

円 

35,800

円 

42,800

円 

54,200

円 

7,900 円 

冬 31,200

円 

40,400

円 

56,200

円 

65,700

円 

82,700

円 

11,400 円 

半  壊 

半  焼 

床上浸水 

夏 6,100

円 

8,300

円 

12,400

円 

15,100

円 

19,000

円 

2,600 円 

冬 10,000

円 

13,000

円 

18,400

円 

21,900

円 

27,600

円 

3,600 円 

医療 医療の途を失った

者（応急的処置） 

 

１ 救護班…使用した薬剤、治

療材料、医療器具破損等の実

費 

 

２ 病院又は診療所…国民健康

保険診療報酬の額以内 

 

３ 施術者 

協定料金の額以内 

 

災害発生の

日から 14 日

以内 

患者等の移送費は、別途計

上 

助産 災害発生の日以前

又は以後７日以内に

分べんした者であっ

て災害のため助産の

途を失った者（出産の

みならず、死産及び流

産を含み現に助産を

要する状態にある者） 

 

１ 救護班等による場合は、使

用した衛生材料等の実費 

 

２ 助産婦による場合は、慣行

料金の 100 分の 80 以内の額 

分べんした

日から７日

以内 

妊婦等の移送費は、別途計

上 
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救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

被災者の救出 １ 現に生命、身体が

危険な状態にある

者 

 

２ 生死不明な状態

にある者 

当該地域における通常の実費 災害発生の

日から３日

以内 

１ 期間内に生死が明ら

かにならない場合は、以

後「死体の捜索」として

取り扱う。 

 

２ 輸送費、人件費は、別

途計上 

 

被災した住宅

の応急修理 

１ 住家が半壊（焼） 

若しくはこれらに

準ずる程度の損傷

を受け、自らの資力

により応急修理を

することができな

い者 

 

２ 大規模な補修を

行わなければ居住

することが困難で

ある程度に住家が

半壊（焼）した者 

 

居室、炊事場及び便所等日常生

活に必要最小限度の部分１世帯

当り 

 

① 大規模半壊又は半壊若しく

は半焼の被害を受けた世帯 

  595,000 円以内 

 

② 半壊又は半焼に準ずる程度

の損傷により被害を受けた世

帯 

  300,000 円以内 

災害発生の

日から１カ

月以内 

 

学用品の給与 住家の全壊（焼）流

失半壊（焼）又は床上

浸水により学用品を

喪失又は毀損等によ

り使用することがで

きず、就学上支障のあ

る小学校児童、中学校

生徒、義務教育学校生

徒及び高等学校等生

徒 

１ 教科書及び教科書以外の教

材で教育委員会に届出又はそ

の承認を受けて使用している

教材実費 

 

２ 文房具及び通学用品は、１

人当たり次の金額以内 

小学校児童    4,500 円 

中学校生徒    4,800 円 

高等学校等生徒 5,200 円 

災害発生の

日から 

（教科書） 

１カ月以内 

 

（文房具及

び通学用品） 

15 日以内 

１ 備蓄物資は評価額 

 

２ 入進学時の場合は 

個々の実情に応じて支 

給する。 

 

埋葬 災害の際死亡した

者を対象にして実際

に埋葬を実施する者

に支給 

１体当たり 

大人（12 歳以上） 

215,200 円以内 

小人（12 歳未満） 

172,000 円以内 

 

災害発生の

日から 10 日

以内 

災害発生の日以前に死

亡した者であっても対象

となる。 

死体の捜索 行方不明の状態に

あり、かつ、四囲の事

情によりすでに死亡

していると推定され

る者 

 

当該地域における通常の実費 災害発生の

日から 10 日

以内 

１ 輸送費、人件費は、別

途計上 

 

２ 災害発生後３日を経

過したものは一応死亡

した者と推定している。 
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救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

死体の処理 災害の際死亡した

者について、死体に関

する処理（埋葬を除

く。）をする。 

（洗浄、消毒等） 

１体当り 3,500 円以内 

 

一時保存： 

○既存建物借上費：通常の実費 

○既存建物以外：１体当り 

5,400 円以内 

 

検案、救護班以外は慣行料金 

 

災害発生の

日から 10 日

以内 

１ 検案は原則として救

護班 

 

２ 輸送費、人件費は、別

途計上 

 

３ 死体の一時保存にド

ライアイスの購入費等

が必要な場合は当該地

域における通常の実費

を加算できる。 

 

障害物の除去 居室、炊事場、玄関

等に障害物が運びこ

まれているため生活

に支障をきたしてい

る場合で自力では除

去することのできな

い者 

 

市町村内において障害物の除去

を行った一世帯当たりの平均 

137,900 円以内 

災害発生の

日から 10 日

以内 

 

輸送費及び賃

金職員等雇上

費 

１ 被災者の避難に

係る支援 

２ 医療及び助産 

３ 被災者の救出 

４ 飲料水の供給 

５ 死体の捜索 

６ 死体の処理 

７ 救済用物資の整

理配分 

 

当該地域における通常の実費 救助の実施

が認められ

る期間以内 

 

実費弁償  災害救助法施行令 

第４条第１号から第 

４号までに規定する 

者 

災害救助法第７条第１項の規定

により救助に関する業務に従事

させた都道府県知事等（法第３

条に規定する都道府県知事等を

いう。）の総括する都道府県等

（法第17条第１号に規定する都

道府県等をいう。）の常勤の職員

で当該業務に従事した者に相当

するものの給与を考慮して定め

る 

 

救助の実施

が認められ

る期間以内 

時間外勤務手当及び旅

費は別途に定める額 
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救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

救助の事務を

行うのに必要

な費用 

１ 時間外勤務手当 

２ 賃金職員等雇上

費 

３ 旅費 

４ 需用費（消耗品

費、燃料費、食糧費、

印刷製本費、光熱水

費、修繕費） 

５ 使用料及び賃借

料 

６ 通信運搬費 

７ 委託費 

 

救助事務費に支出できる費用

は、法第 21 条に定める国庫負担

を行う年度（以下「国庫負担対

象年度）という。」における各災

害に係る左記１から７までに掲

げる費用について、地方自治法

施行令（昭和 22 年政令第 16 号）

第 143 条に定める会計年度所属

区分により当該年度の歳出に区

分される額を合算し、各災害の

当該合算した額の合計額が、国

庫負担対象年度に支出した救助

事務費以外の費用の額の合算額

に、次のイからトまでに掲げる

区分に応じ、それぞれイからト

までに定める割合を乗じて得た

額の合計額以内とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

救助の実施

が認められ

る期間及び

災害救助費

の精算する

事務を行う

期間以内 

 災害救助費の精算事務

を行うのに要した経費も

含む。 

※ この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等は、内閣総理大臣に協議し、そ

の同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 

イ ３千万円以下の部分の金額については 100 分の 10 
ロ ３千万円を超え６千万円以下の部分の金額については 100 分の 9 
ハ ６千万円を超え１億円以下の部分の金額については 100 分の 8 
ニ １億円を超え２億円以下の部分の金額については 100 分の 7 
ホ ２億円を超え３億円以下の部分の金額については 100 分の 6 
ヘ  ３億円を超え５億円以下の部分の金額については 100 分の 5 
ト  ５億円を超える部分の金額については 100 分の 4 
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【資料２－２８】さいたま市自主防災組織連絡協議会規約 

 

（名称） 

第１条 本会は、さいたま市自主防災組織連絡協議会（以下｢協議会｣という。）と称す

る。 

（目的） 

第２条 協議会は、自主防災組織の結成促進・育成強化を推進し、防災体制の万全を期

することを目的とする。 

（組織） 

第３条 協議会は、市に届出を行った単位自主防災組織（以下「会員」という。）をも

って構成する。 

（事業） 

第４条 協議会は、第２条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１）自主防災組織相互の連絡調整に関すること。 

（２）その他、目的を達成するために必要なこと。 

（役員） 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会 長   １名 

（２）副会長   ３名 

（３）理 事  ２０名（会長、副会長を含む。） 

（４）監 事   ３名 

（役員の選出） 

第６条 理事は、各区からそれぞれ２名を選出し、総会の承認を受けるものとする。 

２ 会長及び副会長は、理事の互選により選出し、総会の承認を受けるものとする。 

３ 監事は、理事以外の会員から理事会で選出し、総会の承認を受けるものとする。 

（役員の職務） 

第７条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

３ 理事は、協議会規約に定めるもののほか、運営に関する重要事項を審議する。 

４ 監事は、協議会の会計を監査する。 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は、２年とし、その始期は、４月１日とする。ただし、理事につい

ては、再任を妨げない。 

２ 欠員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、その任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、引き続き

その職務を行う。 

（会議） 

第９条 会議は、総会及び理事会とする。 
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（総会） 

第１０条 総会は、毎年度１回開催する。ただし、会長が特に必要と認めたときは、理

事会の同意を得て臨時に開催することができる。 

２ 総会は、会長が召集し、会長が議長となる。 

３ 総会は、次に掲げる事項を審議する。 

（１）事業計画及び事業報告に関すること。 

（２）予算及び決算に関すること。 

（３）規約の改廃に関すること。 

（４）その他、理事会において必要と認めたこと。 

４ 総会は、会員の半数以上の出席により成立する。 

５ 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。 

６ 前項の場合においては、議長は、議決に加わることができない。 

（理事会） 

第１１条 協議会に会長、副会長及び理事で構成する理事会を置く。  

２ 理事会は、会長が召集し、会長が議長となる。 

３ 理事会は、次に掲げる事項を審議する。 

（１）総会で審議する案件に関すること。 

（２）その他、協議会の運営上必要なこと。 

４ 理事会は、理事の半数以上の出席により成立する。 

５ 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。 

６ 前項の場合においては、議長は、議決に加わることができない。 

（会長の専決処分） 

第１２条 会長において理事会を招集する暇がないとき、又は緊急を要した場合は、会

長は、その議決すべき事項を専決処分することができる。 

２ 前項の規定により議決すべき事項を会長が専決処分した場合は、会長は、次の総会

において報告し、承認を求めなければならない。 

（経費） 

第１３条 協議会の経費は、会費、補助金及びその他の収入をもって充てる。 

（会費） 

第１４条 会費は、年額２，０００円とし、毎年指定された期日までに納入しなければ

ならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、さいたま市自主防災組織補助金交付要綱による運営補助

金、防災訓練補助金及び育成補助金の申請をしない会員からは、当該年度の会費を徴 

収しないものとする。 

（会計年度） 

第１５条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
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（委任） 

第１６条 この規約に規定するもののほか、協議会の運営上必要な事項は理事会で定め

る。 

（事務局） 

第１７条 協議会の事務局は、総務局危機管理部防災課内に置く。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、平成１３年６月８日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成１３年４月３０日までに合併前の浦和市自主防災組織育成補助金交付要綱（昭

和５９年４月１日制定）若しくは大宮市自防災組織育成補助金交付要綱（昭和６３年

告示第２１７号）の規定により届出のあった自主防災組織又は合併前の与野市自主防

災組織育成事業助成金交付要綱（平成９年４月１日制定）により助成金の交付を受け

た自主防災組織は、この規約の規定により市に届出を行った単位自主防災組織とみな

す。 

３ 平成１７年３月３１日までに合併前の岩槻市自主防災組織補助金交付要綱（平成８

年４月１日）の規定により届出のあった自主防災組織は、この規約の規定により市に

届出を行った単位自主防災組織とみなす。 

附 則 

この規約は、平成１４年４月 1 日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２１年１２月１７日から施行する。 
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【資料２－２９】さいたま市自主防災組織補助金交付要綱 

平成19年６月15日 

告示第635号 

改正 平成20年５月28日告示第576号 

平成26年３月25日告示第437号 

平成26年８月１日告示第1144号 

平成31年３月29日告示第556号 

令和３年３月31日告示第580号 

令和３年４月30日告示第777号 

令和５年３月31日告示第605号 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市民の自主的な防災意識の高揚及び普及を図るとともに、自主防災組織の

結成を促進し、育成強化するため、市内の自主防災組織に対し予算の範囲内において補助金を

交付することについて、さいたま市補助金等交付規則（平成13年さいたま市規則第59号）に

定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 自主防災組織 １の自治会又は隣接する２以上の自治会を単位として、市民が自主的に

地域の防災活動を行い、防災対策を確立するために組織する団体をいう。 

(2) 防災対策用指定井戸 災害時において、地域の住民に生活用水として提供することを目

的とし、定期的な水質検査により水質が維持される井戸であって、自主防災組織が指定した

ものをいう。 

（一部改正〔平成26年告示437号、平成31年告示556号〕） 

（自主防災組織の届出） 

第３条 自主防災組織を結成したときは、自主防災組織結成届出書（様式第１号）を市長に届け
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出るものとする。 

２ 自主防災組織は、前項に規定する自主防災組織結成届出書の記載事項に変更が生じたとき

は、自主防災組織変更届出書（様式第２号）を市長に届け出るものとする。 

３ 自主防災組織が解散したときは、自主防災組織解散届出書（様式第３号）を市長に届け出る

ものとする。 

（防災対策用指定井戸の届出） 

第４条 自主防災組織は、防災対策用指定井戸を指定したときは、あらかじめ当該井戸について

水質検査を行ったうえで、防災対策用指定井戸届出書（様式第４号）に次に掲げる書類を添え

て市長に届け出るものとする。 

(1) 水質検査成績書の写し 

(2) 設置場所の位置図 

(3) 指定についての所有者の承諾書 

２ 自主防災組織は、防災対策用指定井戸の水質を維持するため、水質検査を各年度１回以上行

わなければならない。 

３ 自主防災組織が前項の水質検査を行わなかったときは、当該年度の水質検査の結果を不適と

して扱うものとする。 

４ 自主防災組織は、前２項の水質検査の結果が２年度連続で不適となったときは、防災対策用

指定井戸の指定を取り消し、防災対策用指定井戸取消届出書（様式第５号）を市長に届け出な

ければならない。 

５ 第１項及び第２項に規定する水質検査の基準は、市長が別に定める。 

（一部改正〔平成31年告示556号〕） 

（補助金の種類等） 

第５条 補助金は、自主防災組織運営補助金（以下「運営補助金」という。）、自主防災組織防

災訓練補助金（以下「防災訓練補助金」という。）及び自主防災組織育成補助金（以下「育成

補助金」という。）とし、自主防災組織に対して交付する。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する自主防災組織には、補助金を交付
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しない。 

⑴ さいたま市暴力団排除条例（平成24年さいたま市条例第86号）第２条第１号に規定する

暴力団 

⑵ 役員（代表者、理事、監事又はこれらに準じる者をいう。）のうちにさいたま市暴力団排

除条例第２条第２号に規定する暴力団員に該当する者がある自主防災組織 

（一部改正〔平成31年告示556号〕） 

（運営補助金の交付額及び交付回数） 

第６条 運営補助金の額は、次に定める組織割の額及び世帯割の額を合算して得た額とし、各年

度１回交付する。 

(1) 組織割 20,000円 

(2) 世帯割 自主防災組織を構成する自治会の世帯数（当該年度の４月１日における世帯数

として市に届け出たものをいう。）に10円を乗じて得た額 

２ 前項の規定にかかわらず、年度の途中において結成された自主防災組織については、運営補

助金の額を12で除して得た額に結成した日の属する月から３月までの月数を乗じて得た額から

１円未満を切り捨てた額を交付する。ただし、７月１日以後に結成された自主防災組織に対し

ては、当該年度の運営補助金は交付しない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、年度の途中において解散した自主防災組織については、運営補

助金の額を12で除して得た額に解散した日の属する月から３月までの月数を乗じて得た額から

１円未満を切り捨てた額の返還を命じるものとする。ただし、１月１日以後に解散した自主防

災組織については、この限りでない。 

（一部改正〔平成31年告示556号〕） 

（運営補助金の交付申請） 

第７条 運営補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、年度の事業計画を定め、自主防災

組織運営補助金交付申請書兼防災訓練計画等届出書（様式第６号。以下「運営補助金申請書」

という。）に、次に掲げる書類を添えて、市長の定める期日までに市長に提出しなければなら

ない。 
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(1) 補助事業計画書（様式第７号） 

(2) 補助事業収入支出予算書（様式第８号） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（一部改正〔平成26年告示437号、平成31年告示556号〕） 

（運営補助金の交付決定） 

第８条 市長は、運営補助金申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、運営補助金

の交付の可否を決定し、自主防災組織運営補助金決定通知書（様式第９号）により申請者に通

知するものとする。 

（一部改正〔平成26年告示437号、平成31年告示556号〕） 

（運営補助金事業の廃止の承認） 

第９条 自主防災組織は、前条の規定による通知を受けた後に、解散しようとするとき又は自主

防災組織の活動の全てを中止しようとするときは、遅滞なく、自主防災組織運営補助金事業廃

止承認申請書（様式第10号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、自主防災組織運営補助金事業廃止承認申請書を受理した場合には、速やかにその内

容を審査し、承認したときは、自主防災組織運営補助金事業廃止承認通知書（様式第11号）に

より申請者に通知するものとする。 

（一部改正〔平成31年告示556号〕） 

（防災訓練補助金の交付額及び交付回数） 

第10条 防災訓練補助金は、次の各号に定める防災訓練を行った場合に、それぞれ年度１回を限

度として交付するものとし、その額は、行った防災訓練に応じ当該各号に定める金額とする。 

⑴ 自主防災組織が参加した避難所運営訓練、市が企画し、自主防災組織が企画から参加し、

実施した市・区防災訓練又は自主防災組織が企画し、消防署所に届け出た消火訓練、避難訓

練、通報訓練若しくは救護救助訓練又はこれらを組み合わせた訓練 １万円 

⑵ 自主防災組織が企画した訓練であって、避難行動要支援者名簿を活用したもの １万円 

⑶ 自主防災組織が企画した訓練であって、地区防災計画に基づくもの １万円 

２ 前項の規定にかかわらず、講演会、講習会又は法令により実施を義務付けられた訓練は、防
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災訓練補助金の交付対象としない。 

（一部改正〔平成31年告示556号・令和3年告示777号） 

（防災訓練補助金の交付申請） 

第11条 防災訓練補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、あらかじめ防災訓練補助金の

申請を行うことを運営補助金申請書に記載し、必要な資料を添えて、市長の定める期日までに

市長に提出しなければならない。 

２ 自主防災組織は、防災訓練終了後、速やかに自主防災組織防災訓練補助金交付申請書（様式

第12号。以下「防災訓練補助金申請書」という。）に必要な書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。 

（一部改正〔平成26年告示437号、平成31年告示556号〕） 

（防災訓練補助金の交付方法） 

第12条 市長は、防災訓練補助金申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、防災訓

練補助金の交付の可否を決定し、自主防災組織防災訓練補助金決定通知書（様式第13号）によ

り申請者に通知し、防災訓練補助金を交付するものとする。 

（一部改正〔平成26年告示437号、平成31年告示556号〕） 

（育成補助金の交付額） 

第13条 育成補助金の額は、次に定める資機材割の額及び水質検査割の額を合算して得た額から

100円未満を切り捨てた額とする。 

(1) 資機材割 防災対策用の資機材として別に定める資機材の購入に要する費用の４分の３

以内の額で市長が定める額 

(2) 水質検査割 防災対策用指定井戸ごとに要した水質検査（第４条第１項又は第２項に規

定する水質検査で、各年度１箇所につき１回の検査に限る。）の費用で、次に掲げる費用の

区分に応じ、当該各号に定める額を合算した額 

ア 6,668円以上 当該水質検査に要した額の４分の３以内の額で市長が定める額 

イ 5,000円以上6,668円未満 5,000円 

ウ 5,000円未満 当該水質検査に要した額 
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（育成補助金の交付申請） 

第14条 育成補助金の交付を受けようとする自主防災組織は、あらかじめ育成補助金の申請を行

うことを運営補助金申請書に記載し、自主防災組織育成補助金交付申請書（様式第14号）に次

に掲げる書類を添えて、市長の定める期日までに市長に提出しなければならない。 

(1) 補助事業計画書 

(2) 補助事業収入支出予算書 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（一部改正〔平成26年告示437号、平成31年告示556号〕） 

（育成補助金の交付決定） 

第15条 市長は、自主防災組織育成補助金交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審

査し、育成補助金の交付の可否及び額を決定し、自主防災組織育成補助金決定通知書（様式第

15号）により、申請者に通知するものとする。 

（一部改正〔平成26年告示437号、平成31年告示556号〕） 

（育成補助金の変更の申請） 

第16条 自主防災組織は、育成補助金に係る補助事業の内容を変更しようとするときは、自主防

災組織育成補助金変更申請書（様式第16号。以下「変更申請書」という。）に変更内容を記載

して、市長に提出しなければならない。ただし、購入する資機材の種類の変更又は補助金額の

増額を伴う変更は、これを行うことができない。 

２ 市長は、変更申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、補助金額が前条の規定

により決定した額と比べて減額となる場合においては、補助金額の変更について決定し、自主

防災組織育成補助金変更通知書（様式第17号）により申請者に通知するものとする。 

（一部改正〔平成26年告示437号〕） 

（育成補助金事業の廃止の承認） 

第17条 自主防災組織は、育成補助金に係る補助事業の全てを廃止しようとするときは、遅滞な

く、自主防災組織育成補助金事業廃止承認申請書（様式第18号）を市長に提出しなければなら

ない。 
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２ 市長は、自主防災組織育成補助金事業廃止承認申請書を受理した場合には、速やかにその内

容を審査し、補助事業の廃止を承認したときは、自主防災組織育成補助金事業廃止承認通知書

（様式第19号）により申請者に通知するものとする。 

（追加〔平成31年告示556号〕） 

（運営補助金又は育成補助金の実績報告） 

第18条 第８条第１項又は第15条若しくは第16条第２項の規定により、運営補助金又は育成補

助金の交付決定を受けた申請者は、事業完了後、自主防災組織運営・育成補助事業完了報告書

（様式第20号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 補助事業実績報告書（様式第21号） 

(2) 補助事業収入支出決算書（様式第22号） 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（一部改正〔平成26年告示437号、平成31年告示556号〕） 

（運営補助金の補助額の確定等） 

第19条 市長は、申請者から前条の規定により報告書等の提出があった場合において、当該報告

書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業（運営補助金に

係る事業に限る。）の結果が運営補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付す

べき運営補助金の額を確定し、自主防災組織運営補助金交付確定通知書（様式第23号）によ

り、当該申請者に通知する。 

２ 自主防災組織は、前項の規定による通知を受けた後、自主防災組織運営補助金又は育成補助

金精算払請求書（様式第24号）により、運営補助金の交付を請求するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による請求に基づき、自主防災組織に運営補助金を交付する。 

４ 前２項の規定にかかわらず、市長は、自主防災組織の運営のため特に必要があると認めると

きは、事業完了前に運営補助金の交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することがで

きる。 

５ 自主防災組織は、前項の規定により概算払による運営補助金の交付を請求するときは、自主

防災組織運営補助金又は育成補助金概算払請求書（様式第25号）を市長に提出しなければなら
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ない。 

（一部改正〔平成26年告示437号、平成31年告示556号〕） 

（育成補助金の補助額の確定等） 

第20条 市長は、申請者から第18条の規定により報告書等の提出があった場合において、当該

報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業（育成補助

金に係る事業に限る。）の結果が育成補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交

付すべき育成補助金の額を確定し、自主防災組織育成補助金交付確定通知書（様式第26号）に

より、当該申請者に通知するものとする。 

２ 自主防災組織は、前項の規定による通知を受けた後、自主防災組織運営補助金又は育成補助

金精算払請求書により、育成補助金の交付を請求するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による請求に基づき、自主防災組織に育成補助金を交付する。 

４ 前２項の規定にかかわらず、市長は、補助事業の達成のため特に必要があると認めるとき

は、事業完了前に育成補助金の交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができ

る。 

５ 自主防災組織は、前項の規定により概算払による育成補助金の交付を請求するときは、自主

防災組織運営補助金又は育成補助金概算払請求書を市長に提出しなければならない。 

（一部改正〔平成20年告示576号・26年437号・31年556号〕） 

（検査又は報告） 

第21条 市長は、補助金を交付した自主防災組織に対して、必要と認めるときは、その状況を検

査し、又は報告を求めることができる。 

（一部改正〔平成26年告示437号〕） 

（交付決定の取消等） 

第22条 市長は、自主防災組織が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付

決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金を交付して

いるときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命じるものとする。 

(1) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。 
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(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3) 第５条第２項各号のいずれかに該当するとき。 

(4) 第19条第４項又は第20条第４項の規定に基づき概算払により交付した補助金の額が、第

19条第１項又は第20条第１項の規定により確定した補助金の額を超えるとき。 

(5) 前各号に掲げる場合のほか、自主防災組織が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付

した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の決定の全部又は一部を取り消したときは、自主防災組織

補助金交付決定取消等通知書（様式第27号）により、自主防災組織に対し通知するものとす

る。 

（追加〔平成31年告示556号〕） 

（財産の処分の制限） 

第23条 自主防災組織は、育成補助金の交付により取得した資機材を、市長の承認を得ないで補

助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただ

し、自主防災組織が当該資機材に係る補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補

助金の交付の目的及び当該資機材の耐用年数を勘案して市長が指定する期間を経過した場合

は、この限りでない。 

（追加〔平成31年告示556号〕） 

（関係書類の整備） 

第24条 自主防災組織は、補助事業に係る経費の収入支出を明らかにした書類、帳簿等を整備

し、当該補助事業の完了した年度の翌年度から５年間保存しておかなければならない。 

２ 自主防災組織は、育成補助金の交付により取得した資機材の保管状況を記載した一覧を整備

し、当該資機材を取得した日の属する年度の翌年度から５年間保存しておかなければならな

い。 

（追加〔平成26年告示437号〕）（一部改正〔31年556号〕） 

（その他） 

第25条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
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（一部改正〔平成26年告示437号〕） 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（さいたま市自主防災組織育成補助金交付要綱の廃止） 

２ さいたま市自主防災組織育成補助金交付要綱（平成13年さいたま市告示第82号）は、廃止

する。 

（経過措置） 

３ この告示の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、前項の規定による廃止前の

さいたま市自主防災組織育成補助金交付要綱（以下「旧要綱」という。）の規定により届出の

あった自主防災組織（旧要綱附則第２項又は第４項の規定によりみなされるものを含む。）

は、この告示の規定により届出のあった自主防災組織とみなす。 

４ 施行日の前日までに、旧要綱の規定により届出のあった防災対策用指定井戸（旧要綱附則第

３項の規定によりみなされるものを含む。）は、この告示の規定により届出のあった防災対策

用指定井戸とみなす。 

５ 前２項に掲げるもののほか、施行日の前日までに旧要綱の規定によりなされた手続は、この

告示の相当規定によりなされた手続とみなす。 

附 則（平成20年５月28日告示第576号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成21年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後のさいたま市自主防災組織補助金交付要綱第16条及び様式第16号か

ら様式第18号までの規定は、平成20年度以後の補助事業について適用し、平成19年度の補助

事業については、なお従前の例による。 

附 則（平成26年３月25日告示第437号） 

（施行期日） 
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１ この告示は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後のさいたま市自主防災組織補助金交付要綱の規定は、この告示の施行

の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付につい

ては、なお従前の例による。 

附 則（平成26年８月１日告示第1144号） 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前のさいたま市自主防災組織補助金交付要綱様

式第15号及び様式第23号の規定により作成されている様式については、当分の間、適宜修正

の上使用することができる。 

附 則（平成31年３月29日告示556号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月31日告示580号） 

（施行期日） 

 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和３年４月30日告示777号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年５月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日から令和６年３月３１日までの間、補助金の申請（この告示による改正

後のさいたま市自主防災組織補助金交付要綱（以下「改正後の要綱」という。）第７条の規定
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による申請をいう。）の日において地区防災計画を策定していない自主防災組織に対する補助

金の交付については、改正後の要綱第１０条第１項、様式第６号及び様式第１２号の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 

（一部改正〔令和５年告示605号〕） 

附 則（令和５年３月31日告示605号） 

この告示は、公布の日から施行する。 
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 【資料２－３０】医療救護所一覧・医療救護班の職種別構成の目安 
 

◎ 医療救護所一覧 
・ 震度６弱以上かつ被災状況により開設 

区 名 医療救護所（被災状況により開設） 
西 区 指扇病院敷地内 西区宝来１２９５－１ 
北 区 彩の国東大宮メディカルセンター敷地内 北区土呂町１５２２ 
北 区 さいたま北部医療センター敷地内 北区宮原町１丁目８５１ 
大宮区 自治医科大学附属さいたま医療センター敷地内 大宮区天沼町１丁目８４７ 
見沼区 さいたま記念病院敷地内 見沼区東宮下１９６ 
中央区 さいたま赤十字病院敷地内 中央区新都心１－５ 
桜 区 三愛病院敷地内 桜区田島４丁目３５－１７ 
浦和区 埼玉メディカルセンター敷地内 浦和区北浦和４丁目９－３ 
南 区 秋葉病院敷地内 南区根岸５丁目１３－１０ 
緑 区 共済病院敷地内 緑区原山３丁目１５－３１ 
岩槻区 丸山記念総合病院敷地内 岩槻区本町２丁目１０－５ 

 
◎ 医療救護班の職種別構成の目安 

医   師 看  護  師 トリアージ補助員 事  務  員 
１人 ３人 １人 １人 
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【資料２－３１】トリアージ・タッグ 
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【資料２－３２】医療救護の実施体制 

 
１ 実施責任者 

市長 

 

２ 災害救助法が適用された場合の実施基準 

  ⑴ 医療 

 一 般 基 準 備 考 

対象者 災害により医療の途を失った者 あくまでも応急的な処置 

医療の 

実施 

救護班により行う。ただし、急迫した事業

がありやむを得ない場合は、病院又は診療

所において医療（施術）（注）を行うこと

ができる。 

（注）あん摩マッサージ指

圧師、はり師、きゅう師、

柔道整復師による施術を含

む 

医療の 

範囲 

①診療 ②薬剤又は治療材料の支給、 

③処置、手術その他の治療及び施術 

④病院又は診療所への収容 ⑤看護 

 

救助期間 災害発生の日から１４日以内 特別基準の設定が可能 

対象経費 救護班 使用した薬剤、治療材料、破損

した医療器具等の修繕費等の実

費 

 

病院又は 

診療所 

国民健康保険の診療報酬の額以

内 

 

施術者 協定料金の額以内  

 

  ⑵ 助産 

   一 般 基 準 備 考 

対象者 災害発生の日以前又は以後の７日以内に分

べんした者であって、災害のため助産の途

を失った者 

出産のみならず、死産及び

流産を含み現に助産を要す

る状態にある者を含む 

医療の 

実施 

救護班によって行われることが望ましい

が、出産は一刻を争う場合も多いので助産

師によることも差し支えない 

 

医療の 

範囲 

①分べんの介助 

②分べん前及び分べん後の処置 

③脱脂綿、ガーゼ、その他の衛生材料の支

給 

 

救助期間 災害発生の日から７日以内 特別基準の設定が可能 

対象経費 救護班 使用した衛生材料費等の実費  

助産師 慣行料金の 100 分の 80 以内の額  
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３ 医療救護の体制 

地震災害後の医療救護体制は、次のように構成される。 

⑴ 災害現場の負傷者等は、救急隊が災害現場等でトリアージ及び応急処置を実施し、

重症者から市内救護医療機関へ搬送する。また、医療救護所に収容された負傷者等は、

救護班がトリアージ及び応急処置を実施し、同様に重症者から市内救護医療機関へ搬

送する。 

⑵ 市内救護医療機関で対処できない重症と判断された患者については、市外あるいは

県外の高度医療機関等へ庁用車、救急車、ヘリコプター等により傷病者を搬送する。 

 

※ 医療救護体制の流れは、共通編 第２部 第２章 第４節 第３「後方医療体制の整備」

を準用する。 
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【資料２－３３】応急給水場所一覧表 ■ 浄・配水場

（水道総務課） ● 災害用貯水タンク
▲ 非常災害用井戸

馬 宮 配 水 場 飯田新田351 ■ 土 合 浄 水 場 西堀8-25-30 ■
北 部 配 水 場 宝来880-1 ■ 西 部 配 水 場 神田646 ■
指 扇 小 学 校 西大宮1-49-6 ● 中 島 小 学 校 中島1-28-1 ●
馬 宮 中 学 校 二ツ宮589-1 ● 栄 和 小 学 校 栄和1-7-1 ●
土 屋 中 学 校 土屋1766-1 ● 大 久 保 東 小 学 校 大久保領家331 ●
大 宮 西 中 学 校 三橋6-1558 ● 新 開 小 学 校 新開2-18-1 ▲
指 扇 北 小 学 校 中釘1506-1 ▲ 上 大 久 保 中 学 校 上大久保861-1 ▲
栄 小 学 校 飯田811 ▲ 田 島 中 学 校 田島10-13-1 ▲
指 扇 中 学 校 西大宮3-31-1 ▲ 北 浦 和 浄 水 場 針ケ谷1-18-2 ■
大 宮 西 小 学 校 三橋5-1359 ▲ 東 浦 和 浄 水 場 駒場2-4-3 ■
高 鼻 浄 水 場 盆栽町200 ■ 岸 町 小 学 校 岸町5-20-4 ●

日 進 浄 水 場 日進町1-734 ■ 高 砂 小 学 校 岸町4-1-29 ●
日 進 北 小 学 校 日進町3-178 ● 木 崎 小 学 校 領家4-19-4 ●
日 進 中 学 校 櫛引町2-503-1 ● 大 東 小 学 校 大東3-14-1 ●
宮 原 小 学 校 宮原町4-102-6 ● 大 原 中 学 校 大原3-1-11 ●
つ ば さ 小 学 校 宮原町3-902-4 ● 常 盤 中 学 校 針ケ谷4-1-9 ●

大 宮 別 所 小 学 校 別所町42-1 ● 上 木 崎 小 学 校 上木崎3-4-3 ●
大 砂 土 小 学 校 本郷町1 ● 市 営 浦 和 球 場 本太4-25 ●
東 大 成 小 学 校 東大成町2-12 ● 仲 本 小 学 校 本太2-12-31 ▲
前 谷 公 園 吉野町1-9 ● 木 崎 中 学 校 瀬ケ崎2-17-1 ▲
つ つ じ ケ 丘 公 園 吉野町2-213 ● 水 道 庁 舎 常盤6-15-20 ▲
水道総合センター 東大成町2-445-1 ▲ 旧 南 浦 和 浄 水 場 南本町1-16-22 ■
大 宮 配 水 場 桜木町4-534-1 ■ 白 幡 配 水 場 白幡6-15-16 ■
新 都 心 配 水 場 吉敷町4-265 ■ 大 谷 場 小 学 校 南浦和1-18-3 ●
大 宮 南 小 学 校 吉敷町3-87 ● 谷 田 小 学 校 太田窪5-10-6 ●
大 宮 東 小 学 校 堀の内町3-145 ● 善 前 小 学 校 太田窪2500-1 ●
大 宮 北 小 学 校 宮町3-84 ● 大 谷 口 中 学 校 広ケ谷戸21 ●
桜 木 中 学 校 桜木町4-219 ● 南 浦 和 中 学 校 辻6-1-33 ●
大 成 小 学 校 大成町2-282 ● 文 蔵 小 学 校 文蔵5-16-29 ●
三 橋 小 学 校 三橋2-20 ● 浦 和 大 里 小 学 校 別所7-14-28 ●
大宮国際中等教育学校 三橋4-96 ● 西 浦 和 小 学 校 曲本1-3-5 ●
大 宮 東 中 学 校 堀の内町1-99 ▲ 沼 影 市 民 プ ー ル 沼影2-7-35 ●
東 大 宮 浄 水 場 東大宮4-51-1 ■ 南 浦 和 小 学 校 白幡1-1-20 ▲
東 部 配 水 場 御蔵1567-1 ■ 南 部 配 水 場 上野田992-1 ■
深 作 配 水 場 深作921-1 ■ 尾 間 木 配 水 場 東浦和3-7-25 ■
大 宮 八 幡 中 学 校 南中丸357 ● 原 山 中 学 校 太田窪1-10-22 ●
七 里 小 学 校 東宮下312 ● 美 園 中 学 校 大崎2550-3 ●
大 谷 中 学 校 大谷1634-2 ● 大 門 小 学 校 大門1189 ●
蓮 沼 小 学 校 蓮沼1070 ● 尾 間 木 中 学 校 東浦和4-29-1 ●
春 里 中 学 校 小深作268-19 ● 三 室 小 学 校 三室1994 ●
大 砂 土 東 小 学 校 大和田町2-998 ● 松 芝 公 園 芝原2-4 ●
大 宮 体 育 館 大和田町1-305 ● 美 園 北 小 学 校 美園2-12-11 ●
片 柳 中 学 校 御蔵551 ▲ 東 浦 和 中 学 校 中尾1207-1 ▲
島 小 学 校 島町533-2 ▲ 道 祖 土 小 学 校 道祖土1-1-1 ▲
海 老 沼 小 学 校 東新井710-5 ▲ さいたま市立病院 三室2460 ▲
鈴 谷 小 学 校 鈴谷5-1-1 ● 金 重 配 水 場 金重52-18 ■
与 野 西 中 学 校 鈴谷8-10-33 ● 南 下 新 井 配 水 場 南下新井907-8 ■
与 野 西 北 小 学 校 円阿弥4-3-7 ● 相 野 原 配 水 場 相野原267-1 ■
下 落 合 小 学 校 上落合1-7-33 ● 岩 槻 本 丸 公 民 館 本丸3-17-1 ●
上 落 合 公 園 上落合4-11 ● 岩 槻 諏 訪 公 園 諏訪4-4 ●
与 野 公 園 本町西1-14 ● 西 原 小 学 校 西原6-25 ●
中 央 区 役 所 下落合5-7-10 ● 柏 陽 中 学 校 真福寺454 ●
与 野 八 幡 小 学 校 本町東5-23-14 ▲ 岩 槻 中 学 校 仲町1-14-35 ●
与 野 南 中 学 校 大戸2-6-25 ▲ 城 北 小 学 校 岩槻6619 ●
与 野 中 央 公 園 新中里4-7 ▲ 川 通 中 学 校 長宮435 ●
八 王 子 公 園 八王子4-2 ▲

(令和7年4月1日現在)

設　　置　　場　　所

西
区

設　　置　　場　　所
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区
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区
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区
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宮
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【資料２－３４】応急給水資機材整備状況（水道総務課） 

 

種別 能力 数量 保管場所 

給水車 4.0 m3 1 台 水道庁舎 

  1 台 北部水道営業所 

 2.0 m3 1 台 水道庁舎 

 1.8 m3 1 台 水道庁舎 

  1 台 北部水道営業所 

  1 台 針ヶ谷庁舎 

  1 台 水道総合センター 

 1.65 m3 1 台 北部水道営業所 

  1 台 針ヶ谷庁舎 

 1.6 m3 1 台 針ヶ谷庁舎 

計 10 台  

折畳式給水 1.0 m3 2 基 東部配水場 

コンテナ  2 基 西部配水場 

  2 基 南部配水場 

  2 基 北部配水場 

  2 基 尾間木配水場 

  2 基 白幡配水場 

  2 基 深作配水場 

  2 基 大宮配水場 

  2 基 相野原配水場 

  2 基 金重配水場 

  2 基 南下新井配水場 

  2 基 東浦和浄水場 

  4 基 旧南浦和浄水場 

  2 基 北浦和浄水場 

  2 基 土合浄水場 

  2 基 東大宮浄水場 

  2 基 日進浄水場 

  2 基 高鼻浄水場 

  162 基 水道総合センター内 

計 200 基  

給水タンク 1.0 m3 3 基 水道総合センター内 

計 3 基  

      
（令和７年４月１日現在） 
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【資料２－３５】指定避難所・指定緊急避難場所・広域避難場所一覧

令和７年４月現在

指定避難所
№ 施設・場所名 所在地

地震 洪水 崖崩れ 大規模な火事
（広域避難場所） 区分

1 指扇小学校 西区西大宮１ー４９ー６
048-623-0133
048-624-2200 ○

２階
以上

○ 　　　指定

2 馬宮東小学校 西区大字西遊馬１８９ー１
048-624-4452
048-624-2247 ○ × ○ 　　　指定

3 馬宮西小学校 西区大字飯田新田１８９ー２
048-624-4041
048-624-2273 ○

３階
以上

○ 　　　指定

4 植水小学校 西区大字中野林２２５ー１
048-624-4235
048-624-2280 ○

３階
以上

○ 　　　指定

5 大宮西小学校 西区三橋５ー１３５９
048-624-0035
048-624-2316 ○

２階
以上

○ 　　　指定

6 栄小学校 西区大字飯田８１１
048-623-0775
048-624-2336 ○

３階
以上

○ 　　　指定

7 宮前小学校 西区宮前町３４１
048-623-8121
048-624-2357 ○

２階
以上

○ 　　　指定

8 指扇北小学校 西区大字中釘１５０６ー１
048-622-4131
048-624-2358 ○

２階
以上

○ 　　　指定

9 指扇中学校 西区西大宮３ー３１ー１
048-624-6234
048-624-2479 ○ ○ ○ 　　　指定

10 馬宮中学校 西区大字二ツ宮５８９ー１
048-624-0623
048-624-2131 ○

３階
以上

○ 　　　指定

11 大宮西中学校 西区三橋６ー１５５８
048-624-4339
048-624-2132 ○ ○ ○ 　　　指定

12 宮前中学校 西区宮前町１４６７ー１
048-623-7381
048-624-2133 ○

２階
以上

○ 　　　指定

13 植水中学校 西区大字三条町３４５ー１
048-623-2581
048-624-2134 ○

３階
以上

○ 　　　指定

14 土屋中学校 西区大字土屋１７６６ー１
048-622-4611
048-624-2135 ○

３階
以上

○ 　　　指定

15 県立大宮光陵高等学校 西区大字中野林１４５
048-622-1277
048-620-1901 ○

３階
以上

○ 　　　指定

16 県立大宮南高等学校 西区大字植田谷本７９３
048-623-7329
048-620-1904 ○

３階
以上

○ 　　　指定

17 県立大宮武蔵野高等学校 西区大字西遊馬１６０１
048-622-0181
048-620-1903 ○ × ○ 　　　指定

18 三橋総合公園体育館 西区三橋５ー１９０
048-623-0505
048-623-0505

　　　指定

19 健康福祉センター西楽園 西区大字宝来６０ー１
048-624-0486
048-624-4757

　　　指定

指定緊急避難場所
電話番号
FAX番号

西区

指定緊急避難場所
…災害が発生し、又はその恐れがある場合に、その危険から逃れるためのもの

災害種類ごとに指定（大規模な火事に対応するものは、広域避難場所とする）

指定避難所
…災害の危険性があり避難した住民が、一定期間滞在し、生活者の生活環境を確保するもの

【凡例】

指定緊急避難場所

○ ：使用可

２階以上：避難場所施設の

２階以上のみ使用可

３階以上：避難場所施設の

３階以上のみ使用可

× ：使用不可

指定避難所

指定 ：指定避難所として指定

要配慮者優先：高齢者・障害者等の優先避難所

／ ：指定対象外

開設する避難所は、災害の種類や規模、施設の

被害状況によって決定しますので、市からの避

難所開設情報に注意してください。
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【資料２－３５】指定避難所・指定緊急避難場所・広域避難場所一覧

指定避難所
№ 施設・場所名 所在地

地震 洪水 崖崩れ 大規模な火事
（広域避難場所） 区分

指定緊急避難場所
電話番号
FAX番号

20 県立大宮北特別支援学校 西区中釘後谷２２９０ー１
048-622-7111
048-620-1902 ○ × ○ 指定

（要配慮者優先）

21 指扇公民館 西区西大宮２ー１３ー１
048-622-4424
048-623-3014

指定
（要配慮者優先）

22 馬宮公民館 西区西遊馬２３６ー２
048-623-1904
048-623-3106

指定
（要配慮者優先）

23 植水公民館 西区中野林１７３ー２
048-623-0989
048-623-3076

指定
（要配慮者優先）

24 内野公民館 西区三橋６ー１４５７ー１
048-623-5735
048-623-5755

指定
（要配慮者優先）

25 西遊馬公園 西区西遊馬３４３３ー１ 外
048-623-6135

－ ○ × ○ ○

26 三橋総合公園 西区三橋５ー１９０
048-623-0505

－ ○ × ○ ○

27 鴨川みずべの里 西区大字水判土１０９ー１
－
－ ○ × ○

28 宝来運動公園 西区大字宝来２０２２ー１
－
－ ○ × ○

29 秋葉の森総合公園 西区大字中釘１２４１ー１先
－
－ ○ × ○ ○

30 埼玉栄高等学校 西区西大宮３ー１１ー１
048-624-6488

－ ○ × ○

31 東大成小学校 北区東大成町２ー１２
048-663-3210
048-663-9883 ○ ○ ○ 　　　指定

32 日進小学校 北区日進町２ー９１１
048-663-6942
048-664-8988 ○ ○ ○ 　　　指定

33 日進北小学校 北区日進町３ー１７８
048-663-1842
048-663-9884 ○ ○ ○ 　　　指定

34 宮原小学校 北区宮原町４ー１０２ー６
048-664-5153
048-664-8989 ○ ○ ○ 　　　指定

35 植竹小学校 北区植竹町２ー１
048-663-7627
048-663-9885 ○ ○ ○ 　　　指定

36 大砂土小学校 北区本郷町１
048-663-7005
048-663-9886 ○ ○ ○ 　　　指定

37 大宮別所小学校 北区別所町４２ー１
048-667-3633
048-667-8770 ○ ○ ○ 　　　指定

38 泰平小学校 北区今羽町６２８
048-651-5637
048-651-4831 ○ × ○ 　　　指定

39 つばさ小学校 北区宮原町３ー９０２ー４
048-661-0283
048-653-4714 ○ ○ ○ 　　　指定

40 日進中学校 北区櫛引町２ー５０３ー１
048-663-1251
048-663-0834 ○ ○ ○ 　　　指定

41 宮原中学校 北区宮原町４ー１２９
048-663-0961
048-663-9881 ○ ○ ○ 　　　指定

42 植竹中学校 北区土呂町３５２
048-663-2115
048-665-6377 ○ ○ ○ 　　　指定

43 泰平中学校 北区本郷町１９９１
048-651-4134
048-651-4626 ○ × ○ 　　　指定

44 土呂中学校 北区見沼３ー７５
048-654-5100
048-654-5115 ○ × ○ 　　　指定

45 大宮北高等学校 北区奈良町９１ー１
048-663-2912
048-653-7922 ○ ○ ○ 　　　指定

46 県立大宮工業高等学校 北区本郷町１９７０
048-651-0445
048-660-1904 ○ × ○ 　　　指定

47 県立大宮中央高等学校 北区櫛引町２ー４９９ー１
048-652-6481
048-660-1905 ○ ○ ○ 　　　指定

北区
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【資料２－３５】指定避難所・指定緊急避難場所・広域避難場所一覧

指定避難所
№ 施設・場所名 所在地

地震 洪水 崖崩れ 大規模な火事
（広域避難場所） 区分

指定緊急避難場所
電話番号
FAX番号

48 県立大宮ろう学園 北区植竹町２ー６８
048-663-7525
048-660-1906 ○ ○ ○ 　　　指定

49 日進公民館 北区日進町２ー１１９５ー２
048-663-6611
048-651-4084

指定
（要配慮者優先）

50 宮原公民館 北区宮原町４ー６６ー４
048-667-0621
048-651-4089

指定
（要配慮者優先）

51 大砂土公民館 北区本郷町２８４
048-666-3593
048-651-4043

指定
（要配慮者優先）

52 植竹公民館 北区盆栽町４３０
048-666-1127
048-651-4079

指定
（要配慮者優先）

53 日進公園 北区日進町１ー３１１
－
－ ○ ○ ○

54 番場公園 北区日進町２ー１４３５ー１
－
－ ○ × ○

55 うねうね公園 北区日進町２ー１９１６ー３
－
－ ○ ○ ○

56 市民の森・見沼グリーンセンター 北区見沼２ー９４　
048-664-5915

－ ○ ○ ○ ○

57 きたまちしましま公園 北区宮原町１ー８５９
－
－ ○ ○ ○

58 宮原公園・宮原南公園 北区宮原町２ー７９、２ー７３ー１
－
－ ○ ○ ○

59 東宮原ぼうさい広場 北区宮原町２－１２５－１
－
－ ○ ○ ○

60 松原公園 北区宮原町４ー４２
－
－ ○ ○ ○

61 前谷公園 北区吉野町１ー８ー５、１ー７ー
－
－ ○ ○ ○

62 吉野公園 北区吉野町１ー３７９ー１
－
－ ○ ○ ○

63 つつじヶ丘公園 北区吉野町２ー２１３
－
－ ○ ○ ○

64 土呂公園 北区土呂町１ー４２
－
－ ○ ○ ○

65 本郷第１公園 北区本郷町８９０ー１
－
－ ○ × ○

66 三貫清水緑地 北区奈良町５７ー１
－
－ ○ × ○

67 農業機械研究部門 北区日進町１ー４０ー２
048-654-7000

－ ○ ○ ○ ○

68 大宮小学校 大宮区大門町３ー３
048-641-7051
048-645-1655 ○ ○ ○ 　　　指定

69 大宮東小学校 大宮区堀の内町３ー１４５
048-644-0311
048-645-4590 ○ ○ ○ 　　　指定

70 大宮南小学校 大宮区吉敷町３ー８７
048-641-0339
048-641-0366 ○ ○ ○ 　　　指定

71 大宮北小学校 大宮区宮町３ー８４
048-644-0123
048-644-5603 ○ ○ ○ 　　　指定

72 桜木小学校 大宮区桜木町４ー３２８ー９
048-641-0276
048-645-5934 ○ × ○ 　　　指定

73 三橋小学校 大宮区三橋２ー２０
048-641-0792
048-644-7322 ○ ○ ○ 　　　指定

74 大成小学校 大宮区大成町２ー２８２
048-663-1007
048-663-9882 ○ ○ ○ 　　　指定

75 芝川小学校 大宮区天沼町２ー１０７７
048-644-7544
048-644-5604 ○ × ○ 　　　指定

大宮区
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【資料２－３５】指定避難所・指定緊急避難場所・広域避難場所一覧

指定避難所
№ 施設・場所名 所在地

地震 洪水 崖崩れ 大規模な火事
（広域避難場所） 区分

指定緊急避難場所
電話番号
FAX番号

76 上小小学校 大宮区上小町１３３７ー１
048-644-6251
048-644-5633 ○ ○ ○ 　　　指定

77 大宮東中学校 大宮区堀の内町１ー９９
048-641-0808
048-645-1922 ○ ○ ○ 　　　指定

78 大宮南中学校 大宮区天沼町２ー３６２
048-641-1142
048-641-5356 ○ ○ ○ 　　　指定

79 大宮北中学校 大宮区寿能町１ー２１
048-641-1214
048-641-5364 ○ ○ ○ 　　　指定

80 桜木中学校 大宮区桜木町４ー２１９
048-641-0459
048-645-4584 ○ × ○ 　　　指定

81 三橋中学校 大宮区三橋１ー１３００
048-641-0793
048-641-6288 ○

２階
以上

○ 　　　指定

82 大成中学校 大宮区大成町２ー３７９
048-663-1008
048-663-9880 ○ ○ ○ 　　　指定

83 第二東中学校 大宮区天沼町１ー７６０
048-643-2133
048-643-3298 ○ × ○ 　　　指定

84 大宮国際中等教育学校 大宮区三橋４ー９６
048-622-8200
048-622-6700 ○

２階
以上

○ 　　　指定

85 県立大宮高等学校 大宮区天沼町２ー３２３
048-641-0931
048-640-1965 ○ ○ ○ 　　　指定

86 大宮南公民館 大宮区吉敷町４ー２２３ー２
048-641-4980
048-641-3958

指定
（要配慮者優先）

87 大宮中部公民館 大宮区仲町３ー３０ー２
048-641-8955
048-641-3929

指定
（要配慮者優先）

88 大宮北公民館 大宮区宮町３ー１１３ー３
048-641-3747
048-641-3985

指定
（要配慮者優先）

89 三橋公民館 大宮区三橋２ー２０
048-642-6893
048-641-3897

指定
（要配慮者優先）

90 大成公民館 大宮区大成町２ー３３５ー１
048-663-4927
048-651-4082

指定
（要配慮者優先）

91 大宮東公民館 大宮区堀の内町３ー１４０
048-643-4391
048-641-3927

指定
（要配慮者優先）

92 大宮ふれあい福祉センター 大宮区土手町１ー２１３ー１
048-667-0698
048-667-1300

指定
（要配慮者優先）

93 合併記念見沼公園 大宮区天沼町１ー９４１外
－
－ ○ × ○

94 大平公園 大宮区三橋１ー５５
－
－ ○ ○ ○

95 大宮公園
大宮区高鼻町、寿能町、堀の内町、
見沼区大和田町地内

－
－ ○ ○ ○ ○

96 大宮第二公園
大宮区寿能町、
見沼区大和田町地内

－
－ ○ × ○ ○

97 大宮第三公園 大宮区堀の内町地内
－
－ ○ × ○ ○

98 大和田公園 大宮区寿能町、見沼区大和田町 外
－
－ ○ × ○ ○

99 さいたま新都心公園
大宮区北袋町１ー１９０ー２４、
１－２９７－５

－
－ ○ ○ ○

100 氷川緑地 大宮区大門町３ー４７
－
－ ○ ○ ○

101 天沼緑地 大宮区天沼町１ー６７６ー１
－
－ ○ × ○

102 大砂土東小学校 見沼区大和田町２ー９９８
048-684-8003
048-684-8965 ○ ○ ○ 　　　指定

103 見沼小学校 見沼区東大宮２ー４５
048-663-7342
048-663-9887 ○

２階
以上

○ 　　　指定

見沼区
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資料編　第２部　予防・応急活動関係
【資料２－３５】指定避難所・指定緊急避難場所・広域避難場所一覧

指定避難所
№ 施設・場所名 所在地

地震 洪水 崖崩れ 大規模な火事
（広域避難場所） 区分

指定緊急避難場所
電話番号
FAX番号

104 片柳小学校 見沼区大字東新井２４４ー１
048-683-3174
048-683-8971 ○ ○ ○ 　　　指定

105 七里小学校 見沼区大字東宮下３１２
048-683-3513
048-683-8993 ○ ○ ○ 　　　指定

106 春岡小学校 見沼区春岡２ー２９ー１
048-683-3281
048-683-8974 ○ ○ ○ 　　　指定

107 蓮沼小学校 見沼区大字蓮沼１０７０
048-684-3678
048-684-8964 ○ ○ ○ 　　　指定

108 大谷小学校 見沼区大字大谷１８
048-685-8511
048-685-5137 ○ ○ ○ 　　　指定

109 島小学校 見沼区島町５３３ー２
048-685-0607
048-685-5187 ○ ○ ○ 　　　指定

110 東宮下小学校 見沼区大字東宮下２１５ー１
048-685-3652
048-685-5119 ○ × ○ 　　　指定

111 海老沼小学校 見沼区大字東新井７１０ー５
048-686-2125
048-686-5350 ○ ○ ○ 　　　指定

112 春野小学校 見沼区春野１ー１０ー１
048-685-3055
048-685-3488 ○ × ○ 　　　指定

113 大砂土中学校 見沼区東大宮１ー１００ー１
048-684-8004
048-684-8966 ○ ○ ○ 　　　指定

114 片柳中学校 見沼区大字御蔵５５１
048-683-3173
048-683-8963 ○ ○ ○ 　　　指定

115 春里中学校 見沼区大字小深作２６８ー１９
048-683-3458
048-683-8979 ○ ○ ○ 　　　指定

116 七里中学校 見沼区東宮下１ー１ー１
048-685-0603
048-685-5101 ○ ○ ○ 　　　指定

117 大谷中学校 見沼区大字大谷１６３４ー２
048-685-6982
048-685-5118 ○ ○ ○ 　　　指定

118 大宮八幡中学校 見沼区大字南中丸３５７
048-687-8800
048-687-9301 ○ ○ ○ 　　　指定

119 春野中学校 見沼区春野２ー２ー１
048-682-3951
048-682-3952 ○ × ○ 　　　指定

120 県立大宮商業高等学校 見沼区大和田町１ー３５６
048-683-0674
048-680-1901 ○ ○ ○ 　　　指定

121 県立大宮東高等学校 見沼区大字膝子５６７
048-683-0995
048-680-1900 ○ × ○ 　　　指定

122 大砂土東公民館 見沼区大和田町２ー１４４５
048-684-9226
048-687-9901

指定
（要配慮者優先）

123 片柳公民館 見沼区東新井１１７ー２
048-684-3492
048-687-5585

指定
（要配慮者優先）

124 七里公民館 見沼区東宮下２６５ー１
048-686-4721
048-687-5575

指定
（要配慮者優先）

125 春岡公民館 見沼区深作１ー５ー１
048-685-6911
048-687-9909

指定
（要配慮者優先）

126 東大宮中央公園 見沼区東大宮５ー４２ー１
－
－ ○ ○ ○

127 堀の内公園 見沼区東大宮２ー１５
－
－ ○ ○ ○

128 藁田島公園 見沼区東大宮６ー４２
－
－ ○ ○ ○

129 観音寺下公園 見沼区深作２ー７
－
－ ○ ○ ○

130 堀崎公園 見沼区堀崎町１２ー１
－
－ ○ ○ ○

131 七里総合公園 見沼区大字大谷、大字膝子
－
－ ○ × ○ ○

132 砂中央公園 見沼区東大宮７ー４２
－
－ ○ ○ ○
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資料編　第２部　予防・応急活動関係
【資料２－３５】指定避難所・指定緊急避難場所・広域避難場所一覧

指定避難所
№ 施設・場所名 所在地

地震 洪水 崖崩れ 大規模な火事
（広域避難場所） 区分

指定緊急避難場所
電話番号
FAX番号

133 鎌倉公園 見沼区大字御蔵１３９３ー１
－
－ ○ ○ ○

134 春岡中央公園 見沼区春岡３ー４２ー１
－
－ ○ ○ ○

135 アーバンみらい公園 見沼区春野１ー１６３４ー３
－
－ ○ × ○

136 芝浦工業大学 見沼区大字深作３０７
－
－ ○ ○ ○

137 与野本町小学校 中央区本町東３－５－２３
048-852-4444
048-852-9223 ○ ○ ○ 　　　指定

138 上落合小学校 中央区上落合４－１４－２４
048-852-5381
048-852-0150 ○ ○ ○ 　　　指定

139 大戸小学校 中央区新中里１－６－２８
048-831-3796
048-831-3589 ○ ○ ○ 　　　指定

140 下落合小学校 中央区上落合１－７－３３
048-852-2280
048-852-0188 ○ ○ ○ 　　　指定

141 与野西北小学校 中央区円阿弥４－３－７
048-853-0109
048-853-6110 ○ ○ ○ 　　　指定

142 鈴谷小学校 中央区鈴谷５－１－１
048-852-5675
048-852-1917 ○ × ○ 　　　指定

143 与野八幡小学校 中央区本町東５－２３－１４
048-854-5561
048-854-5560 ○

２階
以上

○ 　　　指定

144 与野南小学校 中央区大戸６－２－２５
048-831-0157
048-831-0122 ○ × ○ 　　　指定

145 与野東中学校 中央区下落合３－２１－１０
048-831-4527
048-831-4505 ○

２階
以上

○ 　　　指定

146 与野西中学校 中央区鈴谷８－１０－３３
048-852-6235
048-852-6253 ○ ○ ○ 　　　指定

147 与野南中学校 中央区大戸２－６－２５
048-852-1579
048-852-1937 ○ × ○ 　　　指定

148 八王子中学校 中央区八王子４－２－１
048-854-8381
048-854-8382 ○

３階
以上

○ 　　　指定

149 県立いずみ高等学校 中央区円阿弥７－４－１
048-852-6880
048-840-1047 ○ ○ ○ 　　　指定

150 県立与野高等学校 中央区本町西２－８－１
048-852-4505
048-840-1046 ○ ○ ○ 　　　指定

151 大戸公民館 中央区大戸３－１４－２１
048-832-5495
048-824-3308

指定
（要配慮者優先）

152 与野本町公民館 中央区本町西１－１４－１２
048-853-6007
048-853-6007

指定
（要配慮者優先）

153 上落合公民館 中央区上落合６－９－３
048-852-3132
048-853-8231

指定
（要配慮者優先）

154 下落合公民館 中央区下落合５－４－１７
048-854-3411
048-854-3411

指定
（要配慮者優先）

155 鈴谷公民館 中央区鈴谷７－５－１１
048-859-7322
048-859-7323

指定
（要配慮者優先）

156 与野公園 中央区本町西１－１４
－
－ ○ ○ ○ ○

157 八王子公園 中央区八王子４－２
－
－ ○ × ○

158 与野中央公園 中央区新中里４－７－２
－
－ ○ × ○

159 大戸公園 中央区大戸２－１２２５－１
－
－ ○ × ○

160 下落合環境空間緑道 中央区下落合４－３５－３
－
－ ○ × ○

中央区
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資料編　第２部　予防・応急活動関係
【資料２－３５】指定避難所・指定緊急避難場所・広域避難場所一覧

指定避難所
№ 施設・場所名 所在地

地震 洪水 崖崩れ 大規模な火事
（広域避難場所） 区分

指定緊急避難場所
電話番号
FAX番号

161 土合小学校 桜区西堀７－２１－１
048-862-5156
048-836-1580 ○

２階
以上

○ 　　　指定

162 大久保小学校 桜区五関２１
048-854-7636
048-840-1425 ○

３階
以上

○ 　　　指定

163 栄和小学校 桜区栄和１－７－１
048-853-4022
048-840-1427 ○

３階
以上

○ 　　　指定

164 田島小学校 桜区田島１０－１２－１
048-863-8122
048-836-1578 ○ × ○ 　　　指定

165 大久保東小学校 桜区大久保領家３３１
048-852-3065
048-840-1426 ○

３階
以上

○ 　　　指定

166 新開小学校 桜区新開２－１８－１
048-864-6741
048-836-1577 ○

３階
以上

○ 　　　指定

167 神田小学校 桜区神田５４１－１
048-853-4377
048-840-1428 ○

３階
以上

○ 　　　指定

168 中島小学校 桜区中島１－２８－１
048-854-9900
048-840-1429 ○

２階
以上

○ 　　　指定

169 土合中学校 桜区町谷１－１９－１
048-853-7200
048-840-1432 ○

３階
以上

○ 　　　指定

170 大久保中学校 桜区五関２８２
048-852-3554
048-840-1430 ○

３階
以上

○ 　　　指定

171 田島中学校 桜区田島１０－１３－１
048-864-3451
048-836-1588 ○ × ○ 　　　指定

172 上大久保中学校 桜区上大久保８６１－１
048-855-3901
048-840-1431 ○

３階
以上

○ 　　　指定

173 県立浦和北高等学校 桜区五関５９５
048-855-1000
048-840-1045 ○ × ○ 　　　指定

174 県立浦和工業高等学校 桜区西堀５－１－１
048-862-5634
048-836-1058 ○

３階
以上

○ 　　　指定

175 埼玉大学 桜区下大久保２５５
048-858-9746
048-858-3681 ○

３階
以上

○

176 埼玉大学総合体育館 桜区下大久保２５５
048-858-9746
048-858-3681

　　　指定

177 土合公民館 桜区西堀４－２－３５
048-862-5135
048-862-5135

指定
（要配慮者優先）

178 大久保公民館 桜区五関８３９－２
048-854-8441
048-854-8441

指定
（要配慮者優先）

179 栄和公民館 桜区道場２－１１－２７
048-857-1127
048-857-1127

指定
（要配慮者優先）

180 田島公民館 桜区田島３－２７－６
048-863-0400
048-863-0400

指定
（要配慮者優先）

181 大久保東公民館 桜区大久保領家１３１－６
048-851-6586
048-851-6597

指定
（要配慮者優先）

182 荒川総合運動公園 桜区大字在家５９１
048-857-0451

－ ○ × ○ ○

183 荒川総合運動公園通り 桜区大字在家１３７
－
－ ○ × ○

184 千貫樋水郷公園 桜区大字五関字中島地内
－
－ ○ × ○

185 西堀高沼公園 桜区西堀８－２０１９－２
－
－ ○ × ○

186 荒川彩湖公園 桜区大字田島３５１３－１
－
－ ○ × ○ ○

187 桜草公園 桜区大字田島３５４２－１
－
－ ○ × ○ ○

188 高砂小学校 浦和区岸町４－１－２９
048-829-2737
048-835-1260 ○ ○ ○ 　　　指定

桜区

浦和区
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資料編　第２部　予防・応急活動関係
【資料２－３５】指定避難所・指定緊急避難場所・広域避難場所一覧

指定避難所
№ 施設・場所名 所在地

地震 洪水 崖崩れ 大規模な火事
（広域避難場所） 区分

指定緊急避難場所
電話番号
FAX番号

189 常盤小学校 浦和区常盤９－３０－９
048-831-2349
048-835-1354 ○ ○ ○ 　　　指定

190 木崎小学校 浦和区領家４－１９－４
048-831-2281
048-835-1351 ○ ○ ○ 　　　指定

191 仲本小学校 浦和区本太２－１２－３１
048-882-3008
048-811-1331 ○ ○ ○ 　　　指定

192 本太小学校 浦和区本太２－２６－２５
048-882-3007
048-811-1333 ○ ○ ○ 　　　指定

193 北浦和小学校 浦和区北浦和２－１８－３
048-831-2463
048-835-1352 ○ ○ ○ 　　　指定

194 仲町小学校 浦和区常盤８－１８－４
048-831-4781
048-835-1355 ○ ○ ○ 　　　指定

195 上木崎小学校 浦和区上木崎３－４－３
048-831-3879
048-835-1350 ○ ○ ○ 　　　指定

196 岸町小学校 浦和区岸町５－２０－４
048-861-4320
048-836-1576 ○ ○ ○ 　　　指定

197 針ヶ谷小学校 浦和区領家７－２－１
048-831-9040
048-835-1356 ○ ○ ○ 　　　指定

198 大東小学校 浦和区大東３－１４－１
048-886-7296
048-811-1330 ○ ○ ○ 　　　指定

199 常盤北小学校 浦和区針ヶ谷４－２－１２
048-825-6336
048-835-1353 ○ ○ ○ 　　　指定

200 常盤中学校 浦和区針ヶ谷４－１－９
048-831-3189
048-830-1561 ○ ○ ○ 　　　指定

201 木崎中学校 浦和区瀬ヶ崎２－１７－１
048-886-4302
048-811-1337 ○ ○ ○ 　　　指定

202 本太中学校 浦和区領家１－４－１５
048-886-4305
048-811-1339 ○ ○ ○ 　　　指定

203 大原中学校 浦和区大原３－１－１１
048-831-5397
048-835-1357 ○ × ○ 　　　指定

204 浦和高等学校 浦和区元町１－２８－１７
048-886-2151
048-883-2029 ○ ○ ○ 　　　指定

205 県立浦和高等学校 浦和区領家５－３－３
048-886-3000
048-885-4647 ○ ○ ○ 　　　指定

206 県立浦和西高等学校 浦和区木崎３－１－１
048-831-4847
048-830-1117 ○ ○ ○ 　　　指定

207 県立浦和第一女子高等学校 浦和区岸町３－８－４５
048-829-2031
048-830-1116 ○ ○ ○ 　　　指定

208 埼玉大学教育学部附属小学校 浦和区常盤６－９－４４
048-833-6291
048-833-0968 ○ ○ ○ 　　　指定

209 浦和駒場体育館 浦和区駒場２－５－６
048-885-6010
048-885-6011

　　　指定

210 領家公民館 浦和区領家４－２１－２１
048-831-2265
048-831-2265

指定
（要配慮者優先）

211 浦和南公民館 浦和区神明１－２８－１３
048-822-1088
048-822-1088

指定
（要配慮者優先）

212 上木崎公民館 浦和区上木崎３－２－１４
048-831-5342
048-831-5342

指定
（要配慮者優先）

213 大東公民館 浦和区大東２－１３－１６
048-886-0656
048-886-0656

指定
（要配慮者優先）

214 仲本公民館 浦和区本太２－１２－４０
048-882-4695
048-882-4695

指定
（要配慮者優先）

215 針ヶ谷公民館 浦和区針ヶ谷３－４－１４
048-833-4165
048-833-4165

指定
（要配慮者優先）

216 本太公民館 浦和区本太４－３－２３
048-887-4933
048-887-4933

指定
（要配慮者優先）

217 仲町公民館 浦和区常盤４－１－１２
048-822-8425
048-822-8425

指定
（要配慮者優先）

 2 - 35 - 8



資料編　第２部　予防・応急活動関係
【資料２－３５】指定避難所・指定緊急避難場所・広域避難場所一覧

指定避難所
№ 施設・場所名 所在地

地震 洪水 崖崩れ 大規模な火事
（広域避難場所） 区分

指定緊急避難場所
電話番号
FAX番号

218 常盤公民館 浦和区常盤９－３０－１
048-832-1841
048-832-1841

指定
（要配慮者優先）

219 岸町公民館 浦和区岸町５－１－３
048-824-0168
048-825-3230

指定
（要配慮者優先）

220 北浦和公民館 浦和区北浦和２－１９－２５
048-832-3139
048-832-3139

指定
（要配慮者優先）

221 南箇公民館 浦和区領家３－１５－１０
048-882-1721
048-882-1721

指定
（要配慮者優先）

222 駒場運動公園 浦和区駒場２－１
－
－ ○ ○ ○ ○

223 駒場緑地 浦和区駒場２丁目４
－
－ ○ ○ ○

224 浦和総合運動場 浦和区元町１・ 本太４丁目地内
－
－ ○ ○ ○

225 北浦和公園・浦和北公園 浦和区常盤９－３０
－
－ ○ ○ ○ ○

226 常盤公園 浦和区常盤１－８
－
－ ○ ○ ○

227 調公園 浦和区岸町３－１７
－
－ ○ ○ ○

228 大原スポーツ広場一帯 浦和区大原３－１０３－３　外
－
－ ○ × ○ ○

229 谷田小学校 南区太田窪５－１０－６
048-882-2980
048-811-1334 ○ ○ ○ 　　　指定

230 南浦和小学校 南区白幡１－１－２０
048-861-3781
048-836-1585 ○ ○ ○ 　　　指定

231 浦和別所小学校 南区別所２－５－３４
048-862-2775
048-836-1584 ○ ○ ○ 　　　指定

232 大谷場小学校 南区南浦和１－１８－３
048-882-2555
048-811-1326 ○ ○ ○ 　　　指定

233 大谷場東小学校 南区大谷場２－１３－５４
048-882-4618
048-811-1327 ○ ○ ○ 　　　指定

234 西浦和小学校 南区曲本１－３－５
048-862-3510
048-836-1581 ○

２階
以上

○ 　　　指定

235 辻小学校 南区辻６－３－２８
048-862-1072
048-836-1579 ○

２階
以上

○ 　　　指定

236 文蔵小学校 南区文蔵５－１６－２９
048-863-0721
048-836-1583 ○

２階
以上

○ 　　　指定

237 沼影小学校 南区沼影２－８－３６
048-863-0777
048-836-1582 ○

２階
以上

○ 　　　指定

238 大谷口小学校 南区広ヶ谷戸２４
048-887-2731
048-811-1325 ○ ○ ○ 　　　指定

239 浦和大里小学校 南区別所７－１４－２８
048-864-6731
048-836-1575 ○

２階
以上

○ 　　　指定

240 善前小学校 南区太田窪２５００－１
048-882-7871
048-811-1329 ○ ○ ○ 　　　指定

241 向小学校 南区大谷口５４３７
048-874-1150
048-810-1326 ○ ○ ○ 　　　指定

242 辻南小学校 南区辻８－７－３２
048-839-3001
048-839-3002 ○

２階
以上

○ 　　　指定

243 岸中学校 南区南本町２－２５－２７
048-822-4022
048-835-1358 ○ ○ ○ 　　　指定

244 南浦和中学校 南区辻６－１－３３
048-863-0753
048-836-1589 ○

２階
以上

○ 　　　指定

245 白幡中学校 南区白幡２－１８－１３
048-861-3203
048-836-1587 ○ ○ ○ 　　　指定

南区
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資料編　第２部　予防・応急活動関係
【資料２－３５】指定避難所・指定緊急避難場所・広域避難場所一覧

指定避難所
№ 施設・場所名 所在地

地震 洪水 崖崩れ 大規模な火事
（広域避難場所） 区分

指定緊急避難場所
電話番号
FAX番号

246 大谷場中学校 南区大谷場２－１３－５４
048-882-9962
048-811-1336 ○ ○ ○ 　　　指定

247 大谷口中学校 南区広ヶ谷戸２１
048-887-1000
048-811-1335 ○ ○ ○ 　　　指定

248 内谷中学校 南区内谷６－１０－１
048-861-7571
048-836-1586 ○

２階
以上

○ 　　　指定

249 浦和南高等学校 南区辻６－５－３１
048-862-2568
048-838-2932 ○

２階
以上

○ 　　　指定

250 埼玉大学教育学部附属中学校 南区別所４－２－５
048-862-2214
048-865-6484 ○ ○ ○ 　　　指定

251 文化センター 南区根岸１－７－１
048-866-3171
048-837-2572

　　　指定

252 南浦和公民館 南区大谷場２－６－２５
048-882-6035
048-886-5856

指定
（要配慮者優先）

253 谷田公民館 南区大谷口１０８９－１
048-882-9272
048-882-9272

指定
（要配慮者優先）

254 六辻公民館 南区根岸３－１０－７
048-861-1930
048-861-1930

指定
（要配慮者優先）

255 西浦和公民館 南区曲本２－７－１１
048-862-9522
048-862-9522

指定
（要配慮者優先）

256 別所公民館 南区別所５－２１－１３
048-864-6781
048-864-6781

指定
（要配慮者優先）

257 東浦和公民館 南区大谷口５３３９
048-874-0550
048-874-0550

指定
（要配慮者優先）

258 文蔵公民館 南区文蔵４－１９－３
048-845-5151
048-845-5152

指定
（要配慮者優先）

259 善前公民館 南区太田窪２５０４－５
048-887-0580
048-887-0580

指定
（要配慮者優先）

260 浦和競馬場 南区大谷場１－８－４２
－
－ ○ × ○ ○

261 別所沼公園 南区別所４－１２
－
－ ○ × ○

262 舟山公園 南区南浦和３－３８
－
－ ○ × ○

263 明花公園 南区大字大谷口５７３２
－
－ ○ × ○

264 大谷口公園 南区大字大谷口５７３６－１
－
－ ○ × ○

265 三室小学校 緑区三室１９９４
048-874-1207
048-810-1122 ○ ○ ○ 　　　指定

266 尾間木小学校 緑区東浦和８－１１－５
048-873-6000
048-810-1121 ○ ○ ○ 　　　指定

267 原山小学校 緑区原山１－３０－１２
048-882-7907
048-811-1332 ○ ○ ○ 　　　指定

268 大門小学校 緑区大門１１８９
048-878-0024
048-812-1047 ○ ○ ○ 　　　指定

269 野田小学校 緑区上野田１６
048-878-0003
048-812-1048 ○ ○ ○ 　　　指定

270 道祖土小学校 緑区道祖土１－１－１
048-885-2512
048-811-1328 ○ ○ ○ 　　　指定

271 中尾小学校 緑区中尾２５９６－１
048-873-0216
048-810-1120 ○ ○ ○ 　　　指定

272 大牧小学校 緑区東浦和６－１２－３
048-874-3456
048-810-1124 ○ ○ ○ 　　　指定

緑区
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資料編　第２部　予防・応急活動関係
【資料２－３５】指定避難所・指定緊急避難場所・広域避難場所一覧

指定避難所
№ 施設・場所名 所在地

地震 洪水 崖崩れ 大規模な火事
（広域避難場所） 区分

指定緊急避難場所
電話番号
FAX番号

273 芝原小学校 緑区芝原２－５
048-873-4133
048-810-1123 ○ ○ ○ 　　　指定

274 美園小学校 緑区美園５ー３３
048-812-6611
048-878-6660 ○ × ○ 　　　指定

275 美園北小学校 緑区美園２ー１２ー１１
048-812-2277
048-812-0808 ○ × ○ 　　　指定

276 原山中学校 緑区太田窪１－１０－２２
048-882-3192
048-811-1338 ○ ○ ○ 　　　指定

277 東浦和中学校 緑区中尾１２０７－１
048-873-4141
048-810-1126 ○ ○ ○ 　　　指定

278 美園中学校 緑区大崎２５５０－３
048-878-0019
048-812-1049 ○ ○ ○ 　　　指定

279 三室中学校 緑区馬場１－３８－２
048-874-2331
048-810-1125 ○ ○ ○ 　　　指定

280 尾間木中学校 緑区東浦和４－２９－１
048-874-9733
048-810-1127 ○ ○ ○ 　　　指定

281 美園南中学校 緑区美園６ー１５
048-878-3511
048-878-3512 ○ ○ ○ 　　　指定

282 県立浦和東高等学校 緑区寺山３６５
048-878-2113
048-812-1013 ○ × ○ 　　　指定

283 県立浦和特別支援学校 緑区大崎５８
048-878-1221
048-812-1012 ○ × ○ 　　　指定

284 さくら草特別支援学校 緑区大字三室６３６－８０
048-712-0395
048-874-7272

　　　指定

285 プラザイースト 緑区中尾１４４０－８
048-875-9933
048-875-9960

　　　指定

286 三室公民館 緑区三室１９４６－５
048-873-2594
048-873-2594

指定
（要配慮者優先）

287 尾間木公民館 緑区大間木４７２
048-873-4993
048-873-4998

指定
（要配慮者優先）

288 原山公民館 緑区原山２－３３－１
048-882-8321
048-882-8321

指定
（要配慮者優先）

289 美園公民館 緑区大門１９７３－１
048-878-0515
048-878-0515

指定
（要配慮者優先）

290 大古里公民館 緑区三室２６１４－２
048-810-4155
048-810-4156

指定
（要配慮者優先）

291 大崎公園 緑区大字大崎
－
－ ○ × ○

292 東浦和中央公園 緑区東浦和４－４－１
－
－ ○ ○ ○

293 松芝公園 緑区芝原２丁目４－２
－
－ ○ × ○

294 井沼方公園 緑区東浦和２丁目１５－１
－
－ ○ ○ ○

295 三浦運動公園 緑区大字三浦６８３６－１
－
－ ○ ○ ○

296 見沼臨時グランド 緑区大字新宿地内
－
－ ○ × ○

297 さぎ山記念公園・見沼自然公園 緑区大字上野田３６２－１
－
－ ○ × ○ ○

298 大間木公園 緑区大字大間木１９４７
－
－ ○ × ○

299 見沼氷川公園 緑区大字見沼５００
－
－ ○ × ○

300 旧美園中学校跡地 緑区大字大門２８２２－１
－
－ ○ ○ ○

301 美園台公園 緑区大字下野田５５０外
－
－ ○ × ○

302 浦和学院高等学校 緑区代山１７２
048-878-2101
048-878-3335 ○ ○ ○
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資料編　第２部　予防・応急活動関係
【資料２－３５】指定避難所・指定緊急避難場所・広域避難場所一覧

指定避難所
№ 施設・場所名 所在地

地震 洪水 崖崩れ 大規模な火事
（広域避難場所） 区分

指定緊急避難場所
電話番号
FAX番号

303 岩槻小学校 岩槻区本町５－６－４５
048-756-3341
048-758-7488 ○ ○ ○ 　　　指定

304 太田小学校 岩槻区仲町１－１７－３
048-756-0515
048-758-7487 ○ ○ ○ 　　　指定

305 川通小学校 岩槻区大野島４２２－１
048-799-1060
048-799-0424 ○

２階
以上

○ 　　　指定

306 柏崎小学校 岩槻区柏崎７６２
048-798-3831
048-798-8672 ○ ○ ○ 　　　指定

307 和土小学校 岩槻区黒谷１３５３
048-798-0208
048-798-8730 ○ ○ ○ 　　　指定

308 新和小学校 岩槻区尾ヶ崎１２５２
048-798-0003
048-798-8732 ○ ○ ○ 　　　指定

309 慈恩寺小学校 岩槻区慈恩寺２５９
048-794-1140
048-795-0377 ○ ○ ○ 　　　指定

310 河合小学校 岩槻区平林寺３５１
048-756-2243
048-758-7492 ○ ○ ○ 　　　指定

311 東岩槻小学校 岩槻区諏訪２－６－１
048-794-1584
048-795-0369 ○ ○ ○ 　　　指定

312 城北小学校 岩槻区岩槻６６１９
048-757-5391
048-758-7491 ○

２階
以上

○ 　　　指定

313 徳力小学校 岩槻区徳力１３６－４
048-794-2318
048-795-0376 ○ × ○ 　　　指定

314 上里小学校 岩槻区上里２－２
048-794-2316
048-795-0378 ○

２階
以上

○ 　　　指定

315 西原小学校 岩槻区西原６－２５
048-757-2271
048-758-7489 ○ ○ ○ 　　　指定

316 城南小学校 岩槻区南下新井１１９１－１
048-798-4811
048-798-8736 ○ ○ ○ 　　　指定

317 岩槻中学校 岩槻区仲町１－１４－３５
048-756-0254
048-758-7483 ○ ○ ○ 　　　指定

318 川通中学校 岩槻区長宮４３５
048-799-1061
048-799-0436 ○

２階
以上

○ 　　　指定

319 城南中学校 岩槻区笹久保５７７
048-798-0007
048-798-8725 ○ ○ ○ 　　　指定

320 慈恩寺中学校 岩槻区裏慈恩寺５０５
048-794-1141
048-798-0374 ○ ○ ○ 　　　指定

321 城北中学校 岩槻区本宿３９２－１
048-757-1582
048-758-7494 ○

２階
以上

○ 　　　指定

322 桜山中学校 岩槻区表慈恩寺６８４－１
048-794-4061
048-795-0379 ○ ○ × 　　　指定

323 柏陽中学校 岩槻区真福寺４５４
048-798-6655
048-798-8729 ○ ○ ○ 　　　指定

324 西原中学校 岩槻区岩槻３７５０
048-756-1117
048-758-7493 ○ ○ ○ 　　　指定

325 県立岩槻商業高等学校 岩槻区太田１－４－１
048-756-0100
048-790-1501 ○ ○ ○ 　　　指定

326 県立岩槻高等学校 岩槻区城南１－３－３８
048-798-7171
048-791-1500 ○ ○ ○ 　　　指定

327 県立岩槻北陵高等学校 岩槻区慈恩寺１１７－２
048-794-6060
048-793-1500 ○ × ○ 　　　指定

328 岩槻文化公園体育館 岩槻区村国２２９
048-798-8411
048-798-9350

　　　指定

329 コミュニティセンターいわつき 岩槻区本町１－１０－７
048-758-1980
048-758-1985

　　　指定

330 老人福祉センター槻寿苑 岩槻区笹久保１３９３
048-798-8088
048-798-8089

　　　指定

岩槻区
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資料編　第２部　予防・応急活動関係
【資料２－３５】指定避難所・指定緊急避難場所・広域避難場所一覧

指定避難所
№ 施設・場所名 所在地

地震 洪水 崖崩れ 大規模な火事
（広域避難場所） 区分

指定緊急避難場所
電話番号
FAX番号

331 市民会館いわつき 岩槻区太田３－１－１
048-756-5151
048-756-5152

　　　指定

332 ふれあいプラザいわつき 岩槻区東岩槻６－６
048-756-6000
048-756-6036

　　　指定

333 岩槻本丸公民館 岩槻区本丸３－１７－１
048-758-3100
048-758-5101

指定
（要配慮者優先）

334 岩槻南部公民館 岩槻区笹久保１３４８－１
048-798-7620
048-797-0458

指定
（要配慮者優先）

335 岩槻北部公民館 岩槻区慈恩寺９０４－１
048-795-1881
048-794-6073

指定
（要配慮者優先）

336 岩槻本町公民館 岩槻区本町４－２－２５
048-757-6043
048-758-8040

指定
（要配慮者優先）

337 岩槻城址公民館 岩槻区太田３－４－１
048-756-7855
048-758-8039

指定
（要配慮者優先）

338 岩槻城址公園 岩槻区太田３－４
－
－ ○ × ○ ○

339 岩槻文化公園 岩槻区村国２２９
048-798-8411
048-798-9350 ○ × ○ ○

340 岩槻諏訪公園 岩槻区諏訪４－４
－
－ ○ × ○

341 北部工業団地記念公園 岩槻区大字古ヶ場１－２－１
－
－ ○ × ○

342 和土住宅公園 岩槻区大字黒谷６３６－１
－
－ ○ × ○

343 南平野公園 岩槻区南平野２丁目２６
－
－ ○ × ○

344 慈恩寺親水公園 岩槻区大字小溝４５９－１
－
－ ○ × ○

345 川通公園 岩槻区大字長宮８２５－５
－
－ ○ × ○

346 開智学園 岩槻区大字徳力１８６
－
－ ○ × ○
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【資料２－３６】帰宅困難者一時滞在施設指定一覧

番号 所有 区 施設名 施設所在地 備考

1 民間 西
埼玉トヨペット
フォルクスワーゲン西大宮

西区西大宮３－７－８ 定休日（月曜日）は対応不可

2 公共 大宮 RaiBoC Hall(市民会館おおみや) 大宮区大門町２－１１８

3 公共 大宮 市立大宮図書館 大宮区吉敷町１－１２４－１

4 公共 大宮 JACK大宮 大宮区錦町６８２－２

5 民間 大宮 大宮そごう（大宮スカイビル） 大宮区桜木町１丁目６番地１外

6 民間 大宮 鉄道博物館 大宮区大成町３丁目４７番 休館日（火曜日）は対応不可

7 公共 大宮 大宮ソニックシティホール
大宮区桜木町１－７－５
ソニックシティ

8 民間 大宮 大宮ソニックシティビル
大宮区桜木町１－７－５
ソニックシティ

9 民間 大宮 パレスホテル大宮
大宮区桜木町１－７－５
ソニックシティ

10 民間 大宮 アパホテルさいたま新都心駅北 大宮区吉敷町２－７２

11 民間 大宮 河合塾大宮校 大宮区大門町３－６７－２

12 民間 大宮 埼玉福祉保育医療製菓調理専門学校 大宮区仲町３－８８－２

13 民間 大宮 東京IT会計公務員専門学校1・2号館 大宮区桜木町１－１５２－１

14 民間 大宮
埼玉トヨペット
レクサスさいたま新都心

大宮区吉敷町４－２４１－１ 定休日（月曜日）は対応不可

15 民間 大宮
埼玉トヨペット
フォルクスワーゲンさいたま新都心

大宮区吉敷町４－２１６ 定休日（月曜日）は対応不可

16 公共 大宮 桜木公民館
大宮区桜木町１－１０－１８
シーノ大宮センタープラザ５・６階

17 民間 大宮
大宮駅西口第３－B地区第一種市街地
再開発事業施設建築物（仮称）B棟

大宮区桜木町２－９０２ 令和６年７月竣工（予定）

18 民間 大宮 武蔵野銀行本店ビル 大宮区桜木町１－１０－８

19 公共 中央 さいたまスーパーアリーナ 中央区新都心８ 二次避難所、防災活動拠点としても活用

20 公共 中央 さいたま新都心合同庁舎１号館 中央区新都心１番地１

21 公共 中央 さいたま新都心合同庁舎２号館 中央区新都心２番地１

22 民間 中央
THE MARK GRAND HOTEL(旧ラフレさい
たま)

中央区新都心３－２

23 民間 中央 ホテルブリランテ武蔵野 中央区新都心２－２

24 民間 中央 埼玉トヨペット　与野支店 中央区上落合２－２－１ 定休日（月曜日）は対応不可

25 民間 中央 ガーデン与野本町店 中央区本町東２－２－７

26 民間 桜 新ガーデン西浦和店 桜区田島８－２－１２

27 民間 浦和
ビバホーム（アークランズ株式会社
関東本部）

浦和区上木崎１－１３－１

28 公共 浦和 市民会館うらわ 浦和区仲町２－１０－２２
令和３年３月３１日閉館
移転後は令和８年７月竣工（予定）

29 公共 浦和 市立北浦和図書館 浦和区北浦和１－４－２

30 公共 浦和 さいたま共済会館 浦和区岸町７－５－１４ 週休日（土・日）は対応不可
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【資料２－３６】帰宅困難者一時滞在施設指定一覧

番号 所有 区 施設名 施設所在地 備考

31 民間 浦和 浦和コルソ（浦和商業開発㈱） 浦和区高砂１－１２－１

32 民間 浦和 浦和ワシントンホテル 浦和区高砂２丁目１番１９号

33 民間 浦和 JR東日本ホテルメッツ浦和 浦和区高砂１丁目１６番７号

34 民間 浦和 ロイヤルパインズホテル浦和 浦和区仲町２－５－１

35 公共 浦和 埼玉会館 浦和区高砂３－１－４

36 公共 南 サウスピア 南区別所７－２０－１

37 民間 南 ホテルニュー埼玉 南区南浦和２丁目４４番１７号

38 民間 南 プラザホテル浦和 南区鹿手袋１丁目１番１号

39 民間 南
埼玉トヨペット
レクサスさいたま南

南区根岸５－１９－１０ 定休日（月曜日）は対応不可

40 民間 南 プラウドタワー武蔵浦和レジデンス 南区別所７丁目１５番８号

41 民間 南 ガーデン北戸田店 南区辻８－２４－１０

42 公共 緑 美園コミュニティセンター 緑区美園４－１９－１

43 民間 緑 ガーデン東浦和店 緑区東浦和５－１－５

※「さいたまスーパーアリーナ」とは災害時の『さいたまスーパーアリーナ』の運営（利用）に関する協定を締結しており、

　　災害時には帰宅困難者の一時滞在施設としての活用の他、防災活動拠点や二次避難所としても機能します。

※市民会館うらわは、浦和駅西口南高砂地区第一種市街地再開発事業の施設建築物に機能移転を今後予定しており、移転後は地震にも対応した

　　一時滞在施設とする計画としています。

※埼玉会館は埼玉県による指定施設です。
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【資料２－３７】帰宅支援対象道路（埼玉県） 

 
ルート名 道路管理者 路 線 名 区  間 

浦和・大宮ルート 国交省 国道 17 号 戸田市川岸（都境）～さいたま市北区吉野町 

（16 号との交差点） 

川越ルート 埼玉県 国道 254 号 和光市白子（都境）～川越市小仙波（16 号との交差点） 

春日部ルート 国交省 国道 4 号 草加市谷塚（都境）～春日部市小渕（16 号との交差点） 

越谷ルート 埼玉県 足立越谷線 草加市谷塚（都境）～越谷市下間久里（4 号との交差点） 

川越～大宮～春日部ルート 国交省 国道 16 号 川越市小仙波（254 号との交差点）～春日部市小渕 

（4 号との交差点） 

 

35

2

49

254

距離標 ソーラー照明

川越～大宮～春日部ルート

春日部ルート

越谷ルート浦和・大宮ルート

川越ルート
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令和６年１月１日現在

品目 備蓄量

アルファ米（具付き） 407,300食

アルファ米（おかゆ） 89,250食

ビスケット 320,880食

飲料水（475ml） 42,840本

調理用水（500ml） 31,680本

粉ミルク 480缶

毛布 155,964枚

エアーマット 46,780枚

使い捨て哺乳ビン 2,750本

紙おむつ（乳幼児用） 51,262枚

紙おむつ（大人用） 10,116枚

生理用品 104,834枚

救急箱 553箱

手指消毒剤 1,503本

塩素系漂白剤 546本

マスク 130,900枚

ヘアキャップ 43,000枚

簡易手袋 106,000枚

防護服 13,700枚

フェイスシールド 7,000枚

非接触型温度計 1,360本

組立式仮設トイレ 733台

簡易トイレ 282台

トイレットペーパー 3,924ロール

非常用排便袋 684,448枚

生
活
用
品

医
療
・
衛
生

災
害
用
ト
イ
レ

【資料２－３８】非常用物資備蓄状況

食
料
品
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【資料２－３８】非常用物資備蓄状況

品目 備蓄量

折りたたみ式リヤカー 200台

車椅子 224台

カセットコンロ 1,277台

カセットコンロ用ガス 8,289本

やかん 1,260個

ラジオ 340台

トランジスタメガホン 233台

投光器セット 622台

懐中電灯 2,469台

多機能ランタン 1,312台

防水シート 12,469枚

ガソリン缶 1,888缶（１㍑缶）

発電機 367台

災
害
用
資
機
材
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【資料２－３９】ペットの災害対策（生活衛生課） 
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【資料２－３９】ペットの災害対策 

2 – 39 - 2 
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【資料２－４０】男女共同参画の視点からの防災（人権政策・男女共同参画課） 

１ はじめに 
災害は、地震、風水害等の自然現象（自然要因）とそれを受け止める側の社会の在り

方（社会要因）により、その被害の大きさが決まってくると考えられています。性別、

年齢、国籍や障害の有無など様々な社会的状況によって影響は異なり、社会要因による

災害時の困難を最小限にすることが重要です。 

  つまり、自然災害は、誰の身にも等しく降りかかりますが、受けるダメージは決して

平等ではありません。女性や子どもなど、地域社会での発言力や体力的に弱い立場にあ

る方々を取り巻く環境は、より過酷であり、心身に大きなダメージを与えるおそれがあ

ります。 

 

２ 女性にとっての避難所での問題事例 

◆避難所リーダーの男性が

「みんな家族だから仕切りは

必要ないですね」と提案した

ため、仕切りが無いまま避難

所生活を送った。 

◆避難所の炊事当番を女性のみにあてがわ

れた。女性たちは毎朝５時に起きて朝昼晩

の約 100 人分のご飯を作り続けた。負担

が大きいのに賃金が出ない上、仕事探しや

家族の介護の時間が減った。その間、男性

は賃金の出るがれき処理の仕事を見つけて

働きに行っていた。 
◆洗濯物を干す場所が男女共用だった。

そのため、下着の盗難の不安や、男性か

らの視線が気になったため、女性は遠い

コインランドリーに通った。 ◆同じ避難所の男性に性暴力をふるわれ

た。しかし被害のことをいうと避難所にい

られなくなるかもしれないという不安で、

そのことを誰にも言えなかった。 
◆生理用ナプキンの配給を男性運営者が

行っていた。必要になった時にその男性

に申し出なければならず、「欲しい」と言

いにくかった。 
◆授乳室・更衣室が無かったので、毛布を

かぶって、授乳や着替えを行った。 

出典：私を守る！女性のための災害対策ハンドブック（板橋区男女共同参画推進センター） 

３ みんなが安心できる避難所運営にするために 

育児・介護・家事等を担うことが多い女性は、避難生活上の多様なニーズに気づきま

す。避難所の運営側に女性が参画するとともに、様々な意見が取り入れられる環境づく

りが重要です。 

そのためには、平常時から、お互いを知る機会を持ち、何かを決める時は、性別、年

齢、国籍や障害の有無にかかわらず、どんな人も意見や要望を言える・聞ける関係づく

りが重要です。普段から、避難所の利用やレイアウト、運営方法等について、施設の管

理者、地域住民、関係者で話し合いをして、「施設の利用方法」等に反映させましょう。 

 

４ 避難所での暴力の防止・安全の確保のために必要なこと 

ストレスが高まりやすい災害時は、女性や子ども等、弱い立場にある方への暴力が発

生しやすくなります。 

避難所の運営方法等について、地域住民で話し合う際には、暴力・性暴力の防止や相

談窓口についての周知をしましょう。 

令和 6 年 1 月１２日 人権政策・男女共同参画課 作成 
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【資料２－４０】男女共同参画の視点からの防災 

2 - 40 - 2 

みんなが安心できる避難所運営のためのチェック項目 

□男性・女性ともにリーダーを配置するなど、男女のニーズに違いに適切に対応できる

体制をつくる。 

□プライバシー確保のための間仕切りを設置する。 

□男女別のトイレ、お風呂、更衣室、物干し場を設ける。 

□授乳、おむつ替えの部屋を設ける。 

□屋外トイレや死角となる場所には、照明を設ける。 

□仮設トイレは、女性用トイレの数を多めにする。 

〖国際的な基準（スフィア・プロジェクト）では、男性：女性＝１：３が推奨されています。〗 

□清掃や炊事当番などは、特定の性別や人に偏らないようにする。 

□女性用品（下着や生理用品など）のニーズの把握や配布は女性が担当し、 

また、女性専用スペースや女性トイレに、常備する等、配布方法を工夫する。 

□多様なニーズを把握するために、意見箱を設置する。 

□介助が必要な方、性的少数者の方等への配慮（多目的トイレの設置、入浴の時間帯の

調整等）。 

 

５ 女性のためのお役立ちアイテム情報 

女性特有のニーズに合った備えも必要です。 

以下を参考に、避難所運営委員会で周知を行う等、 

事前に準備しておくとよいでしょう。 

自宅用の非常袋に入れたいアイテム バッグに入れたい非常用アイテム 

□生理用品 

（生理 1 周期分と、おりものシート） 

□携帯用ビデ 

□汗拭きシート 

□自分のサイズに合った下着（上下） 

□スキンケア用品 

□ティーツリーオイル※ 
（※ 虫刺され、におい消し、コップ１滴で口

中ケア等、万能な自然精油。肌に合うかど
うか事前にチェックしてください。） 

□簡易トイレ □救急用品 □マスク 

□現金（公衆電話用） 

□小型懐中電灯 

□ホイッスル・防犯ブザー  

□メモ帳・ペン  □飲用水  

□簡易食 

（アメ・チョコ・ゴマ塩・マヨネーズ等） 

 

  

避難所での暴力の防止・安全の確保のためのチェック項目 

□暴力・性暴力への具体的な方針を明示し、避難所全体で取組む。 

避難所等性暴力被害防止ポスター・チラシを作成しておりますの 

で、避難所内に掲示するなど、ご活用ください。（別紙１） 

□女性トイレに相談案内カードを置く。 

 さいたま市には、男女共同参画に係る各種相談窓口があります。（別紙２） 

 また、男女共同参画相談室で、DV 相談センターや各種相談窓口を案内する名刺サイ

ズのカードを作成しています。（別紙２に記載の URL からご確認下さい。） 

□女性や子どもは、ひとりで行動しないように呼び掛ける。 

□被害者のプライバシーに配慮し、本人の意思を尊重した支援を行う。 
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１ さいたま市 相談窓口 

◎さいたま市男女共同参画相談室では、電話相談を実施しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎さいたま市 DV 相談センターでは、配偶者等からのドメスティック・バイオレンス 

（DV）にお悩みの方のご相談に応じています。 

 

 

 

 

 

 

◎内閣府で実施している「DV 相談＋（プラス）」もご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

◎性暴力被害を受けたときは、アイリスホットライン（埼玉県性暴力等犯罪被害専用相 

談電話）へご相談ください。 

 
 
 
 
 

２ 男女共同参画（ジェンダー平等）の視点からの防災（さいたま市 HP）  

 https://www.city.saitama.lg.jp/006/010/006/005/004/p076701.html 

関連情報を掲載していますので、是非ご覧ください。 

相談内容 日  時 電話番号 

女性の悩み電話相談 

女性の生き方、夫婦、親子の問題、職場や

近隣の人間関係などの相談に応じていま

す。 

月～金曜日 

10：00～20：00 

土・日・祝休日 

10：00～16：00 

（年末年始を除く） 

048-711-6650 

男性の悩み電話相談 

男性の公認心理師等が、男性の生き方、夫

婦、親子の問題、職場や近隣の人間関係な

どの相談に応じています。 

第 2・第 4 日曜日 

13：00～16：00 

（年末年始を除く） 

048-711-6101 

相談内容 日  時 電話番号 

女性のＤＶ相談電話 

配偶者等からの身体的・精神的・経済的・

性的な暴力の相談に応じています。 

月～金曜日 

10：00～17：００ 

（祝休日、年末年始を除く） 

048-762-3880 
 

※緊急の場合は、 

迷わず 110 番へ  

相談内容 日  時 電話番号 

DV 相談＋（プラス） 

配偶者等からの身体的・精神的・経済的・

性的な暴力の相談に応じています。 

24 時間対応 

※チャット相談有（12:00～

22:00／10 か国語対応） 

 

つなぐ はやく 
0120-279-889 

相談内容 日  時 電話番号 

アイリスホットライン 

性犯罪・性暴力被害者の総合的な支援を行

っています。 

24 時間 365 日受付 

彩の国 やさしい 
0120-31-8341 
一部ＩＰ電話からは↓ 
048-839-8341 

別紙２ 

https://www.city.saitama.lg.jp/006/010/006/005/004/p076701.html













